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一

穂
積
陳
重
の
ロ
ー
マ
法
講
義
に
つ
い
て吉　

　

原　
　

達　
　

也

は
じ
め
に

本
稿
は
、
穂
積
陳
重

（
1
）

の
『
羅
馬
法
講
義
筆
記

（
2
）

』
を
手
が
か
り
に
、
わ
が
国
に
お
け
る
ロ
ー
マ
法
講
義
の
草
創
期
の
状
況

（
3
）

の
一
端
を
検
討

す
る
こ
と
に
あ
る
。
穂
積
陳
重
は
、
一
八
五
五
（
安
政
二
）
年
、
伊
予
宇
和
島
に
生
ま
れ
、
一
八
七
〇
（
明
治
三
）
年
に
貢
進
生
と
し
て
当

時
の
大
学
南
校
・
開
成
学
校
を
経
て
、
一
八
七
六
（
明
治
九
年
）
に
ロ
ン
ド
ン
大
学
キ
ン
グ
ズ
・
カ
レ
ッ
ジ
、
ミ
ド
ル
テ
ン
プ
ル
法
曹
院

に
入
学
し
、
一
八
七
九
（
明
治
一
二
）
年
に
バ
リ
ス
タ
ー
の
称
号
を
受
け
、
一
八
八
〇
（
明
治
一
三
）
年
ド
イ
ツ
・
ベ
ル
リ
ン
大
学
を
経
て
、

一
八
八
一
（
明
治
一
四
）
年
に
帰
国
、
東
京
大
学
法
学
部
講
師
を
経
て
、
一
八
八
二
東
京
大
学
教
授
兼
法
学
部
長
に
就
任
し
、
法
理
学

（
4
）

、

民
法
、
比
較
法
学

（
5
）

な
ど
法
律
学
の
幅
広
い
分
野
で
日
本
の
先
駆
者
、
開
拓
者
と
し
て
活
躍
し
た
こ
と
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
一
八
八
六

（
明
治
一
九
）
年
以
後
、
帝
国
大
学
法
科
大
学
教
授
と
し
て
、
法
理
学
と
と
も
に
、「
羅
馬
法
」
を
講
じ
た
時
期
が
あ
っ
た
。
法
科
大
学
に

論　

説

（
一
）
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二

お
け
る
邦
語
に
よ
る
ロ
ー
マ
法
講
義
は
穂
積
陳
重
に
始
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。
原
田
慶
吉
は
、
穂
積
陳
重
、
富
井
政
章
、
梅
謙
次
郎
の
三

人
を
評
し
て
「
孰
れ
も
他
を
凌
駕
し
、
当
時
の
最
高
水
準
に
位
し
た
羅
馬
法
学
者
で
あ
っ
た
」
と
し
、
と
く
に
穂
積
陳
重
に
つ
い
て
「
儒

帝
の
立
法
事
業
に
付
い
て
御
進
講
申
し
上
げ
た
穂
積
陳
重
は
、
過
去
の
学
歴
に
於
て
も
明
治
十
九
年
度
よ
り
二
十
二
年
度
迄
帝
国
大
学
に

於
て
羅
馬
法
を
担
当
し
、
其
比
較
法
的
進
化
論
論
述
中
に
散
在
す
る
羅
馬
法
に
関
す
る
事
項
の
外
、
其
早
期
の
「
万
法
帰
一
論
」
や
「
羅

馬
法
を
講
ず
る
の
必
要
」
と
等
の
全
部
又
は
大
部
分
羅
馬
法
に
関
す
る
論
文
に
於
て
、
其
学
力
の
片
鱗
を
覗
か
せ
て
ゐ
る

（
6
）

」、
と
記
し
て

い
る
。
大
著
『
法
律
進
化
論
』
に
至
る
さ
ま
ざ
ま
な
段
階
で
つ
ね
に
ロ
ー
マ
法
の
重
要
性
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
早
期
の
諸
論

文
が
書
か
れ
た
時
期
と
、
ロ
ー
マ
法
の
講
義
が
行
わ
れ
た
時
期
が
重
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、『
羅
馬
法
講
義
』
は
穂
積
陳
重
の
ロ
ー

マ
法
理
解
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
知
る
重
要
な
手
が
か
り
を
得
ら
れ
る
も
の
と
考
え
る
。
こ
の
講
義
が
行
わ
れ
た

時
期
は
、
イ
ギ
リ
ス
法
、
フ
ラ
ン
ス
法
か
ら
ド
イ
ツ
法
へ
と
力
点
が
移
っ
て
い
く
時
代
に
あ
た
り
、
実
際
穂
積
陳
重
自
身
そ
う
し
た
流
れ

を
リ
ー
ド
し
た
存
在
で
あ
り
、
講
義
に
も
た
し
か
に
ド
イ
ツ
法
へ
の
関
心
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
む
し
ろ
穂
積
陳
重
の
法
理
学
と
同
様
に
、

そ
の
根
底
の
と
こ
ろ
で
、
メ
イ
ン
『
古
代
法
』
を
は
じ
め
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
法
学
と
の
関
わ
り
に
と
く
に
注
目
し
て
お
き
た
い
と
思
っ
て

い
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
草
創
期
の
ロ
ー
マ
法
教
育
の
変
遷
を
一
瞥
し
た
あ
と
、『
羅
馬
法
講
義
』
の
内
容
を
検
討

し
、
穂
積
陳
重
の
ロ
ー
マ
法
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
る
こ
と
と
し
た
い
。

一　

草
創
期
の
ロ
ー
マ
法
教
育
の
変
遷

穂
積
陳
重
『
羅
馬
法
講
義
』
の
具
体
的
な
検
討
に
先
だ
っ
て
、
ま
ず
、
草
創
期
の
ロ
ー
マ
法
教
育
の
変
遷
を
一
瞥
し
て
お
き
た
い
。

（
二
）



穂
積
陳
重
の
ロ
ー
マ
法
講
義
に
つ
い
て
（
吉
原
）

三

わ
が
国
に
お
い
て
ロ
ー
マ
法
教
育
は
、
東
京
開
成
学
校
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
人
法
学
教
授
グ
リ
グ
ズ
ビ
ー
（W

illiam
 E

benezer 

G
rigsby, 1847-1899

）
に
よ
る
ロ
ー
マ
法
講
義
を
嚆
矢
と
す
る

（
7
）

。
ロ
ー
マ
法
は｢

羅
馬
法
律｣

と
い
う
講
座
名
で
登
場
し
、
二
年
本
科
中

級
お
よ
び
三
年
本
科
上
級
に
配
当
さ
れ
て
い
る
。
講
義
は
英
語
で
行
わ
れ
、
そ
の
内
容
は
、
グ
リ
グ
ズ
ビ
ー
に
よ
る
試
験
問
題
か
ら
そ
の

一
端
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
一
八
七
六
年
（
明
治
九
）
年
東
京
開
成
学
校
年
報
（
欧
文
）
に
よ
れ
ば
、
相
続
法
と
債
権
関
係
を
中
心

に
八
問
が
出
題
さ
れ
て
い
る
。
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
『
法
学
提
要
』
の
第
二
巻
、
第
三
巻
に
関
連
す
る
語
句
の
意
味
が
問
わ
れ
る
だ
け
で

な
く
、
例
え
ば
第
一
問
で
は
「
信
託
遺
贈F

idei-com
m
issa

」
の
意
味
と
、
イ
ギ
リ
ス
法
上
の
制
度
と
の
比
較
、
第
六
問
で
は
「
言
語

契
約contract verbis

」
の
意
味
と
、
イ
ギ
リ
ス
法
上
の
契
約
と
の
関
連
が
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
グ
リ
グ
ズ
ビ
ー
に
よ
る
講
義

の
傾
向
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る

（
8
）

。

一
八
七
七
（
明
治
一
〇
）
年
、
東
京
開
成
学
校
が
東
京
医
学
校
と
併
合
し
て
東
京
大
学
と
な
り
、
そ
の
後
一
八
八
一
（
明
治
一
四
）
年
に

か
け
て
、
ロ
ー
マ
法
は
、
一
時
的
に
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
上
か
ら
消
え
て
い
た
時
期
が
あ
る
が
、
一
八
八
二
（
明
治
一
五
）
年
に
復
活
す
る

（
9
）

。

ロ
ー
マ
法
を
講
ず
る
目
的
は
、「
羅
馬
法
ハ
法
学
第
一
年
及
第
二
年
ノ
両
期
間
ニ
之
カ
大
意
ヲ
教
ヘ
以
テ
後
来
英
仏
両
国
ノ
法
律
ヲ
学
ブ

ノ
予
修
ト
ナ
ス
モ
ノ
ト
ス｣

と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た

（
10
）

。
こ
の
時
期
、
羅
馬
法
律
」
は
第
一
年
級
に
配
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
人
テ
リ
ー
（H

enry 

T
aylor T

erry, 1847-1936 （
11
））

に
よ
っ
て
担
当
さ
れ
て
お
り

（
12
）

、
講
義
は
「
サ
ン
ダ
ル
氏
ノ
飜
譯
ニ
係
ル
ジ
ヤ
ス
チ
ニ
ヤ
ン
法
典

（
13
）」

を
教
科
書

と
な
し
、
人
事
編
の
大
意
が
講
じ
ら
れ
た
、
と
さ
れ
る
。
テ
リ
ー
は
、
一
八
八
四
（
明
治
一
七
）
年
七
月
を
も
っ
て
い
っ
た
ん
法
学
教
師

の
地
位
を
離
れ
、
ア
メ
リ
カ
に
帰
国
し
て
い
る

（
14
）

。
同
年
一
一
月
に
ド
イ
ツ
か
ら
オ
ッ
ト
ー
・
ル
ー
ド
ル
フ
（O

tto R
udorff , 1845-1922

）

が
来
日
し
、
法
学
部
に
お
い
て
国
法
学
と
ロ
ー
マ
法
を
講
じ
た
と
さ
れ
る

（
15
）

。
他
方
、
一
八
八
三
（
明
治
一
六
）
年
七
月
、
穂
積
陳
重
等
の

建
議

（
16
）

に
よ
り
法
学
部
に
別
課
法
学
科
が
設
け
ら
れ
る

（
17
）

。
穂
積
陳
重
の
回
想
に
よ
れ
ば
、
そ
の
目
的
は
、
一
つ
に
は
本
科
生
の
不
足
を
補
う

（
三
）
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四

こ
と
で
あ
り
、「
社
会
の
急
需
」
に
応
ず
る
こ
と
に
あ
っ
た
が
、「
其
主
眼
と
す
る
処
は
、
邦
語
教
授
の
端
を
開
く
」
こ
と
に
あ
っ
た

（
18
）

。
こ

の
別
課
法
学
科
で
ロ
ー
マ
法
を
講
じ
た
の
が
渡
邉
安
積
（1859-1887

）
で
あ
っ
た

（
19
）

。
そ
の
編
輯
に
な
る
と
さ
れ
る
『
羅
馬
法　

全
』
の
序

に
は
こ
う
記
さ
れ
て
い
る
。「
予
曽
て
大
学
の
嘱
托
を
受
け
羅
馬
法
を
講
す
る
に
方
り
マ
ッ
ケ
ル
デ
ヰ　

ハ
ン
タ
ー　

ポ
ス
ト　

サ
ン
ダ
ー　

マ
ク
ケ
ン
ジ
ー
諸
氏
の
羅
馬
法
書
に
拠
り
其
大
要
を
纂
述
し
た
る
者
漸
く
積
み
て
一
冊
子
を
成
す
頃
日
小
閑
を
得
た
る
に
由
り
修
正
補
綴

を
加
へ
以
て
世
に
問
ふ

（
20
）

。」
と
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
同
書
は
別
課
法
学
科
に
お
け
る
講
義
の
成
果
と
し
て
公
表
さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え

る
（
21
）

。
渡
邉
は
英
吉
利
法
学
校
の
創
設
に
も
参
画
し
て
お
り
、
一
八
八
七
（
明
治
二
〇
）
年
に
二
九
歳
の
若
さ
で
病
没
し
て
い
る

（
22
）

。
邦
語
教

育
の
端
緒
に
す
で
に
ロ
ー
マ
法
が
講
義
科
目
と
し
て
組
み
込
ま
れ
て
い
た
。
渡
邉
が
ロ
ー
マ
法
講
義
の
典
拠
と
し
て
挙
げ
て
い
る
マ
ッ
ケ

ル
ダ
イ
ら
に
つ
い
て
は
、
穂
積
陳
重
と
ロ
ー
マ
法
講
義
と
の
関
連
で
あ
ら
た
め
て
触
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。

一
八
八
六
（
明
治
一
九
）
年
、
帝
国
大
学
令
の
制
定
に
よ
り
、
従
前
の
東
京
大
学
法
学
部
（
前
年
文
学
部
理
財
学
科
の
移
管
後
は
法
政
学
部
）

は
、
司
法
省
法
学
校
の
後
進
に
あ
た
る
東
京
法
学
校
を
い
わ
ば
「
吸
収
合
併
」
す
る
形
で
、
帝
国
大
学
法
科
大
学
へ
と
改
組
さ
れ
る
。
そ

れ
以
後
も
毎
年
の
よ
う
に
め
ま
ぐ
る
し
い
制
度
改
革
が
行
わ
れ
る
中
で
、
ロ
ー
マ
法
は
つ
ね
に
一
定
の
位
置
を
占
め
て
い
た

（
23
）

。
穂
積
陳
重

は
、
一
八
八
六
（
明
治
一
九
）
年
法
科
大
学
教
授
と
し
て
「
羅
馬
法
」「
法
理
学
」
を
担
当
す
る

（
24
）

こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
一
八
八
九
（
明
治

二
二
）
年
ま
で
ロ
ー
マ
法
の
講
義
を
担
当
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る

（
25
）

。

一
八
八
七
（
明
治
二
〇
）
年
に
は
ド
イ
ツ
人
法
学
教
師
ヴ
ァ
イ
ペ
ル
ト
の
名
前
が
国
法
学
と
と
も
に
、「
羅
馬
法
」
法
の
講
義
担
当
者
に

そ
の
名
を
連
ね
て
い
る

（
26
）

。
ヴ
ァ
イ
ペ
ル
ト 

（H
einrich W

eipert, 1856-1905
）
は
、
一
八
八
九
（
明
治
二
二
）
年
ま
で
法
科
大
学
に
在
籍
し

た
が
、
ロ
ー
マ
法
の
講
義
に
関
し
て
、
一
八
八
七
（
明
治
二
〇
）
年
七
月
に
刊
行
さ
れ
た
『
法
学
協
会
雑
誌
』
に
「
羅
馬
法
及
法
典
編
纂

論
」
と
い
う
一
文
を
寄
せ
て
い
る

（
27
）

。
ロ
ー
マ
法
を
研
究
す
る
意
義
が
法
典
編
纂
と
い
う
当
時
の
課
題
と
の
結
び
つ
き
が
強
調
さ
れ
て
い
る

（
四
）
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五

点
が
注
目
さ
れ
る
。「
羅
馬
法
ノ
勢
力
ヲ
有
ス
ル
所
以
ハ
独
前
段
ニ
述
ベ
タ
ル
如
ク
ニ
直
接
ニ
其
原
理
規
則
ヲ
仮
用
シ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ

其
淵
源
ニ
溯
ヘ
リ
。
現
行
法
ヲ
研
究
ス
ル
ノ
利
益
ア
ル
ノ
ミ
ニ
由
ル
ニ
ア
ラ
ズ
又
特
更
ニ
羅
馬
法
ノ
規
則
ヲ
変
更
シ
又
ハ
廃
棄
シ
タ
ル
場

合
ニ
於
テ
モ
新
法
ノ
方
向
ヲ
定
メ
其
精
神
ヲ
探
リ
以
テ
新
法
ノ
適
用
ヲ
知
ラ
ン
ト
欲
セ
バ
其
沿
革
ニ
依
ラ
ザ
ル
可
ラ
ザ
ル
コ
ト
ア
リ
。
是

等
ノ
理
由
ア
ル
ヲ
以
テ
仏
蘭
日
耳
曼
等
ノ
如
ク
羅
馬
法
ニ
基
キ
タ
ル
法
典
ヲ
有
ス
ル
諸
国
ニ
於
テ
羅
馬
法
ヲ
沿
革
的
并
ニ
論
理
的
ニ
研
究

ス
ル
ノ
必
要
ハ
法
典
編
纂
ノ
為
メ
ニ
決
シ
テ
減
少
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
ト
ハ
皆
人
ノ
信
ズ
ル
所
ナ
リ
若
シ
／
果
シ
テ
該
法
ヲ
修
ル
ハ
法
典
編
纂

ノ
準
備
ト
シ
テ
必
要
ナ
リ
シ
モ
ノ
ナ
レ
バ
編
纂
結
了
後
ニ
之
ヲ
理
会
シ
之
ヲ
適
用
ス
ル
為
メ
ニ
ニ
モ
亦
等
シ
ク
必
要
ナ
ル
ベ
シ
又
更
ニ
一

歩
ヲ
進
メ
テ
論
セ
ン
ニ
該
法
研
究
ハ
法
律
ヲ
改
良
修
正
ス
ル
為
メ
ニ
必
要
ナ
リ
ト
ス
。
何
ト
ナ
レ
バ
初
メ
法
律
ヲ
制
定
ス
ル
ノ
際
ニ
準
拠

シ
タ
ル
原
則
ハ
後
日
ニ
至
リ
之
ヲ
修
正
改
良
ス
ル
為
メ
ニ
モ
亦
準
拠
セ
ザ
ル
可
ラ
ズ

（
28
）

。」（
三
二
│
三
三
頁
）

「
本
会
場
ニ
在
ル
諸
君
ハ
皆
知
ラ
ル
ゝ
如
ク
日
本
国
ニ
テ
モ
数
年
来
羅
馬
法
ノ
研
究
ハ
二
三
ノ
法
律
学
校
ニ
於
テ
始
タ
リ
又
帝
国
大
学
ニ

テ
ハ
次
学
年
ヨ
リ
大
ニ
之
ヲ
拡
張
ス
ベ
キ
コ
ト
ヲ
決
セ
リ
。
今
ヤ
何
人
ト
雖
ト
モ
此
挙
ヲ
賛
成
セ
ザ
ル
ヲ
得
ズ
。
其
理
由
ヲ
求
メ
ン
ト
欲

セ
バ
先
ツ
日
本
近
時
ノ
立
法
史
ヲ
顧
ル
ベ
シ
。
概
シ
テ
近
時
ノ
制
度
ハ
西
洋
ノ
法
律
ニ
拠
ル
モ
ノ
ナ
レ
バ
其
原
理
規
則
ノ
淵
源
ハ
遠
ク
羅

馬
法
ニ
在
リ
。
故
ニ
新
法
ヲ
理
会
適
用
セ
ン
ト
欲
セ
バ
羅
馬
法
ヲ
研
究
ス
ル
ヲ
要
ス
ル
ナ
リ
。
特
に
伝
聞
ス
ル
所
ニ
依
レ
バ
ド
ユ
、
ボ
ア

ソ
ナ
ー
ド
氏
ノ
起
草
セ
ル
草
案
ハ
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
ニ
拠
ル
コ
ト
少
ク
シ
テ
羅
馬
法
（P

andects

）
ニ
基
ク
所
多
シ
ト
聞
キ
タ
レ
ハ
ナ
リ
。

又
説
令
前
述
ノ
如
キ
事
実
ナ
ク
シ
テ
日
本
法
律
ハ
全
ク
固
有
法
ニ
シ
テ
国
内
ニ
成
長
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
ナ
ス
モ
尚
ホ
法
律
家
ヲ
シ
テ
羅
馬
法

ヲ
研
究
シ
整
備
シ
テ
且
論
理
ニ
明
カ
ナ
ル
法
律
思
想
ヲ
得
セ
シ
ム
ル
為
メ
ニ
ハ
不
朽
ノ
価
格
ア
ル
コ
ト
ハ
日
本
国
ニ
テ
モ
決
シ
テ
世
界
各

国
ニ
於
ル
ト
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ

（
29
）

。」（
三
七
│
三
八
頁
）

こ
の
一
文
が
掲
載
さ
れ
た
の
は
一
八
八
七
（
明
治
二
〇
）
年
七
月
の
こ
と
で
あ
る
の
で
、
実
際
の
演
述
が
な
さ
れ
た
の
は
そ
れ
以
前
の

（
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
一
号
（
二
〇
一
八
年
六
月
）

六

時
期
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
次
学
年
か
ら
、
お
そ
ら
く
明
治
二
〇
年
九
月
以
後
「
羅
馬
法
」
の
拡
張
が
告
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
年

法
科
大
学
は
、
従
前
の
法
律
学
科
一
科
（
英
法
）、
二
科
（
仏
法
）
体
制
か
ら
、
独
法
を
加
え
て
三
部
体
制
へ
と
拡
充
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
中
で
、
羅
馬
法
の
講
義
も
拡
充
さ
れ
て
い
っ
た
。
ヴ
ァ
イ
ペ
ル
ト
が
右
に
引
用
し
た
一
文
以
上
に
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
講
義
を

行
っ
た
か
は
明
ら
か
に
で
き
な
い
が
、
以
下
に
見
る
穂
積
陳
重
『
羅
馬
法
講
義
』
は
、
ま
さ
に
そ
の
時
期
の
記
録
と
し
て
も
貴
重
な
意
味

を
も
つ
。

一
八
八
八
（
明
治
二
一
）
年
に
ド
イ
ツ
留
学
か
ら
帰
国
し
た
宮
崎
道
三
郎
に
よ
っ
て
、
一
八
八
九
（
明
治
二
二
）
年
以
後
、
羅
馬
法
、
法

制
沿
革
、
独
逸
法
制
史
が
順
次
講
じ
ら
れ
、
一
八
九
三
（
明
治
二
六
）
年
、
講
座
制
が
導
入
に
あ
た
っ
て
、
宮
崎
が
最
初
の
「
羅
馬
法
講

座
」
担
任
と
な
り
「
法
制
史
比
較
法
制
史
講
座
」
も
兼
担
し
た

（
30
）

。
日
本
大
学
総
合
学
術
情
報
セ
ン
タ
ー
に
、
謄
写
刷
の
宮
崎
道
三
郎

『
比
較
法
制
史
』
上
下
巻
が
残
さ
れ
て
い
る

（
31
）

。
上
巻
が
「
羅
馬
法
制
史
」、
下
巻
が
「
独
逸
法
制
史
」
に
あ
た
る
。
宮
崎
は
こ
の
比
較
法
制

史
の
講
義
を
長
く
続
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る

（
32
）

。
一
八
八
九
四
（
明
治
二
七
）
年
に
留
学
か
ら
帰
国
し
た
戸
水
寛
人
が
「
羅
馬
法
講
座
」
担

任
と
な
り
、
辞
職
す
る
四
〇
年
代
ま
で
「
羅
馬
法
」
を
講
じ
た
の
で
あ
る
が
、
宮
崎
の
「
羅
馬
法
制
史
」
と
戸
水
の
「
羅
馬
法
」
と
が
ど

の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
の
か
は
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。

二　

穂
積
陳
重
の
ロ
ー
マ
法
講
義

1
．
穂
積
陳
重
の
ロ
ー
マ
法
講
義
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
学
生
に
よ
る
講
述
筆
記
録
な
い
し
謄
写
本
が
残
っ
て
お
り
、
そ
の
内
容
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
本
に
よ
り
、
そ
の
内
容
を
概
観
す
る
こ
と
に
し
た
い

（
33
）

。
全
体
は
、
総
論
と
し

（
六
）



穂
積
陳
重
の
ロ
ー
マ
法
講
義
に
つ
い
て
（
吉
原
）

七

て
「
羅
馬
法
の
必
要
」
が
語
ら
れ
た
あ
と
、
第
一
編　

羅
馬
法
律
史
と
し
て
、
第
一
章
か
ら
第
五
章
ま
で
に
分
け
て
、
ロ
ー
マ
建
国
の
時

代
か
ら
、
近
代
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ロ
ー
マ
法
研
究
の
時
代
ま
で
が
概
観
さ
れ
る
。
そ
の
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

総
論　

羅
馬
法
の
必
要
﹇
1
﹈　

第
一　

立
法
上
の
必
要
﹇
2
﹈　

甲 

欧
米
現
行
法
の
淵
源
、
乙 

国
際
法
の
基
礎　

第
二　

法
学
上
の
必

要
﹇
7
﹈　

羅
馬
法
の
完
美
な
る
点 

用
語
厳
正 

編
纂
整
正 

原
則
に
富
む
こ
と

第
一
編　

羅
馬
法
律
史
﹇
8
﹈

第
一
章　

第
一
期　

羅
馬
建
国
よ
り
十
二
銅
表
の
時
に
至
る
、
即
ち
不
文
法
の
時
代
七
百
五
十
年
よ
り
四
百
五
十
年
に
至
る
﹇
10
﹈

十
二
銅
表　

第
一
表 

訴
訟
法
﹇
17
﹈　

第
二
表 

訴
訟
法
﹇
18
﹈　

第
三
表 

負
債
の
事
﹇
20
﹈　

第
四
表 

家
長
権
﹇
22
﹈　

第
五
表 

相
続
後

見
﹇
26
﹈　

第
六
表 

所
有
権
﹇
30
﹈　

第
七
表 

地
所
建
築
道
路
樹
木
に
関
す
﹇
39
﹈　

第
八
表 

私
犯
法
﹇
39
﹈　

第
九
表 

刑
法
﹇
52
﹈　

第

十
表 

宗
教
﹇
55
﹈　

第
十
一
表 

婚
姻
﹇
56
﹈　

第
十
二
表 

奴
隷
﹇
56
﹈

第
二
章　

第
二
期　

十
二
銅
表
制
定
よ
り
「
シ
セ
ロ
ー
」
の
時
代
に
至
る
、
成
文
法
の
時
代
紀
元
前
四
百
五
十
年
よ
り
紀
元
前
百
年
に

至
る
﹇
59
﹈

平
民
権
伸
張
を
助
け
た
る
法
典　

第
一　

L
ex C

anuleia　

紀
元
前
四
百
四
十
五
年
両
族
の
交
婚
を
許
す　

第
二　

L
ex V

aleriae et 

H
oratiae　

紀
元
前
四
百
四
十
四
年 

平
民
国
会
立
法
権
原
の
端
緒
を
開
く　

第
三　

L
ex P

ublilia　

紀
元
前
三
百
卅
九
年 

平
民
法
は

元
老
院
の
認
可
を
要
せ
ず　

第
四　

L
ex H

ortensia　

紀
元
前
三
百
卅
九
年 

平
民
法
は
国
民
全
部
を
支
配
す
。
此
時
羅
馬
に
法
行
は
る

﹇
62
﹈　

固
有
法jus civile　

俗
人
法
に
し
て
羅
馬
人
に
行
は
る　

普
通
法jus G

entium

　

族
隷
諸
国
就
中
伊
国
地
方
に
普
通
な
る
慣
習

を
云
う
、
普
通
法
を
有
形
の
自
然
法
と
見
倣
し
遂
に
固
有
法
を
圧
倒
せ
り

（
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
一
号
（
二
〇
一
八
年
六
月
）

八

第
二
期
行
は
れ
た
る
法
律
の
種
類
﹇
66
﹈　

第
一　

L
eges

法
公
法
に
属
す　

第
二　

P
lebiscita

平
民
法　

第
三　

S
enatus C

onsulta
元
老
院
令
主
と
し
て
公
法
に
関
す　

第
四　

P
raetoris E

dicta

プ
レ
ー
ト
ル
告
受
書　

第
五　

L
eges non scripta

不
文
法
又
は
慣
習

法
第
三
章　

第
三
期　

学
説
法
の
時
代
成
文
法
発
達
の
時
代　

紀
元
前
百
年
よ
り
紀
元
二
百
五
十
一
年
に
至
る
、
即
ち
シ
セ
ロ
よ
り
ア
レ

キ
サ
ン
ド
ル　

セ
ベ
ラ
ス
帝
に
至
ル
﹇
68
﹈

皇
帝
の
権
力
﹇
68
﹈　

第
一
権　

行
政
司
法
の
長
官　

第
二
権　

属
隷
諸
国
の
長
官　

第
三
権　

永
久
の
命
令
者　

第
四
権　

調
査
官
の

長　

第
五
権　

宗
教
の
長　

第
三
期
に
於
る
法
律
の
種
類
﹇
70
﹈　

第
一　

L
ex P

lebiscita　

第
二　

S
enatus C

onsulta

﹇
69
﹈　

第

三　

C
onstitutiones

帝
憲
の
種
類
﹇
70
﹈　

一　

E
dicta

勅
令　

二　

M
andata

勅
諭　

三　

D
ecreta

勅
裁　

四　

R
escripta

勅
答　

第
四　

E
dictum

プ
レ
ー
ト
ル
告
受
書
﹇
72
﹈　

第
五　

R
esponsa P

rudentium

法
律
家
の
学
説 

主
た
る
法
源
な
り
﹇
72
﹈　

羅
馬
に
於

る
法
律
五
大
家
﹇
73
﹈　P

apinianus, P
aulus, U

lpianus, G
aius, M

odestinus　

第
三
期
中
の
二
学
派
﹇
75
﹈　P

roculiani, S
abiniani　

ガ
イ
ヤ
ス
発
見
の
困
難
﹇
77
﹈

第
四
章　

第
四
期　

法
典
編
纂
の
時
代
紀
元
二
百
五
十
年
よ
り
紀
元
五
百
五
十
年
に
至
る
﹇
80
﹈

政
体
の
変
遷 

法
律
の
変
遷
﹇
80
﹈　

グ
レ
ゴ
リ
ヤ
ン
・
ヘ
ル
モ
ゲ
ニ
ア
ン
法
典
﹇
81
﹈　

セ
ヲ
ド
シ
ヤ
ス
法
典
﹇
82
﹈　

ジ
ャ
ス
チ
ニ
ア
ン

法
典
﹇
83
﹈　

第
一C

odex 

第
一
法
典　

第
二 C

odex R
epetitae P

raelectionis　

第
二
法
典　

第
三 D

igesta or P
andectae

会
典　

第
四 Institute

教
科
書　

第
五 N

ovellae C
onstitutiones

新
法　

C
orpus Juris C

ivilis

第
五
章　

ジ
ャ
ス
チ
ニ
ア
ン
帝
以
後
羅
馬
法
の
衰
亡
及
再
興　

第
一　

東
帝
国
に
於
る
羅
馬
法
の
運
命
﹇
88
﹈　B

asilica　

第
二　

西
帝
国
に
於
る
羅
馬
法
の
運
命
﹇
88
﹈　

帝
国
と
共
に
亡
ぶ　

第
三　

中
世
羅
馬
法
の
再
興
﹇
89
﹈　

イ
ル
ネ
リ
ヤ
ス
ボ
ロ
ナ
に
講
筵
を
開

（
八
）



穂
積
陳
重
の
ロ
ー
マ
法
講
義
に
つ
い
て
（
吉
原
）

九

く　

羅
馬
法
の
欧
州
に
起
こ
り
た
る
は
伊
国
之
を
近
世
に
傳
へ
た
る
は
仏
国
之
を
完
全
な
ら
し
め
た
る
は
独
逸
国
な
り　

第
四　

第
十
六

世
紀
の
仏
国
法
律
家　

ア
ル
シ
ャ
ス
﹇
ア
ル
チ
ャ
ー
ト
﹈ 

ブ
ル
ジ
ュ
に
講
筵
を
開
く
、
キ
ュ
ジ
ャ
ス
之
を
次
ぐ
﹇
90
﹈　

第
五　

イ
ス
パ

ニ
ヤ
及
ヲ
ラ
ン
ダ
に
於
る
羅
馬
法　

グ
ロ
シ
ャ
ス
、
ビ
ン
ケ
ル
シ
ョ
ッ
ク
﹇
93
﹈　

第
六　

英
国
に
於
る
羅
馬
法　

英
法
学
者
少
し
﹇
93
﹈　

第
七　

独
逸
国
に
於
る
羅
馬
法　

ガ
イ
ヤ
ス
の
イ
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
ト
、
セ
ヲ
ド
シ
ヤ
ス
法
典
ウ
ル
ピ
ヤ
ン
著
書
を
発
見
せ
る
は
「
皆
独

逸
」
也
﹇
95
﹈　

羅
馬
法
律
歴
史
終
り
﹇
96
﹈

2
．
ま
ず
、
総
論
と
し
て
、「
羅
馬
法
の
必
要
」
に
つ
い
て
語
ら
れ
る

（
34
）

。
第
一
に
、
立
法
上
の
必
要
と
し
て
、
甲　

欧
米
現
行
法
の
淵
源

（
35
）

、

乙　

国
際
法
の
基
礎
が
論
じ
ら
れ

（
36
）

、
つ
い
で
、
法
学
上
の
必
要

（
37
）

と
し
て
、
ロ
ー
マ
法
の
「
完
美
な
る
点
」
と
し
て
、
用
語
が
厳
格
で
あ

り
、
編
纂
布
置
が
よ
く
整
い
、
原
則
に
富
む
こ
と

（
38
）

が
指
摘
さ
れ
る
。
穂
積
は
、
留
学
か
ら
帰
国
し
て
以
後
、
お
り
に
ふ
れ
て
ロ
ー
マ
法
研

究
の
重
要
性
を
説
い
て
い
た
。
穂
積
に
よ
る
ロ
ー
マ
法
講
義
の
時
代
の
終
わ
り
頃
、
一
八
八
九
（
明
治
二
二
）
年
三
月
に
は
、「
羅
馬
法
を

研
究
す
る
必
要
」
と
題
す
る
論
文
を
『
日
本
之
法
律
』
に
発
表
し
て
い
る
。
そ
の
論
旨
と
構
成
は
、
講
義
冒
頭
で
語
ら
れ
て
い
る
「
羅
馬

法
の
必
要
」
と
基
本
的
に
一
致
す
る
。「
羅
馬
法
は
如
斯
其
勢
力
大
な
る
を
以
て
、
余
は
此
羅
馬
法
を
講
ず
る
に
当
り
、
現
今
欧
洲
諸
国

の
法
律
の
淵
源
を
探
り
、
且
羅
馬
法
を
し
て
法
理
学
を
研
究
す
る
の
材
料
た
ら
し
め
ん
と
す

（
39
）

。」
そ
の
用
語
は
厳
正
で
編
纂
布
置
も
よ
く

整
い
、
原
則
に
富
ん
で
い
る
が
、
実
用
に
は
ず
れ
ず
、
分
析
法
理
学
に
と
っ
て
は
貴
重
な
材
料
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
そ
の
論
旨
を

も
う
少
し
敷
衍
す
る
と
、
ロ
ー
マ
法
は
近
世
文
明
諸
国
法
律
の
基
礎
で
あ
り
、
一
旦
こ
れ
を
学
べ
ば
容
易
に
諸
国
の
法
を
学
ぶ
こ
と
が
で

き
る
。
ロ
ー
マ
法
を
基
礎
と
し
て
諸
国
の
法
律
を
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
ロ
ー
マ
法
は
比
較
法
学
の
貴
重
な
材
料
で
あ
る
。

ロ
ー
マ
法
は
そ
の
発
生
か
ら
発
達
に
至
る
ま
で
「
一
大
期
」
が
あ
る
の
で
、
歴
史
法
学
研
究
に
は
無
類
の
材
料
と
な
る
。
ロ
ー
マ
法
は
国

（
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
一
号
（
二
〇
一
八
年
六
月
）

一
〇

際
法
の
材
料
と
も
な
っ
て
お
り
、
国
際
法
を
学
ぶ
者
に
も
貴
重
な
参
考
と
な
る
。
以
上
の
よ
う
な
こ
と
が
、
ロ
ー
マ
法
の
必
要
が
説
か
れ

る
所
以
で
あ
る
。

以
上
の
「
羅
馬
法
の
必
要
」
は
、
二
回
に
わ
た
っ
て
講
じ
ら
れ
た
。
三
回
目
以
後
、
ロ
ー
マ
法
律
史
が
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ

れ
は
一
二
月
六
日
の
二
五
回
目
ま
で
続
き
、
第
一
学
期
は
こ
こ
で
終
了
す
る
。

3
．
第
一
編　

羅
馬
法
律
史
と
し
て
、
四
つ
の
時
代
、
即
ち
、　

第
一
期　

不
文
法
の
時
代
、
第
二
期　

成
文
法
の
時
代
、
第
三
期　

学

説
法
の
時
代　

成
文
法
発
達
の
時
代
、
第
四
期　

法
典
編
纂
の
時
代
に
分
け
て
、
国
初
よ
り
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
の
時
代
ま
で
が
、
そ

の
あ
と
に
ユ
帝
以
後
の
近
代
に
至
る
ま
で
が
概
観
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
ロ
ー
マ
法
律
史
の
時
代
区
分
は
標
準
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
が
、
そ
の
モ
デ
ル
の
例
と
し
て
、
マ
ッ
ケ
ル
ダ
イ
（F

erdinand M
ackeldey, 1784-1834

）
の
教
科
書

（
40
）

を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
先

に
挙
げ
た
渡
邉
安
積
の
『
羅
馬
法　

全
』
の
序
に
も
そ
の
名
前
が
最
初
に
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
穂
積
陳
重
を
通
じ
て
マ
ッ
ケ
ル
ダ
イ
の
教

科
書
を
知
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
マ
ッ
ケ
ル
ダ
イ
は
、
一
九
世
紀
前
半
の
ド
イ
ツ
法
学
を
代
表
す
る
ロ
ー
マ
法
学
者
の

一
人
で
あ
り
、
創
設
さ
れ
た
ば
か
り
の
ボ
ン
大
学
の
ロ
ー
マ
法
教
授
を
務
め
た
。
マ
ッ
ケ
ル
ダ
イ
の
『
ロ
ー
マ
法
教
科
書
』
は
、
多
く
の

版
を
重
ね
た
作
品
で
あ
り
、
大
著
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
種
類
の
英
語
翻
訳

（
41
）

が
あ
る
ほ
ど
、
当
時
の
英
米
の
法
学
に
大
き
な
影
響

を
与
え
て
い
た
。
マ
ッ
ケ
ル
ダ
イ
の
教
科
書
は
、
一
八
四
五
年
に
原
著
一
二
版
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
、C

om
pendium

 of M
odern 

C
ivil L

aw

の
名
前
で
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。『
羅
馬
法
講
義
』
の
時
代
区
分
に
登
場
す
る
「
羅
馬
建
国
よ
り
十
二
銅
表
の
時
に
至
る
」「
シ

セ
ロ
よ
り
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル　

セ
ベ
ラ
ス
に
至
る
」
と
い
っ
た
表
現
、
四
つ
の
時
代
、
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
以
後
の
時
代
と
、
ロ
ー
マ
法

の
ド
イ
ツ
へ
の
継
受
の
扱
い
な
ど
、
構
成
と
し
て
マ
ッ
ケ
ル
ダ
イ
の
著
書
の
そ
れ
と
類
似
し
て
い
る
。
先
の
渡
邉
の
『
羅
馬
法　

全
』
も

（
一
〇
）



穂
積
陳
重
の
ロ
ー
マ
法
講
義
に
つ
い
て
（
吉
原
）

一
一

簡
略
化
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
構
成
は
近
い
。
も
ち
ろ
ん
穂
積
陳
重
の
講
義
自
体
は
、
確
か
に
外
形
的
な
類
似
性
は
指
摘
で
き
て
も
、
内

容
は
独
自
の
ア
レ
ン
ジ
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
例
え
ば
ロ
ー
マ
法
と
イ
ギ
リ
ス
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
言
及
な

ど
、
随
所
に
工
夫
が
施
さ
れ
て
い
る
。

4
．『
羅
馬
法
講
義
』
の
中
で
、
と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
第
一
期
の
「
十
二
銅
表
」
に
大
き
な
比
重
が
置
か
れ
、
第
五
回
か
ら
第

一
六
回
ま
で
の
一
二
回
に
わ
た
っ
て
講
じ
ら
れ
て
お
り
、
分
量
的
に
は
法
律
史
全
体
の
お
よ
そ
半
分
を
占
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る

（
42
）

。
先
の

マ
ッ
ケ
ル
ダ
イ
の
教
科
書
で
は
一
二
表
法
へ
の
言
及
が
一
頁
余
り
に
と
ど
ま
る
の
と
、
き
わ
め
て
対
照
的
で
あ
る
。
一
二
表
法
を
講
じ
る

に
あ
た
り
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
予
の
之
れ
よ
り
述
べ
ん
と
す
る
も
の
は
此
独
逸
学
者

（
43
）

の
集
め
た
る
十
二
銅
表
の
法
文
に
基
き
、
沿
革

法
理
学
の
原
則
を
解
く
可
し
。
而
し
て
予
は
前
述
の
如
く
古
き
コ
ト
を
む
や
み
に
解
釈
的
好
古
物
的
に
論
ず
る
も
の
に
は
あ
ら
ざ
る
な

り
」
と
し
て
、
そ
の
条
文
が
後
世
の
法
の
進
歩
の
原
点
と
み
な
す
姿
勢
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
二
表
法
の
法
文
に
基
づ
い
て
、

「
沿
革
法
理
学
」
の
原
則
を
具
体
的
に
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

5
．
一
二
表
法
の
第
一
表
、
第
二
表
は
訴
訟
手
続
を
規
定
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。『
羅
馬
法
講
義
』
で
は
一
二
表
法
と
い
う
古
代
の

法
典
が
な
ぜ
訴
訟
法
の
規
定
が
最
初
に
置
か
れ
た
の
か
と
い
う
問
い
か
け
か
ら
始
ま
る
﹇
一
七
│
一
九
丁
﹈。「
法
律
の
語
に
も
此
に
権
利

く
れ
ば
此
に
必
に
救
済
あ
り
と
の
語
も
あ
る
位
に
て
、
先
づ
権
利
な
る
も
の
あ
り
て
而
し
て
之
を
犯
す
ト
キ
は
初
め
て
訴
訟
起
る
が
之
れ

通
常
の
順
序
」
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
ベ
ン
サ
ム
が
法
律
を
主
法substantive law

と
助
法adjective law

の
二
つ
に
分
け
、
前
者
は

「
権
利
義
務
」
を
、
後
者
は
「
制
済
及
び
手
続
等
」
を
定
め
た
よ
う
に
、「
主
法
定
ま
り
て
而
し
て
後
助
法
之
に
次
ぐ
」
と
い
う
の
が
、
通

（
一
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
一
号
（
二
〇
一
八
年
六
月
）

一
二

常
の
順
序
で
あ
る
。
し
か
し
諸
国
の
法
律
の
歴
史
を
紐
解
く
と
そ
の
順
序
は
逆
で
あ
り
、「
制
済
救
済
法
先
づ
起
り
而
し
て
後
権
利
義
務

を
確
定
す
る
の
法
定
ま
る
」
と
さ
れ
る
。
古
代
イ
ン
ド
の
マ
ヌ
法
典
、
ナ
ラ
ダ
の
法
典
も
そ
の
よ
う
な
順
序
に
な
っ
て
お
り
、
ま
ず
、
訴

訟
、
治
罪
の
手
続
が
掲
げ
ら
れ
、
そ
の
後
に
婚
姻
相
続
財
産
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
法
典
の
編
纂
法
は
理
論
に
よ
り
て
之
を

定
め
た
る
も
の
に
あ
ら
ず
し
て
自
然
発
達
の
順
序
に
従
ひ
し
も
の
な
り
。
此
の
如
く
助
法
先
づ
発
達
し
而
し
て
後
主
法
の
発
達
す
る
も
の

な
り
。」
と
さ
れ
る
。
古
代
に
あ
っ
て
は
法
典
編
纂
が
な
さ
れ
ず
、
あ
っ
て
も
簡
単
な
も
の
に
留
ま
っ
た
の
で
、「
一
度
人
民
の
間
に
訴
訟

の
起
り
し
ト
キ
は
法
官
に
於
て
は
自
ら
正
し
き
理
な
り
と
信
ず
る
コ
ト
を
以
て
之
を
判
決
す
る
」
こ
と
が
行
わ
れ
、
そ
の
集
積
か
ら
し
だ

い
に
「
権
利
義
務
」
を
観
念
す
る
よ
う
に
な
る
の
が
、「
自
然
発
達
の
順
序
」
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、「
羅
馬
十
二
銅
表
の
第
一
表
第
二
表

に
於
て
訴
訟
手
続
の
事
を
定
め
た
る
も
之
に
皆
法
律
の
自
然
発
達
の
順
序
に
従
」
っ
た
も
の
で
あ
り
、「
右
述
べ
た
る
コ
ト
は
甚
だ
大
切

な
る
コ
ト
な
れ
ば
善
く
注
意
す
べ
し
。」
と
、
法
の
発
達
の
順
序
を
強
調
す
る

（
44
）

。
第
一
表
、
第
二
表
の
た
ん
な
る
解
説
で
は
な
く
、
法
体

系
の
歴
史
の
中
で
、
一
二
表
法
が
い
か
な
る
位
置
を
占
め
る
か
と
い
う
よ
り
広
い
視
点
に
立
っ
て
、「
沿
革
法
理
」
の
考
え
方
に
基
づ
く

分
析
が
な
さ
れ
て
い
る

（
45
）

。

6
．
次
に
『
羅
馬
法
講
義
』
第
二
編
「
正
編
」
の
構
成
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

第
二
編

羅
馬
法
正
編　

総
論　

第
一
章　

法
学
﹇
97
﹈
第
二
章　

公
義
﹇
101
﹈　

第
三
章　

法
律
﹇
102
﹈　

第
四
章　

法
律
の
種
類jus

﹇
111
﹈ 

第
一　

公
法
及
私
法
﹇
112
﹈　

第
二　

自
然
法　

普
通
法　

国
法　

第
三　

成
文
法
及
不
文
法　

不
文
法
の
起
源　

第
四　

人
事
法　

物

件
法　

訴
訟
法　

第
五
章　

法
律
の
淵
源　

（
一
二
）



穂
積
陳
重
の
ロ
ー
マ
法
講
義
に
つ
い
て
（
吉
原
）

一
三

羅
馬
法
正
編　

第
一
巻　

人
事
法　

第
一
章　

古
代
法
律
に
於
る
人
事
法
の
位
地
﹇
125
﹈　

第
二
章　

人
﹇
129
﹈ 

第
三
章　

身
分
﹇
130
﹈ 

第
一
節　

自
由
に
関
す
る
身
分
﹇
131
﹈ 

甲　

純
粋
自
由
人　

乙　

解
放
自
由
人　

第
一　

俘
虜　

第
二　

生
産　

第
三　

刑
罰　

解
放
式　

第
一　

民
籍
登
記　

第
二　

偽
訴　

第
三　

遺
嘱　

解
放
の
制
限　

第
一　

制
限　

甲　

債
主
権
利
保
護　

乙　

年
齢
に
関
す
る
制
限　

丙　

人
員
に
関
す
る
制
限　

恩
主
と
被
解
放
人
と
の
関
係　

近
代
の
奴
隷
制
度　

第
二
節　

民
籍
に
関
す
る
身
分　

国
民
と
外
国
人　

第

一　

出
産　

第
二　

解
放　

第
三　

法
令
若
く
は
勅
許　

第
四　

民
権
喪
失
の
方
法　

第
三
節　

族
制
上
の
身
分　

自
権
者　

他
権
者　

家
長
権　

夫
権　

主
人
権　
﹇
149
﹈

第
四
章　

結
婚
法　

第
一　

婚
姻
の
性
質
﹇
149
﹈　

第
二　

婚
姻
の
種
類
﹇
151
﹈　

第
三　

羅
馬
結
婚
の
法
式
﹇
156
﹈　

第
四
結
婚
の
約

束
﹇
157
﹈　

第
五　

結
婚
の
資
格
（
独
居
蓄
妾
の
制
）﹇
158
﹈　

第
六　

結
婚
の
効
﹇
163
﹈　

第
七　

離
婚
﹇
165
﹈　

第
五
章　

家
長
権P

atria 

P
otestas

﹇
168
﹈　

家
長
権
を
得
る
三
源
因　

第
一　

出
産　

第
二　

認
正　

第
三　

養
子　

家
長
権
解
除
﹇
176
﹈　

第
六
章　

後
見

﹇
178
﹈羅

馬
法
正
編　

第
二
巻　

物
件
法　

第
一
章　

古
代
に
於
る
物
件
法
の
位
地
﹇
184
﹈
第
二
章　

物
及
物
の
分
類
﹇
185
﹈　

第
三
章　

所

有
権　

占
有　

使
用　

収
実　

消
滅　
﹇
189
﹈　

第
四
章　

占
有P

ossessio

﹇
190
﹈
第
一　

定
義
﹇
190
﹈　

第
二　

占
有
の
保
護
﹇
192
﹈　

意
思
自
由
保
護
の
説　

人
身
平
等
の
権
の
保
護
す
る
の
説　

財
産
保
護
の
説　

第
三　

占
有
の
効
果
﹇
193
﹈　

第
五
章　

地
役
権
﹇
197
﹈　

地
役
の
性
質
﹇
200
﹈　

領
有
権
﹇
204
﹈　

表
面
権
﹇
205
﹈　

質
権
﹇
205
﹈　

所
有
権
獲
得
事
実　

甲　

特
産
獲
得
事
実　

一　

専
有　

二　

附

増　

三　

引
渡　

四　

時
効　

五　

贈
与　

乙　

全
産
獲
得
法
﹇
206
﹈　

一　

遺
言　

相
続　

二
無
遺
言
相
続　

三　

戸
主
収
養　

四　

才
判
の
宣
告　

五　

身
代
限　

六　

元
老
院
令
の
没
収
﹇
211
﹈

（
一
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
一
号
（
二
〇
一
八
年
六
月
）

一
四

7
．
後
半
の
「
正
編
」
の
講
義
は
、
翌
年
明
治
二
一
年
一
月
九
日
か
ら
始
ま
り
、
総
論
と
し
て　

第
一
章　

法
学　

第
二
章　

公
義
﹇
正

義
の
意
﹈　

第
三
章　

法
律　

第
四
章　

法
律jus

の
種
類　

第
一　

公
法
及
私
法　

第
二　

自
然
法
普
通
法
国
法　

第
三　

成
文
法
及

不
文
法
、
不
文
法
の
起
源　

第
四　

人
事
法
物
件
法
訴
訟
法　

第
五
章　

法
律
の
淵
源
と
し
て
、
ロ
ー
マ
法
の
法
、
正
義
の
言
葉
の
意
味

と
理
念
を
説
明
し
、
法
の
分
類
、
法
源
論
が
、
第
二
学
期
九
回
目
講
義
の
途
中
ま
で
講
じ
ら
れ
る
。
一
月
二
四
日
は
八
回
目
と
九
回
目
の

講
義
が
同
日
に
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
、
そ
の
後
半
か
ら
、
正
編
と
し
て
、
人
事
法
（
婚
姻
と
家
長
権
）
の
講
義
が
始
ま
る
。
し
か
し
、

実
際
一
月
中
の
講
義
は
こ
こ
ま
で
で
、
次
回
は
二
月
九
日
に
行
わ
れ
る
が
、
二
月
は
結
局
こ
の
一
回
だ
け
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
人
事

法
が
再
開
さ
れ
る
の
は
一
月
後
の
三
月
一
五
日
に
な
り
、
三
月
も
確
認
で
き
る
の
は
あ
と
一
九
日
と
二
〇
日
の
三
回
の
み
で
終
わ
り
、
春

期
休
業
を
挟
ん
で
第
三
学
期
の
四
月
は
週
一
回
の
ペ
ー
ス
で
三
回
、
五
月
は
ほ
ぼ
週
二
回
の
ペ
ー
ス
で
、
一
五
日
ま
で
、
合
計
で
人
事
法

は
一
二
回
と
半
分
ほ
ど
が
割
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
最
後
の
物
件
法
（
所
有
権
、
地
役
権
な
ど
）
は
、
五
月
一
八
日
か
ら
六
月
五
日
ま
で
五
回

の
み
日
付
が
確
認
で
き
る
に
と
ど
ま
る
。
分
量
的
に
は
、
概
算
で
あ
る
が
、
十
二
表
法
に
関
す
る
講
義
が
ノ
ー
ト
で
四
〇
葉
ほ
ど
で
あ
る

の
に
対
し
て
、
正
編
の
総
論
が
二
八
葉
、
人
事
法
が
五
九
葉
、
物
件
法
が
二
七
葉
と
い
う
割
合
に
な
っ
て
い
る
。

8
．
正
編
の
総
論
は
、「
法
学
」
を
め
ぐ
る
概
念
史
的
な
考
察
に
先
立
ち
、
ま
ず
法
律
進
化
論
的
な
考
え
方
が
示
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、

「
社
会
の
幼
稚
」
な
る
時
代
か
ら
、
社
会
の
組
織
が
複
雑
に
な
り
、
法
律
も
次
第
に
万
巻
を
な
す
よ
う
な
っ
た
と
き
に
、
通
常
人
と
区
別

さ
れ
る
法
律
家
が
登
場
す
る
と
い
う
図
式
が
登
場
す
る
が
、
こ
の
あ
た
り
は
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
歴
史
法
学
が
提
示
し
た
モ
デ
ル
に
依
拠
し

て
い
る

（
46
）

。

「
抑
も
法
律
は
進
化
の
規
則
に
従
ひ
簡
単
よ
り
複
雑
に
進
む
も
の
な
り
。
／
社
会
の
幼
稚
な
り
﹇
し
﹈
ト
キ
は
其
組
織
も
簡
単
な
る
が
故

（
一
四
）
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一
五

に
其
法
律
も
亦
簡
単
な
り
。
十
二
銅
表
、
三
章
の
法
の
如
し
。
／
然
れ
ト
モ
社
会
の
組
織
段
々
複
雑
な
る
に
従
ひ
法
律
も
段
々
萬
巻
と
な

る
な
り
。
／
故
に
例
ひ
其
法
律
の
正
条
を
読
み
得
る
も
の
と
雖
ト
モ
其
真
意
を
了
解
す
る
能
﹇
九
七
丁
裏
﹈
は
ざ
る
に
至
る
な
り
。
此
に

於
て
か
常
通
人
民
と
特
別
な
る
法
律
家
と
の
区
別
を
生
ず
る
な
り
。
之
れ
イ
エ
リ
ン
グ
…
に
在
り
。
而
し
て
之
れ
則
ち
法
律
の
智
識
を
以

て
一
種
特
別
な
る
研
究
物
な
り
と
す
る
の
初
め
な
り
。
／
其
後
社
会
益
々
進
み
人
事
繁
忙
に
赴
く
に
従
ひ
分
業
協
力
の
道
段
々
開
け
行
は

れ
遂
に
法
律
の
智
識
及
び
其
の
法
律
の
取
扱
ひ
は
一
種
の
専
門
家
に
委
す
る
に
至
れ
り
。
殆
も
百
ヶ
条
を
読
む
ト
キ
は
分
明
な
る
も
今
日

の
刑
法
は
只
読
む
の
み
に
て
は
分
明
な
ら
ざ
る
が
如
し
。」

法
律
学
の
起
源
は
ギ
リ
シ
ャ
に
あ
る
が
、
し
か
し
ギ
リ
シ
ャ
人
は
法
律
家
と
い
う
よ
り
も
哲
学
者
と
呼
ば
れ
る
べ
き
も
の
で
、
そ
の
研

究
は
「
想
像
的
」（abstract

）
な
も
の
で
あ
り
、「
実
形
的
」（concrete

）
な
研
究
方
法
が
登
場
す
る
に
は
ロ
ー
マ
を
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
ロ
ー
マ
法
は
英
国
に
伝
播
し
、「
実
用
的
」
な
も
の
と
な
っ
た
さ
れ
る
。
講
義
の
基
調
が
英
国
法
へ
の
評
価
と

深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
こ
こ
に
も
確
認
で
き
る
﹇
九
七
│
九
八
丁
﹈。

「
ギ
リ
シ
ャ
時
代
の
哲
学
者
（
未
だ
法
律
家
と
称
す
可
か
ら
ず
）
は
主
と
し
て
正
義Justice

は
如
何
な
る
も
の
な
る
や
、
人
と
人
と
の
法

律
上
の
関
係
は
如
何
な
る
基
礎
に
基
く
可
き
も
の
な
る
や
等
の
如
き
問
題
を
研
究
せ
り
。
然
る
に
羅
馬
の
時
代
に
至
り
て
は
ギ
リ
シ
ャ
の

想
像
的
（abstract

）
の
研
究
追
々
変
じ
て
実
形
的
（concrete
）
の
研
究
と
な
れ
り
。
即
ち
実
際
其
国
に
行
れ
た
る
法
律
を
研
究
了
解
す

る
の
主
義
、
原
則
は
如
何
な
る
も
の
な
る
や
を
研
究
す
る
に
至
れ
り
。
之
れ
羅
馬
人
民
の
実
用
を
尊
ぶ
の
思
想
に
冨
み
た
り
し
を
以
て
想

像
的
を
実
形
論
と
せ
し
な
り
。
而
し
て
羅
馬
法
英
国
に
渡
り
て
又
実
用
的
の
も
の
と
な
り
た
り
し
な
り
。」﹇
九
八
丁
﹈

こ
こ
で
も
ロ
ー
マ
法
と
英
国
法
と
の
関
係
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
後
述
す
る
こ
と
し
た
い
。

（
一
五
）
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9
．
以
上
の
よ
う
な
全
般
的
な
考
察
を
経
て
、
第
一
章
と
し
て
法
学Jurisprudentia

の
論
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
以
下
正
編
は
「
主

と
し
て
ジ
ヤ
ス
チ
ニ
ヤ
ン
の
イ
ン
ス
チ
チ
ュ
ー
ト
に
根
拠
を
取
れ
り
と
知
る
べ
し
。」
と
筆
記
者
が
記
す
よ
う
に
、
題
材
は
ユ
帝
『
法
学

提
要
』
に
沿
っ
て
講
じ
ら
れ
て
い
く
。
ま
ず
冒
頭
の
箇
所
を
こ
こ
で
検
討
し
た
い
。﹇
九
八
丁
以
下
﹈
そ
こ
で
は
、
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
に
よ

る
法
学jurisprudentia

の
定
義
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
の
釈
義
と
い
う
か
た
ち
で
講
義
が
展
開
さ
れ
る
。

「
ジ
ヤ
ス
チ
ニ
ヤ
ン　

イ
ン
ス
チ
チ
ュ
ー
ト
第
一
巻
第
一
章
第
一
節
（
…
）
に
於
て
ウ
ル
ピ
ヤ
ン
氏
の
法
律
学
の
定
義
を
載
せ
た
り
。
曰

く
法
学Jurisprudence
は
神
事
人
事
の
規
則
に
し
て
正
及
び
不
正
の
科
学
な
り
。（
又
は
学
問
な
り
。）
之
れ
実
に
有
名
な
る
定
義
な
り
。

／
右
の
定
義
を
見
て
近
世
の
法
律
家
は
頗
る
宗
教
法
律
を
混
同
せ
る
考
な
り
と
非
常
に
攻
撃
せ
る
人
あ
り
。
ヲ
ー
ス
チ
ン
氏
の
如
き
は
尤

も
甚
し
き
人
の
一
人
な
り
。
然
れ
ト
モ
之
れ
近
世
法
律
の
考
を
以
て
古
代
を
判
断
せ
る
実
に
浅
は
か
な
る
論
に
し
て
、
能
く
進
化
の
原
義

に
よ
り
法
律
学
を
研
究
す
る
ト
キ
は
羅
馬
の
時
代
に
於
て
斯
の
如
き
定
義
の
あ
り
し
は
決
し
て
怪
む
に
足
ら
ざ
る
な
り
。（
之
を
以
て
見
る

も
法
律
学
者
と
は
実
に
歴
史
上
の
研
究
の
足
ら
ざ
る
を
知
る
べ
き
也
。）
抑
も
法
律
の
最
大
原
則
は
万
世
不
易
の
も
の
な
れ
ト
モ
社
会
に
顕
は
る

る
現
象
は
時
と
共
に
進
化
す
る
も
の
な
り
。
左
れ
ば
現
今
の
法
律
の
有
様
に
適
せ
ざ
る
を
以
て
古
代
の
定
義
学
説
等
を
迫
撃
す
る
は
酷
に

過
ぐ
る
と
云
ふ
可
し
。
／
法
律
も
他
の
一
切
の
万
物
と
同
じ
く
進
化
の
大
則
に
支
配
さ
る
る
も
の
に
し
て
段
々
進
歩
す
る
に
従
ひ
分
化

diff erentiate

す
る
も
の
な
り
。
初
め
は
動
物
も
同
じ
も
の
な
り
し
が
遂
に
猿
と
か
犬
と
か
に
分
化
せ
し
な
り
。」﹇
九
八
│
九
九
丁
﹈

こ
こ
で
は
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
の
定
義
に
つ
い
て
、
ま
ず
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
に
よ
る
宗
教
と
法
律
の
混
同
と
い
う
解
釈
が
法
律
進
化
論
の
立
場

か
ら
批
判
さ
れ
る
。
近
世
の
法
律
の
考
え
方
を
も
っ
て
古
代
の
こ
と
を
判
断
し
て
は
な
ら
な
い
。
進
化
の
原
義
に
基
づ
い
て
法
律
学
を
研

究
す
る
に
は
そ
の
時
代
に
即
し
て
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
法
律
も
他
の
一
切
の
万
物
と
同
じ
く
進
化
の
大
則
に
支
配
さ
る
る
も

の
に
し
て
段
々
進
歩
す
る
に
従
ひ
分
化diff enretiate

す
る
も
の
」
だ
か
ら
で
あ
る
。

（
一
六
）
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吉
原
）

一
七

古
代
に
お
け
る
宗
教
と
法
律
の
未
分
化
と
い
う
主
題
は
、
メ
イ
ン
『
古
代
法
』
で
も
随
所
に
登
場
す
る
ヌ
マ
、
リ
ュ
ク
ル
ゴ
ス
、
マ
ヌ

の
法
典
、
モ
ー
セ
律
法
に
よ
っ
て
も
例
証
さ
れ
る
。
ま
た
古
代
の
法
律
は
、
祖
先
祭
祀
の
制
度
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
家
長
制
、

婚
姻
制
な
ど
も
す
べ
て
祖
先
の
祭
祀
を
絶
や
さ
な
い
た
め
に
設
け
ら
れ
た
の
で
、
ロ
ー
マ
の
公
法
私
法
も
祖
先
祭
祀
に
由
来
す
る
と
い
う

考
え
方
を
採
っ
て
い
る
。
法
と
宗
教
、
さ
ら
に
は
祖
先
祭
祀
と
の
関
わ
り
も
重
要
な
指
摘
で
あ
る

（
47
）

。

グ
リ
ュ
ッ
ク

（
48
）

に
よ
る
注
釈
に
も
触
れ
、「
神
事
」
が
宗
教
を
、「
人
事
」
が
通
常
の
法
律
を
指
す
と
い
う
注
釈
は
た
し
か
に
そ
う
で
は
あ

る
が
、
自
分
と
し
て
は
、
法
律
の
起
源
の
あ
り
方
を
示
す
論
拠
と
し
て
重
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ポ
ロ
ッ
ク
は
、
後
段
の
正
と
不
正
を

見
分
け
る
学
問
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
前
段
も
神
事
と
人
事
を
区
別
す
る
学
問
の
意
で
あ
る
と
い
う
新
し
い
解
釈
を
提
示
し
て
い
る
が
、
こ

れ
は
牽
強
付
会
と
い
う
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
一
笑
に
付
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
の
批
判
を
展
開
す
る
。
こ
の
よ
う
に
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス

文
の
解
釈
に
つ
い
て
、
サ
ン
ダ
ー
ス
に
よ
る
ユ
帝
『
法
学
提
要
』
の
羅
英
対
訳
本
の
解
説
を
踏
ま
え
つ
つ
、
歴
史
法
学
登
場
以
前
の
ド
イ

ツ
普
通
法
学
の
成
果
で
も
あ
る
グ
リ
ュ
ッ
ク
注
釈
に
言
及
し
つ
つ
、
ポ
ロ
ッ
ク
に
よ
る
最
新
の
解
釈
に
も
目
配
り
を
し
、
自
ら
の
解
釈
を

展
開
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
学
問
的
方
法
論
の
一
端
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
法
律
学
が
「
正
と
不
正
の
科
学
」
で
あ
る
と
さ
れ

る
こ
と
か
ら
、
法
律
学
が
正
義
論
に
関
わ
り
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
、
中
世
に
お
い
て
権
利
論
へ
と
、
そ
の
学
問
は
進
歩
し
た
と
い
う
図
式

が
示
さ
れ
る
。
英
語
のjurisprudence

が
ラ
テ
ン
語
のjus
の
属
格
形
と
「
知
識
又
は
熟
練
」
を
意
味
す
るprudentia

か
ら
な
る
が
、

こ
れ
が
法
律
学
を
意
味
す
る
と
と
も
に
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
裁
判
例
を
意
味
す
る
よ
う
に
、
言
葉
の
意
味
が
時
代
と
場
所

と
と
も
に
変
化
し
て
も
、
そ
の
根
本
は
同
じ
あ
る
と
い
っ
た
考
え
方
が
提
示
さ
れ
て
い
る

（
49
）

。

こ
れ
に
続
く
、
第
二
章
で
は
、「
ジ
ャ
ス
チ
ス
」
が
講
じ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
は
「
公
義
」
と
い
う
訳
語
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず

ユ
帝
『
法
学
提
要
』
の
原
文
が
サ
ン
ダ
ー
ス
の
英
語
訳
と
対
照
さ
れ
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。

（
一
七
）
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一
八

「Justitia est constans et perpetua voluntas ius suum
 cuique tribuens. 

Justice is constant and perpetual w
ish to render every one his due.

即
ち
公
義
と
は
各
人
を
し
て
其
分
を
得
せ
し
め
ん
と
す
る
恒
久
の
意
思
な
り
。」

こ
の
定
義
は
、「
心
の
有
様
を
評
せ
る
も
の
」
で
あ
り
、「
法
律
又
は
道
理
上
に
於
て
常
に
他
人
に
対
し
て
為
す
べ
き
の
所
為
為
す
べ
か

ら
ざ
る
の
所
為
を
常
に
久
し
く
守
ら
ん
と
す
る
の
心
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
以
上
は
、
そ
う
し
た
心
を
「
虚
形
的
」
に
見
た
場
合
で
あ
り
、

こ
れ
は
「
実
形
的
」
に
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。「
法
律
又
は
道
徳
上
よ
り
他
人
に
対
し
て
適
当
に
行
ふ
べ
き
コ
ト
を
実
行
す
る
」
こ
と
、

さ
ら
に
狭
義
に
解
し
て
、「
法
律
上
の
み
に
て
各
人
に
対
し
て
其
分
を
得
せ
し
む
る
」
こ
と
も
「
ジ
ャ
ス
チ
ス
」
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

そ
の
用
法
は
益
々
「
実
形
的
」
に
な
り
後
に
は
裁
判
が
「
ジ
ャ
ス
チ
ス
」、
裁
判
所
がC

ourt of Justice

、
英
国
の
上
等
裁
判
所
の
裁
判

官
が
「
ジ
ャ
ス
チ
ス
」
と
呼
ば
れ
る
所
以
が
説
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
ジ
ャ
ス
チ
ス
」
こ
そ
が
ま
さ
に
「
古
代
法
律
学
の
基
礎
」

で
あ
る
と
さ
れ
る
。

古
代
学
者
の
説
に
よ
れ
ば
、「
ジ
ャ
ス
チ
ス
」
は
「
公
平
及
び
正
直
」「
法
律
の
徳
義
上
尤
も
尊
ぶ
べ
き
観
念
」
と
さ
れ
た
が
、
近
世
に

至
っ
て
、
観
念
の
変
遷
が
あ
り
、「
ジ
ャ
ス
チ
ス
に
あ
ら
ざ
る
も
の
」
を
法
律
の
基
礎
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
例
と

し
て
、
ベ
ン
サ
ム
の
最
大
幸
福
の
考
え
方
や
ミ
ル
の
「
実
利
主
義
の
哲
学
」
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
近
世
に
至
っ
て
法
律
の
基
礎
は

「
ジ
ャ
ス
チ
ス
」
で
は
な
く
、「
実
利
な
り
」
す
る
学
派
が
登
場
し
た
の
で
あ
る
が
、「
今
後
学
問
の
進
む
に
従
ひ
法
律
の
基
礎
は
社
会
進

歩
に
帰
す
る
に
在
り
と
云
ふ
に
至
る
可
し
。」
と
し
て
、「
ジ
ャ
ス
チ
ス
」
の
項
を
閉
じ
て
い
る
。﹇
一
〇
二
丁
﹈
こ
の
よ
う
に
ユ
帝
『
法

学
提
要
』
冒
頭
の
法
文
の
釈
義
を
通
じ
て
、
法
の
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
。

（
一
八
）
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一
九

10
．
次
に
『
羅
馬
法
講
義
』
正
編
第
一
巻
及
び
第
二
巻
に
つ
い
て
は
、
個
別
の
論
題
と
し
て
、
婚
姻
、
占
有
、
遺
言
に
つ
い
て
検
討
す
る

こ
と
に
し
た
い
。「
人
事
法
」
に
始
ま
り
「
物
件
法
」
に
至
る
講
義
の
構
成
は
か
た
ち
の
上
で
は
法
学
提
要
式
の
そ
れ
に
基
づ
い
て
い
る
。

「
人
事
法
」
は
、
古
代
法
律
に
お
け
る
人
事
法
の
位
地
、
人
、
身
分
が
講
じ
ら
れ
た
あ
と
、
第
四
章　

結
婚
法
が
「
物
件
法
」
は
、
物
の

分
類
に
始
ま
り
、
所
有
権
、
占
有
、
地
役
権
を
経
て
、
所
有
権
獲
得
事
実
が
「
特
産
獲
得
事
実
」（
専
有
、
附
増
、
引
渡
、
時
効
、
贈
与
）
と

「
全
産
獲
得
法
」（
遺
言
相
続
、
無
遺
言
相
続
な
ど
）
に
分
か
れ
、
そ
の
内
容
は
限
ら
れ
た
講
義
時
間
に
も
か
か
わ
ら
ず
き
わ
め
て
濃
密
な
も

の
と
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
こ
で
は
、
人
事
法
の
中
か
ら
「
婚
姻
の
性
質
」、「
物
件
法
」
の
中
か
ら
、
占
有
、
最
後
の
「
所

有
権
獲
得
事
実
」
中
の
「
特
産
獲
得
事
実
」
と
「
全
産
獲
得
事
実
」
と
い
う
分
類
に
つ
い
て
の
み
の
検
討
に
と
ど
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

11
．「
人
事
法
」
は
、
古
代
法
律
に
お
け
る
人
事
法
の
位
地
、
人
、
身
分
が
講
じ
ら
れ
た
あ
と
、
第
四
章　

結
婚
法
が
扱
わ
れ
る
。
そ
こ

で
は
、
ま
ず
婚
姻
と
は
何
か
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

「
広
く
婚
姻
な
る
事
を
解
せ
ば
婚
姻
と
は
法
律
に
於
て
公
認
し
た
る
男
女
両
性
の
生
存
結
合
を
云
ふ
。」
男
女
両
性
の
結
合
が
あ
っ
て
も

法
律
に
よ
っ
て
公
認
さ
れ
な
い
場
合
は
「
夫
妻
の
関
係
」
は
生
じ
な
い
。
ま
た
「
共
同
の
生
存
を
営
む
為
め
の
結
合
」
で
な
れ
ば
婚
姻
で

は
な
い
。
婚
姻
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
が
あ
り
、
時
と
場
所
に
よ
っ
て
異
な
り
、
一
夫
一
婦
制
、
一
夫
数
妻
制
、
数
夫
一
妻
制
を
と
る
と

こ
ろ
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、「
婚
姻
は
成
文
若
し
く
は
慣
習
の
法
律
の
公
認
」
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
婚

姻
と
は
、
人
間
の
天
性
の
行
為
を
法
律
が
認
め
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
趣
旨
が
語
ら
れ
る
。﹇
一
五
〇
丁
﹈

婚
姻
を
め
ぐ
っ
て
、
穂
積
陳
重
は
、
英
独
か
ら
の
帰
朝
し
た
直
後
に
、「
婚
姻
法
論
綱
」
と
い
う
比
較
的
長
い
論
文
を
『
明
法
志
林
』

に
発
表
し
て
い
る
。『
羅
馬
法
講
義
』
の
こ
の
箇
所
で
講
じ
ら
れ
た
こ
と
と
、
内
容
面
で
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る

（
50
）

。
婚
姻
と
は
何
か
、
古
来

（
一
九
）
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二
〇

法
律
学
に
お
い
て
婚
姻
の
性
質
が
さ
ま
ざ
ま
に
論
ぜ
ら
れ
て
き
た
。
婚
姻
を
契
約
と
す
る
学
説
が
盛
ん
で
あ
り
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
、

ポ
テ
ィ
エ
、
ヒ
ュ
ー
ム
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
ら
も
、
皆
婚
姻
を
契
約
と
考
え
る
こ
と
で
は
一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
考
え
方
は
、

ロ
ー
マ
法
に
関
し
て
も
「
亦
純
粋
の
法
理
論
に
照
す
も
決
し
て
其
当
を
得
た
る
も
の
に
非
ら
ず
。」
と
さ
れ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
第

一
に
、
結
婚
を
契
約
と
す
る
説
は
「
羅
馬
法
の
誤
解
に
発
し
た
」
も
の
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
法
の
「
法
語
」
に
「
婚
姻
は
共
諾
に
よ
り
て
成

り
共
臥
に
よ
り
て
成
ら
ずC

onsensus facit m
atrim

onium
, non concubitus

」
が
あ
る
が
、 

そ
の
意
味
は
「
男
女
共
臥
は
未
だ
以
て
婚

姻
と
為
す
に
足
ら
ず
必
ず
法
律
上
一
定
の
共
諾
を
経
て
婚
姻
と
為
す
可
し
」
と
の
趣
旨
で
あ
り
、「consensus

即
ち
共
諾
な
る
字
あ
り

し
故
直
に
真
に
之
れ
よ
り
結
婚
は
契
約
な
り
と
の
説
を
生
じ
た
」
の
で
あ
る
が
、「
共
諾
あ
る
も
の
は
必
ず
契
約
な
り
と
は
余
り
広
き
に

過
ぎ
」
る
。
右
の
法
語
は
ロ
ー
マ
法
の
発
達
し
た
時
代
の
語
に
す
ぎ
な
い
。
第
二
は
、
婚
姻
を
つ
ね
に
契
約
と
す
る
の
は
、
沿
革
法
理
学

上
よ
り
も
不
当
で
あ
り
、「
婚
姻
進
化
の
末
段
に
於
て
初
め
て
顕
は
る
る
も
の
に
し
て
現
今
諸
国
に
於
て
十
分
之
れ
を
認
め
た
る
は
地
上

の
一
少
部
分
に
止
ま
る
」。
第
三
に
、
ロ
ー
マ
法
な
ど
の
例
の
よ
う
に
、
古
代
法
律
上
の
婚
姻
は
、
そ
の
結
婚
者
の
両
親
若
し
く
は
家
長

の
意
に
よ
る
も
の
が
多
く
、
自
身
の
承
諾
に
よ
る
こ
と
は
少
な
い
。
第
四
に
、
通
常
契
約
は
双
方
の
協
議
に
基
づ
い
て
相
互
の
権
利
義
務

を
定
め
得
る
も
の
で
あ
る
が
、「
婚
姻
に
於
て
は
法
律
が
予
め
夫
婦
間
相
互
の
権
利
義
務
を
確
定
し
相
方
の
意
思
に
よ
り
て
之
れ
を
変
更

す
る
を
許
さ
」﹇
一
五
一
丁
﹈
な
い
。
第
五　

古
来
諸
国
の
法
典
で
も
婚
姻
は
人
事
編
に
編
入
し
て
契
約
編
に
入
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る

か
ら
、
古
来
立
法
者
は
婚
姻
を
契
約
と
看
倣
し
て
い
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、「
婚
姻
を
契
約
と
為
す
は
法
律
歴
史
上
若
く
は
純
粋
の

法
理
論
に
て
も
当
を
得
た
る
も
の
な
ら
ず
。」﹇
一
五
一
丁
﹈「
婚
姻
は
天
性
に
基
き
た
る
行
事
を
法
律
に
て
公
認
保
護
し
た
る
制
度

（
51
）

」
で

あ
る
。
ロ
ー
マ
に
お
い
て
婚
姻
と
は
何
で
あ
っ
た
か
が
、
あ
ら
た
め
て
問
い
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ロ
ー
マ
法
の
沿
革
を
辿
る
と
、
婚

姻
の
性
質
が
種
々
に
変
遷
し
て
き
た
と
し
て
、
ロ
ー
マ
婚
姻
の
種
類
に
応
じ
て
、
そ
の
変
遷
の
大
様
が
描
き
出
さ
れ
る
。﹇
一
五
〇
│

（
二
〇
）



穂
積
陳
重
の
ロ
ー
マ
法
講
義
に
つ
い
て
（
吉
原
）

二
一

一
五
一
丁
﹈

こ
こ
に
も
メ
イ
ン
『
古
代
法
』
第
五
章
を
締
め
く
く
る
「
身
分
か
ら
契
約
へ
」
の
定
式
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
古
代
社
会
と
現
代
社
会
の
対
照
は
、
前
者
の
単
位
を
な
し
た
も
の
が
家
な
い
し
家
族
で
あ
り
、
後
者
の
そ
れ
は
個
人
で
あ
る
。
古
代

法
に
は
、
こ
の
差
異
か
ら
生
じ
る
い
っ
さ
い
の
結
果
が
見
出
さ
れ
る
。『
古
代
法
』
第
五
章
の
立
論
は
、
古
代
法
の
歴
史
的
比
較
的
考
察

を
通
じ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
父
権
制
社
会
の
想
定
を
基
礎
に
し
て
い
る
。「
家
」
が
法
人
と
し
て
社
会
組
成
の
単
位
を
な
し
て
お
り
、
現

代
社
会
に
お
け
る
よ
う
に
個
人
そ
の
も
の
で
は
な
い
。「
婚
姻
は
社
会
の
制
度
に
て
法
理
上
之
を
観
る
時
は
身
分
の
起
原
な
り
と
断
ぜ
ざ

る
を
得
ず
。
子
女
一
度
婚
す
る
時
は
、
男
子
は
忽
ち
夫
た
る
の
身
分
を
得
、
女
子
は
直
ち
に
妻
た
る
の
身
分
を
得
て
、
身
体
財
産
の
諸
関

係
よ
り
、
所
生
子
孫
の
一
に
至
る
迄
、
尽
く
法
律
に
因
り
て
定
ま
り
、
自
約
に
因
り
て
左
右
す
る
能
わ
ず

（
52
）

」
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
に
も

同
様
の
思
考
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

婚
姻
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、『
羅
馬
法
講
義
』
の
中
で
は
、
図
式
的
な
説
明
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
今
こ
れ
を
「
婚
姻
法
論
綱
」
に
よ

り
つ
つ
、
敷
衍
す
る
と
、
二
つ
の
類
型
が
構
想
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、
結
婚
者
の
数
に
よ
る
沿
革
か
ら
す
れ
ば
、
酋
族
共
同
婚

com
m
unal m

arriage

、
数
婦
一
夫
婚
、
一
夫
一
数
婦
婚
、
一
夫
一
夫
婚
へ
と
進
化
す
る
方
向

（
53
）

、
婚
姻
の
態
様
の
変
遷
か
ら
見
れ
ば
、
掠

奪
婚
、
売
買
婚
、
贈
与
婚
を
経
て
共
諾
婚
の
時
代
へ
と
進
化
す
る
。﹇
一
五
二
丁
﹈
こ
う
し
た
婚
姻
史
の
と
ら
え
方
は
、
一
九
世
紀
半
ば

以
降
、
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
テ
ー
マ
で
あ
る
。『
羅
馬
法
講
義
』
の
中
で
も
、
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
『
母
権
制

（
54
）』

へ
の
言
及
が
あ

る
﹇
三
〇
丁
﹈
が
、
こ
れ
は
わ
が
国
に
お
け
る
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
受
容
の
比
較
的
早
い
時
期
の
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
はM

utterrecht

の
訳
語
と
し
て
「
母
権
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る

（
55
）

。
穂
積
陳
重
が
ど
の
よ
う
に
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
『
母
権
制
』
を
参
照
し
た
か
は
必
ず
し
も

確
認
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
マ
ク
レ
ナ
ン
の
『
原
始
婚
姻
』（P

rim
itive M

arriage, 1865 （
56
））

へ
の
言
及
も
見
ら
れ
る
こ
と

（
二
一
）
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二
二

か
ら
、
こ
の
関
係
の
書
物
を
通
じ
て
の
こ
と
で
あ
る
可
能
性
は
残
る
。
当
時
、
母
権
制
と
父
権
制
、
母
系
制
と
父
系
制
を
め
ぐ
る
言
説
が

注
目
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
の
乱
婚
制
│
母
権
制
│
父
権
制
へ
の
発
展
の
図
式
、
マ
ク
レ
ナ
ン
の
原
始
略
奪
婚
説
、

Ｌ
・
Ｈ
・
モ
ー
ガ
ン
『
古
代
社
会

（
57
）

』
の
氏
族
先
行
説
な
ど
が
登
場
し
た
時
代
で
も
あ
っ
た
。
メ
イ
ン
の
『
古
代
法
』
も
『
母
権
制
』
と
同

年
の
一
八
六
一
年
の
出
版
で
あ
る
。
Ｎ
・
Ｄ
・
フ
ュ
ス
テ
ル
＝
ド
＝
ク
ー
ラ
ン
ジ
ュ
『
古
代
都
市

（
58
）

』
も
一
八
六
四
年
に
出
て
い
る
。
も
と

よ
り
そ
う
し
た
法
則
的
認
識
の
困
難
さ
は
Ｅ
・
Ａ
・
ウ
ェ
ス
タ
ー
マ
ー
ク
に
よ
り
指
摘
さ
れ
、
家
族
の
歴
史
を
進
化
と
結
び
つ
け
ら
れ

な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
当
時
の
思
潮
は
穂
積
陳
重
の
家
族
観
、
婚
姻
観
を
知
る
上
で
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
。

12
．
占
有
に
つ
い
て
、
ま
ず
、
そ
の
定
義
が
与
え
ら
れ
る
。「
占
有
と
は
自
己
に
所
有
す
る
の
意
思
を
以
て
有
形
物
を
所
有
す
る
コ
ト
を

云
ふ
。」
こ
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
占
有
に
は
、「
二
原
素
」
即
ち
、「
精
神
上
の
原
素A

nim
us of possession

」
と
「
体
質
上
の
原
素

C
orpus of possession

」
と
が
あ
る
。﹇
一
九
〇
丁
﹈
こ
こ
で
は
い
わ
ゆ
る
「
心
素
」
と
「
体
素
」
の
区
別
、
占
有
意
思
に
基
づ
く
「
代

表
」﹇
代
理
占
有
な
い
し
間
接
占
有
﹈「
伝
来
占
有
」﹇
他
主
占
有
﹈、「
純
粋
占
有
」﹇
自
主
占
有
﹈
の
区
別
が
扱
わ
れ
、
と
く
に
「
伝
来
占

有
」
の
場
合
、
占
有
権
は
何
人
に
属
す
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、「
羅
馬
法
族
の
諸
国
と
英
国
法
族
の
主
義
と
拠
る
所
を
異
に
せ
り
。

羅
馬
法
の
主
義
に
従
へ
ば
占
有
す
れ
ば
必
ず
其
占
有
者
が
自
己
に
所
有
す
る
の
意
思
あ
る
コ
ト
を
要
せ
り
。
此
の
意
思
を
称
し
て

A
nim

us D
om

ini

﹇
一
九
二
丁
﹈
主
人
の
意
思
と
云
ふ
。
伝
来
占
有
者
はA

nim
us D

om
ini

を
持
た
ざ
る
は
勿
論
の
事
な
り
。
故
に
其
占

有
は
事
実
た
る
に
過
き
ず
し
て
未
だ
占
有
権
は
持
た
ず
。
日
耳
曼
及
び
英
国
の
主
義
に
由
れ
ば
占
有
に
必
要
な
るA

nim
us

は
他
人
を
廃

斥
し
て
自
己
に
物
件
を
保
有
す
る
と
の
意
思
を
以
て
足
れ
り
と
す
。
敢
て
其
意
思
は
自
己
に
所
有
す
る
の
意
思
た
る
を
要
せ
ず
。
故
に
伝

来
占
有
者
は
占
有
権
を
有
す
る
者
と
せ
り
。」
と
し
て
、
占
有
を
め
ぐ
る
ロ
ー
マ
法
と
英
国
法
乃
至
ゲ
ル
マ
ン
法
の
考
え
方
の
違
い
を
説

（
二
二
）



穂
積
陳
重
の
ロ
ー
マ
法
講
義
に
つ
い
て
（
吉
原
）

二
三

明
し
て
い
る
。

次
に
、
占
有
の
保
護
に
つ
い
て
、「
法
律
は
何
故
に
所
有
者
に
非
ざ
り
し
占
有
者
を
保
護
す
る
や
と
云
ふ
問
題
」
に
関
し
て
は
、
第
一　

意
思
自
由
を
保
護
す
る
の
説
、
第
二　

人
類
平
等
の
権
を
保
護
す
る
の
説
、
第
三　

人
身
保
護
の
説
、
第
四　

財
産
保
護
の
説
と
し
て
、

近
世
の
法
理
学
者
の
諸
説
を
挙
げ
る
。「
意
思
自
由
保
護
の
説
」
は
カ
ン
ト
の
説
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、「
人
一
度
び
物
件
を
占
有
す
る
ト

キ
は
其
占
有
者
は
其
物
件
を
己
れ
の
意
思
の
範
囲
内
に
入
れ
た
る
者
な
り
。
即
ち
自
己
に
其
物
件
を
保
有
す
る
の
意
思
を
現
は
し
た
る
者

な
り
。
人
斯
の
如
く
己
れ
の
意
思
を
外
形
に
顕
は
し
た
る
ト
キ
は
他
人
よ
り
理
由
な
く
干
渉
を
受
く
可
き
も
の
に
非
ら
ず
。
独
り
能
く
之

を
動
か
し
得
る
も
の
は
社
会
一
般
の
意
思
の
み
な
り
。
故
に
社
会
一
般
の
意
思
を
代
表
す
る
。
裁
判
所
の
判
決
に
由
り
て
其
占
有
を
奪
は

れ
し
は
兔
も
角
も
他
の
人
民
よ
り
干
渉
を
受
く
可
き
理
由
な
し
。
之
法
律
が
故
な
く
し
て
他
人
の
意
思
を
害
す
る
を
禁
じ
故
な
く
し
て
他

人
の
占
有
を
害
す
る
コ
ト
を
禁
ぜ
し
所
以
な
り
」
と
さ
れ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
も
同
様
と
さ
れ
る
が
、『
羅
馬
法
講
義
』
の
筆
記
者
は
、
こ
こ

で
、「
此
説
に
は
穂
積
博
士
も
亦
賛
成
の
意
を
表
せ
り
」
と
記
し
て
い
る
。﹇
一
九
二
│
一
九
三
丁
﹈

第
二　

人
類
平
等
保
護
の
説
は
、
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
に
よ
る
と
し
つ
つ
、
法
律
が
占
有
を
保
護
す
る
は
人
類
平
等
の
権
を
保
護
す
る

結
果
で
あ
り
、
他
人
の
占
有
を
害
す
る
者
は
故
な
く
他
人
を
強
迫
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
現
在
の
所
有
者
の
利
益
を
滅
じ
て
自
己

の
利
益
を
増
さ
ん
と
す
る
」
こ
と
で
あ
り
、
法
律
が
占
有
を
保
護
す
る
は
こ
う
し
た
行
為
を
禁
ず
る
か
ら
で
あ
る
。

第
三　

人
身
保
護
の
説
は
、「
占
有
論
に
関
し
て
は
最
も
有
名
な
る
サ
ビ
ニ
ー
氏
」
に
よ
る
も
の
で
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
法
律
が
占
有

を
保
護
す
る
の
は
人
身
の
保
護
を
延
長
し
た
か
ら
で
あ
り
、
而
し
て
法
律
が
占
有
の
防
害
を
禁
ず
る
の
は
一
切
の
暴
行
は
不
法
だ
か
ら
で

あ
る
と
さ
れ
る
。﹇
一
九
四
丁
﹈

第
四　

財
産
保
護
の
説
は
、「
有
名
な
る
イ
エ
リ
ン
グ
氏
の
主
張
す
る
所
」
で
あ
り
、
こ
れ
に
法
律
が
占
有
の
事
実
を
保
護
す
る
は
所

（
二
三
）
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二
四

有
権
保
護
の
一
部
で
あ
り
、
法
律
が
占
有
の
事
実
を
保
護
し
な
け
れ
ば
、
所
有
権
は
完
全
で
あ
り
え
な
い
。「
故
に
占
有
者
以
外
の
人
民

が
現
在
の
占
有
者
に
優
り
た
る
権
利
を
証
明
す
る
迄
は
法
律
が
財
産
を
保
護
す
る
の
一
部
と
し
て
占
有
を
保
護
し
而
し
て
其
占
有
は
正
当

な
る
財
産
権
の
一
部
」
と
推
定
さ
れ
る
と
い
う
説
で
あ
る
。﹇
一
九
四
丁
﹈

い
ず
れ
も
、
主
と
し
て
当
時
の
ド
イ
ツ
語
圏
に
お
け
る
占
有
を
め
ぐ
る
論
争
を
踏
ま
え
た
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
説
の
要
点
を
コ
ン
パ

ク
ト
に
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
占
有
保
護
の
考
え
方
が
端
的
に
把
握
さ
れ
て
い
る
あ
た
り
は
穂
積
陳
重
の
目
配
り
の
よ
さ
を
あ
ら
た
め
て

感
じ
さ
せ
ら
れ
る
箇
所
で
あ
る
。

次
に
「
占
有
の
効
果
」
に
つ
い
て
も
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
説
に
よ
る
と
し
つ
つ
、
時
効
（praescriptio

）
と
禁
令
状
（interdictum

）﹇
特
示

命
令
﹈
の
そ
れ
ぞ
れ
の
効
果
が
説
明
さ
れ
る
。
前
者
に
つ
い
て
、
買
主
が
手
中
物
た
る
こ
と
を
知
ら
ず
購
入
し
引
渡
を
受
け
た
が
、
握
取

行
為
に
よ
ら
な
い
限
り
、
所
有
権
は
取
得
で
き
な
い
が
、
一
定
の
要
件
、
善
意
、
正
当
名
義
が
あ
れ
ば
、
一
定
の
期
間
（
古
代
法
す
な
わ

ち
一
二
表
法
よ
れ
ば
、
不
動
産
二
年
、
動
産
一
年
）
の
期
間
の
経
過
に
よ
り
、
つ
ま
り
時
効
に
よ
り
所
有
権
が
得
ら
れ
る
。
後
者
は
、
法
務
官

が
発
す
る
「
禁
令
状
」（interdictum

）
に
関
わ
る
占
有
の
問
題
で
あ
り
、
占
有
の
保
護
に
関
す
る
「
禁
令
状
」
の
区
別
と
し
て
、
占
有
者

に
対
し
て
発
行
さ
れ
る
、
占
有
獲
得
の
令
状
、
占
有
保
続
の
令
状
、
占
有
恢
復
の
令
状
が
占
有
の
侵
害
者
に
対
し
て
発
行
さ
れ
る
、
禁
止

令
状
、
恢
復
令
状
、
提
出
令
状
の
六
種
類
が
区
分
さ
れ
る
。「
其
要
は
占
有
を
継
続
せ
し
む
る
と
云
ふ
コ
ト
が
尤
も
其
重
き
働
き
」
で
あ

る
と
さ
れ
る
が
、
令
状
の
性
質
に
つ
い
て
は
訴
訟
法
に
譲
ら
れ
て
い
る
。﹇
一
九
五
│
一
九
七
丁
﹈

13
．「
物
件
法
」
の
中
で
、
最
後
の
論
題
は
、「
所
有
権
獲
得
事
実
」
に
関
す
る
。「
特
産
獲
得
事
実
」
と
「
全
産
獲
得
法
」
が
区
別
さ
れ
、

前
者
に
は
、
専
有
﹇
無
主
物
先
占
﹈、
附
増
﹇
附
合
﹈（
加
工
、
流
動
物
混
同
﹇
混
和
﹈）、
固
形
物
混
同
﹇
接
合
﹈、
漸
積
﹇
寄
洲
﹈、
附
着
）、

（
二
四
）



穂
積
陳
重
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法
講
義
に
つ
い
て
（
吉
原
）

二
五

引
渡
、
時
効
、
贈
与
が
区
分
さ
れ
る
。
前
三
者
は
自
然
法
の
獲
得
法
」、
後
二
者
は
「
国
民
法
﹇
市
民
法
﹈
の
獲
得
法
」
と
さ
れ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、
全
産
獲
得
法
で
は
、
遺
嘱
相
続
、
無
遺
嘱
相
続
、
戸
主
収
養
、
裁
判
の
宣
告
、
身
代
限
、
元
老
院
令
の
設
収
が
区
別
さ
れ

る
。
時
効
は
ロ
ー
マ
法
の
発
明
で
あ
り
、
古
に
は
そ
の
期
間
は
短
か
っ
た
が
社
会
が
進
む
に
つ
れ
て
、
そ
の
年
数
が
長
く
な
る
。
贈
与
は

本
来
法
律
上
認
め
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
社
会
進
む
に
つ
れ
て
、
契
約
と
同
一
に
な
る
傾
向
が
あ
る
。
実
際
現
在
の
引
渡
が
な
く
て

は
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
も
双
方
の
意
思
が
尊
重
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
相
当
の
証
拠
が
あ
れ
ば
有
効
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
こ

の
よ
う
に
制
度
の
変
遷
を
法
律
の
進
化
の
視
点
か
ら
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。﹇
二
〇
六
│
二
〇
七
丁
﹈

遺
言
に
関
す
る
箇
所
を
少
し
敷
衍
し
て
み
る
と
、
会
議
遺
嘱
﹇
民
会
遺
言
﹈、
陣
前
遺
嘱
﹇
武
装
遺
言
﹈、
銅
衡
遺
嘱
の
よ
う
な
儀
式
の

遺
嘱
か
ら
、
書
面
の
遺
嘱
に
移
る
が
、
結
果
と
し
て
、
遺
嘱
の
法
律
上
の
性
質
に
大
変
革
が
生
じ
た
。
こ
う
し
た
儀
式
の
遺
嘱
は
公
知
の

も
の
で
あ
っ
た
が
、
書
面
に
よ
る
遺
嘱
は
秘
密
の
も
の
と
な
っ
た
。
儀
式
の
遺
嘱
の
効
果
が
即
時
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
書
面
の
遺
嘱

は
死
後
に
効
果
を
生
ず
る
も
の
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
生
前
に
は
い
つ
で
も
で
も
遺
嘱
の
変
更
が
可
能
と
な
っ
た
。
遺
嘱
の
目
的
は
太

古
に
お
い
て
祖
先
の
祭
祀
を
継
続
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。﹇
二
〇
八
│
二
一
〇
丁
﹈

ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
遺
言
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
一
二
表
法
第
五
表
に
も
語
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
取
り
上
げ
て
お

き
た
い
。
遺
言
制
度
が
何
ゆ
え
ロ
ー
マ
に
お
い
て
拡
が
っ
た
の
か
。
そ
の
こ
と
は
、
ロ
ー
マ
法
に
特
別
な
現
象
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

「
古
代
諸
国
の
法
に
於
て
遺
言
を
以
て
死
後
財
産
の
所
分
を
許
す
は
之
れ
羅
馬
法
に
特
別
な
る
現
象
に
し
て
、
諸
国
の
法
律
に
も
往
々
之

に
類
す
る
規
則
あ
れ
ト
モ
遺
言
を
以
て
相
続
法
の
一
部
と
公
認
せ
る
は
羅
馬
法
の
外
は
之
を
見
ず
。
斯
の
如
く
羅
馬
に
相
続
法
を
公
認
せ

る
は
之
れ
一
に
羅
馬
法
固
有
法
の
無
遺
言
相
続
法
の
欠
点
に
帰
因
せ
ざ
る
可
ら
ず
。
第
五
表
に
依
る
に
無
遺
言
に
て
死
せ
る
者
の
遺
産
は

死
亡
し
た
る
家
長
の
権
内
に
居
り
し
相
続
人
に
帰
す
る
な
り
。
／
然
る
に
家
長
た
る
も
の
は
我
が
子
弟
に
独
立
の
地
位
を
与
へ
ん
と
欲
し

（
二
五
）
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二
六

家
長
権
を
免
除
し
（em

ancipatio

）
分
家
を
為
す
な
り
。
而
し
て
其
子
弟
を
一
己
の
独
立
人
と
為
す
に
至
れ
り
。
然
る
に
其
子
弟
一
た
び

家
長
権
の
範
囲
外
に
出
で
た
る
ト
キ
は
法
律
上
前
の
家
長
と
は
全
く
他
人
と
為
り
家
長
死
亡
す
る
と
も
其
遺
産
を
相
続
す
る
能
は
ず
。
故

に
家
長
の
尤
も
愛
す
る
子
弟
家
族
に
し
て
事
更
に
家
長
権
を
免
除
し
独
立
の
家
長
と
為
し
た
る
も
の
は
相
続
権
を
失
ひ
却
て
其
遺
産
は
遠

系
の
親
戚
に
移
り
、
若
し
男
系
親agnati

の
無
き
ト
キ
は
同
族
に
移
る
の
規
定
な
り
。
此
の
如
く
羅
馬
の
無
遺
言
相
続
法
は
家
長
の
最

愛
な
る
子
弟
に
財
産
を
失
は
し
む
る
の
制
と
な
り
し
。
／
之
れ
羅
馬
人
の
無
遺
言
相
続
法
を
辟
け
ん
と
す
る
の
一
理
由
な
り
。
／
而
し
て

欧
洲
諸
国
の
法
律
は
其
原
法
た
る
羅
馬
法
に
斯
く
遺
言
法
の
盛
に
な
り
し
が
為
め
遂
に
其
子
法
た
る
欧
洲
諸
国
迄
に
相
続
法
の
事
に
付
き

や
か
ま
し
く
云
ふ
に
至
り
し
な
り
。
／
又
他
の
理
由
は
女
子
に
し
て
一
た
び
他
家
に
嫁
し
た
る
ト
キ
は
全
く
夫
の
家
の
家
族
と
な
る
を
以

而
其
女
子
の
生
し
た
る
子
の
如
き
は
固
よ
り
相
続
法
権
（
外
戚
に
対
す
る
）
を
持
た
ず
故
に
若
し
一
家
長
無
遺
言
に
て
死
亡
せ
る
ト
キ
は

現
在
己
れ
の
娘
よ
り
生
じ
た
る
孫
あ
り
と
も
之
に
遺
産
を
相
続
せ
し
た
る
能
は
ず
し
て
却
て
一
面
識
も
な
き
同
族
の
他
人
に
其
遺
産
を
取

ら
る
る
コ
ト
あ
り
。
之
れ
大
羅
馬
人
の
無
遺
言
相
続
を
辟
け
ん
と
せ
る
第
二
の
理
由
な
り
。」﹇
二
八
│
二
九
丁
﹈

遺
言
に
関
す
る
箇
所
で
も
同
趣
旨
の
こ
と
が
再
説
さ
れ
る
。「
遺
嘱
を
以
て
財
産
を
他
人
に
譲
る
コ
ト
に
付
き
て
は
十
二
銅
表
の
時
代

に
於
て
は
敢
て
制
限
な
か
り
し
。
故
に
例
ひ
我
子
に
は
財
産
を
譲
り
渡
さ
ず
し
て
之
れ
を
他
人
に
譲
り
渡
す
と
も
敢
て
法
律
の
禁
ず
る
所

に
あ
ら
ざ
り
し
。
斯
く
の
如
く
遺
嘱
に
制
限
を
置
か
ざ
り
し
所
以
は
古
代
の
法
律
は
純
粋
な
る
家
族
制
度
に
あ
り
た
る
も
の
故
に
例
ひ
己

れ
の
子
た
り
と
雖
ト
モ
其
家
族
な
ら
ざ
る
も
の
は
相
続
す
る
能
は
ず
。
時
と
し
て
遺
嘱
に
由
り
て
我
家
族
以
外
の
近
親
に
財
産
を
分
配
す

る
の
便
利
あ
り
た
り
。
然
る
に
族
制
崩
れ
る
に
従
ひ
遺
嘱
の
能
力
を
乱
用
し
て
近
親
を
差
置
き
て
乱
り
に
他
人
に
財
産
を
譲
与
す
る
に
至

れ
り
。
故
に
古
代
に
於
て
は
人
権
に
叶
ひ
た
る
遺
嘱
相
続
も
却
て
人
情
と
背
違
す
る
に
至
れ
り
。
茲
に
於
て
遺
嘱
に
制
限
を
置
く
の
必
要

を
見
る
に
至
れ
り
。」﹇
二
一
〇
│
二
一
一
丁
﹈
こ
の
よ
う
に
、「
羅
馬
の
固
有
相
続
法
は
人
情
に
悖
り
た
る
を
以
て
羅
馬
人
の
無
遺
言
相

（
二
六
）
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二
七

続
法
を
厭
ふ
事
甚
だ
し
く
遂
に
は
人
を
罰
す
る
ト
キ
に
当
り
汝
無
遺
言
に
て
死
せ
よ
と
云
ふ
に
至
れ
り
。」﹇
二
八
│
二
九
丁
﹈、
と
把
え

ら
れ
て
い
る
。

一
二
表
法
第
五
表
は
、
ロ
ー
マ
市
民
法
上
の
無
遺
言
相
続
の
原
則
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
相
続
人
と
な
る
の
は
、
死

亡
し
た
家
長
の
権
力
内
に
あ
っ
た
者
に
限
ら
れ
る
（
い
わ
ゆ
る
自
権
相
続
人
）。
し
か
し
生
前
家
長
権
免
除
に
よ
り
父
親
の
家
長
権
を
免
れ
、

一
人
の
独
立
し
た
個
人
と
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
家
外
人
と
し
て
相
続
に
与
る
こ
と
が
で
き
ず
、
と
き
に
「
家
長
の
最
愛
な
る
子
弟
」

に
財
産
を
失
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
一
方
で
女
子
の
相
続
に
お
け
る
市
民
法
上
の
制
約
も
あ
り
、
そ
う
し
た
不
利
益
を
避
け
る
た
め

に
、
ロ
ー
マ
で
は
遺
言
相
続
が
拡
が
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
家
長
権
免
除
の
性
格
は
議
論
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
例
え
ば
メ
イ
ン
は
『
古
代
法
』
第
七
章
に
お
い
て
、
古
代
人
が
遺
言
を
な
し
た
目
的
は
近
代
人
と
同
じ
か
と
い
う
問
題
に
つ
い

て
、
こ
れ
は
同
じ
で
は
な
い
こ
と
を
論
証
す
る
。
古
代
ロ
ー
マ
人
に
と
っ
て
、
無
遺
言
に
よ
る
死
亡
と
は
、「
い
か
な
る
害
悪
も
遺
言
特

権
の
喪
失
ほ
ど
苛
酷
な
災
厄
は
な
く
、
遺
言
を
な
さ
ず
に
死
な
ね
ば
な
ら
な
い
場
合
仇
敵
を
呪
う
よ
り
も
激
し
い
呪
詛
は
な
」
か
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
「
遺
言
作
成
に
対
す
る
ロ
ー
マ
人
の
熱
情
は
気
ま
ま
気
ま
ぐ
れ
の
た
ん
な
る
欲
求
で
は
な
い

（
59
）

」。
家
長
権
免
除
は
、
親
の

愛
情
の
徴
表
で
あ
り
、
こ
う
し
た
苛
酷
な
無
遺
言
相
続
の
原
則
を
破
る
べ
く
、
ロ
ー
マ
に
お
い
て
遺
言
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
理
由
が
あ
る

と
す
る
メ
イ
ン
の
言
説
と
軌
を
一
に
す
る
こ
と
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
以
上
、『
羅
馬
法
講
義
』
を
断
片
的
に
見
て
き
た
が
、
人
事

法
、「
物
件
法
」
と
形
式
的
に
は
体
系
的
な
構
成
を
と
っ
て
ロ
ー
マ
法
の
基
本
的
な
考
え
方
を
講
じ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
、

あ
る
意
味
で
メ
イ
ン
『
古
代
法
』
が
描
く
ロ
ー
マ
法
の
世
界
を
理
解
す
る
た
め
の
注
釈
と
し
て
の
性
格
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

（
二
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
一
号
（
二
〇
一
八
年
六
月
）

二
八

小
結　

ロ
ー
マ
法
と
法
学
教
育

冒
頭
の
「
羅
馬
法
の
必
要
」
で
、「
羅
馬
法
の
研
究
は
独
り
近
世
諸
国
の
法
律
羅
馬
よ
り
伝
来
せ
り
と
の
過
去
の
理
由
の
み
に
在
ら
ず

し
て
羅
馬
法
は
過
去
に
於
け
る
も
未
来
に
於
け
る
も
法
律
学
と
称
す
る
建
物
を
建
築
す
る
に
は
欠
く
可
か
ら
ざ
る
の
材
料
な
り
と
謂
ふ
べ

し
。」
と
述
べ
て
い
る
。
法
学
教
育
と
観
点
か
ら
見
た
場
合
、
穂
積
陳
重
は
ロ
ー
マ
法
教
育
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
同

時
期
に
法
科
大
学
で
ロ
ー
マ
法
を
講
じ
た
で
あ
ろ
う
ヴ
ァ
イ
ペ
ル
ト
の
講
演
は
、
表
題
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ロ
ー
マ
法
教
育
と

法
典
編
纂
の
問
題
が
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
的
な
歴
史
法
学
モ
デ
ル
で
い
わ
ば
直
結
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
当
時
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
ら
の
新
し
い
民

法
典
が
そ
の
姿
を
現
し
て
き
た
時
期
で
あ
る
。
ヴ
ァ
イ
ペ
ル
ト
の
講
演
に
も
三
大
法
典
に
つ
い
て
論
じ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
を
評
価
し
つ

つ
も
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
に
対
す
る
辛
辣
な
言
辞
も
か
い
ま
み
ら
れ
る

（
60
）

。
し
か
し
そ
の
欠
点
を
補
う
た
め
に
は
、「
其
真
意
ヲ
探
グ
ル
ニ

必
竟
羅
馬
法
ヲ
参
考
ス
ベ
シ
云
フ
ニ
過
ギ
ザ
ル
ナ
リ
。」
と
い
う
の
で
あ
る
。
東
京
大
学
法
学
部
の
時
代
か
ら
、
ド
イ
ツ
法
へ
の
比
重
が

高
め
ら
れ
て
く
る
が
、
そ
れ
を
牽
引
し
た
の
も
穂
積
陳
重
の
力
が
大
き
く
作
用
し
て
い
る
。
一
八
八
七
（
明
治
二
〇
）
年
に
、
学
科
の
中

に
新
し
く
「
独
逸
法
」
が
加
え
ら
れ
た
の
も
そ
う
し
た
流
れ
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
ヴ
ァ
イ
ペ
ル
ト
に
も
そ
う
し
た
要
請
が
課
せ
ら

れ
て
い
た
こ
と
は
同
じ
年
の
講
演
の
内
容
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
穂
積
陳
重
の
『
羅
馬
法
講
義
』
は
、
た
だ
ち
に
ド
イ
ツ
法
を

意
識
し
た
内
容
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
ら
の
著
名
な
名
前
が
登
場
す
る
が
、
そ
れ
が
そ
の
ま

ま
ド
イ
ツ
法
へ
の
愛
好
へ
と
は
必
ず
し
も
つ
な
が
っ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
こ
れ
ま
で
も
見
て
き
た
よ
う
に
、
ま
ず
は
メ
イ
ン
『
古
代
法
』

へ
の
愛
着
で
貫
か
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
穂
積
陳
重
が
講
義
を
担
当
し
た
の
は
、
一
八
八
九
（
明
治
二
二
）
年
ま
で
の
数
年
間
で

あ
る
が
、
そ
こ
に
は
イ
ギ
リ
ス
法
学
へ
の
指
向
が
そ
の
根
底
に
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
冒
頭
の
「
羅
馬
法
の
必
要
」
に
お
い
て
、
ロ
ー

（
二
八
）



穂
積
陳
重
の
ロ
ー
マ
法
講
義
に
つ
い
て
（
吉
原
）

二
九

マ
法
継
受
の
典
型
例
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
民
法
典C

ode C
ivil

を
引
き
、
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
『
法
学
提
要
』
と
の
関
係
に
簡
単
に
触
れ

た
あ
と
、
欧
米
に
お
け
る
ロ
ー
マ
法
継
受
の
具
体
例
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
法
に
詳
し
く
言
及
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。「
抑
も
英
人

は
全
体
他
国
の
法
律
を
継
受
せ
る
な
ぞ
の
コ
ト
を
云
ふ
は
大
に
好
ま
ざ
る
性
質
な
れ
ば
、
近
代
迄
は
其
事
を
明
言
す
る
人
は
甚
だ
少
な
か

り
し
が
、
近
世
に
至
り
羅
馬
法
の
英
国
に
て
盛
な
り
し
コ
ト
及
び
英
法
も
亦
羅
馬
法
の
末
孫
な
る
コ
ト
を
発
見
す
る
に
至
れ
り
。
例
へ
ば

英
国
法
律
の
大
家
な
る
﹇
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
﹈B

lackston, 

﹇
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
﹈G

ranville

氏
の
如
き
の
著
書
な
ぞ
も
皆
ジ
ヤ
ス
チ
ニ
ヤ

ン
帝
のinstitutio

に
基
き
し
も
の
な
り
。
／
且
英
国
古
来
の
判
決
例
を
見
る
に
英
法
は
尽
く
羅
馬
法
よ
り
出
で
た
る
に
相
違
な
し
。
即

ち
彼
の
附
託
法
﹇
寄
託
法
﹈B

ailm
ent

のleading C
ase

な
る
﹇
コ
ッ
グ
ズ
対
バ
ー
ナ
ー
ド
事
件
﹈C

oggs v. B
ernard

﹇1703

﹈
の
如

き
は
其
判
決
は
尽
く
羅
馬
法
に
基
き
た
り
し
。﹇
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
﹈M

ansfi eld

﹇1705-93

﹈、﹇
ホ
ル
ト
﹈H

olt 

﹇S
ir John, C

hief 

Justice of the K
ing ’s B

ench, 1642-1710
﹈ 

等
の
大
家
の
裁
判
は
殆
ど
皆
な
羅
馬
法
な
り
。
故
に
当
時
に
在
っ
て
は
英
国
に
て
も
羅
馬

法
の
研
究
尤
も
盛
ん
に
し
てInns of court
﹇
法
曹
院
﹈
に
て
も
羅
馬
法
の
み
は
特
別
の
試
検
を
行
ふ
位
な
り
。」﹇
四
丁
﹈
と
記
し
て
い

る
。
自
ら
の
イ
ギ
リ
ス
留
学
で
の
体
験
、
ミ
ド
ル
・
テ
ン
プ
ル
法
曹
院
で
の
学
修
を
経
て
、
バ
リ
ス
タ
ー
の
資
格
を
と
っ
た
こ
と
は
よ
く

知
ら
れ
て
い
る

（
61
）

。「
英
国
古
来
の
判
決
例
を
見
る
に
英
法
は
尽
く
羅
馬
法
よ
り
出
で
た
る
に
相
違
な
し
」
と
い
う
言
も
、
今
日
か
ら
見
る

と
違
和
感
を
感
じ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
点
で
ピ
ー
タ
ー
・
ス
タ
イ
ン
が
、
ロ
ー
マ
法
に
つ
い
て
の
認
識
が
当
時
と
今
日
で
は
違
っ
て
い

た
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
は
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
今
日
で
は
、
古
典
期
ロ
ー
マ
法
と
イ
ギ
リ
ス
法
と
の
間
に
問
題
を
実
際
的
に

カ
ズ
イ
ス
テ
ィ
ク
に
扱
い
、
権
利
よ
り
も
救
済
を
強
調
し
て
、
限
定
し
た
範
囲
で
規
則
を
つ
く
る
と
い
っ
た
点
に
類
似
性
が
あ
る
と
さ
れ

る
の
に
対
し
て
、
一
九
世
紀
の
法
学
者
は
、
ロ
ー
マ
法
を
分
類
し
て
理
路
整
然
と
し
た
制
度
に
概
念
化
し
た
と
こ
ろ
の
パ
ン
デ
ク
テ
ン
法

学
の
目
を
通
し
て
見
て
い
た
、
と
い
う
の
で
あ
る

（
62
）

。
こ
の
点
は
、
先
に
も
見
た
よ
う
に
、
一
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
法
学
へ
の
ド
イ
ツ
・
パ

（
二
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
一
号
（
二
〇
一
八
年
六
月
）

三
〇

ン
デ
ク
テ
ン
法
学
の
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
も
、
穂
積
陳
重
の
イ
ギ
リ
ス
法
理
解
と
関
係
し
て
い
る
。
最
後
に
、
メ
イ
ン
と
の
関
わ
り
に
つ

い
て
、
も
う
一
点
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
メ
イ
ン
は
、『
古
代
法
』
刊
行
の
五
年
前
の
一
八
五
六
年
に
、「
ロ
ー
マ
法
と
法
学
教
育

R
om

an L
aw

 and L
egal E

ducation

」
と
い
う
講
演
を
行
っ
て
い
る

（
63
）

。
こ
の
講
演
は
、
た
ん
に
法
学
教
育
い
か
に
あ
る
べ
き
か
を
論
じ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
当
時
の
ロ
ー
マ
法
と
イ
ギ
リ
ス
法
と
の
関
係
を
知
る
一
つ
の
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
。「
わ
れ
わ
れ
自

身
の
法
体
系
と
ロ
ー
マ
の
そ
れ
と
が
、
一
緒
に
研
究
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
両
者
が
か
つ
て
同
様
な
も
の
（w

ere once 

alike

）
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
。
│
そ
れ
は
、
そ
れ
ら
が
同
様
の
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
（w

ill be alike

）
か
ら
な
の
で
あ
る

（
64
）

。」
す
べ

て
の
法
律
は
、
そ
の
幼
稚
期
に
お
い
て
は
い
か
ほ
ど
類
似
性
が
な
い
に
し
て
も
、
そ
の
成
熟
期
に
お
い
て
は
、
相
互
に
類
似
し
て
い
く
も

の
で
る
。「
わ
れ
わ
れ
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
、
ロ
ー
マ
の
法
学
者
た
ち
が
、
数
世
紀
に
わ
た
る
経
験
の
蓄
積
と
、
た
ゆ
ま
な
い

研
鑽
と
を
経
た
の
ち
に
、
到
達
し
た
と
こ
ろ
と
同
じ
法
思
想
の
態
様
お
よ
び
同
じ
法
原
理
の
観
念
に
、
緩
漫
に
、
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
は
、

無
意
識
的
に
ま
た
は
不
本
意
的
に
、
し
か
も
、
や
は
り
着
実
か
つ
確
実
に
、
慣
れ
て
い
き
つ
つ
あ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。」
こ
の
一
文
は
、

内
田
力
蔵
教
授
よ
れ
ば
、
穂
積
陳
重
博
士
に
「
万
法
帰
一
論
」
と
い
う
題
目
を
思
い
つ
か
せ
た
と
想
像
さ
れ
る
有
名
な
文
章
で
あ
る
が
、

『
羅
馬
法
講
義
』
の
原
点
に
、
メ
イ
ン
か
ら
得
た
発
想
が
あ
る
こ
と
を
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
1
） 

穂
積
陳
重
に
関
す
る
研
究
文
献
は
多
岐
に
わ
た
る
。
松
尾
敬
一
「
穂
積
陳
重
」（
潮
見
俊
隆
、
利
谷
信
義
編
『
法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊　
日
本
の
法

学
者
』
日
本
評
論
社
、
一
九
七
四
年
）
五
五
頁
。
長
尾
龍
一
『
法
思
想
史
研
究
』
創
文
社
、
一
九
八
一
年
。
穂
積
重
行
「
明
治
十
年
代
に
お
け
る
ド

イ
ツ
法
の
受
容
│
東
京
大
学
法
学
部
と
穂
積
陳
重｣

（
家
永
三
郎
編
『
明
治
国
家
の
法
と
思
想
』
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
六
六
年
、
五
三
八
頁
。
穂

積
重
行
『
明
治
一
法
学
者
の
出
発
：
穂
積
陳
重
を
め
ぐ
っ
て
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年
。『
法
学
者
・
穂
積
陳
重
と
妻
・
歌
子
の
物
語
』
公
益
財

団
法
人　
渋
沢
栄
一
記
念
財
団　
渋
沢
資
料
館
。
堅
田
剛
『
独
逸
法
学
の
受
容
過
程
：
加
藤
弘
之
・
穂
積
陳
重
・
牧
野
英
一
』
御
茶
の
水
書
房
、

（
三
〇
）



穂
積
陳
重
の
ロ
ー
マ
法
講
義
に
つ
い
て
（
吉
原
）

三
一

二
〇
一
〇
年
。

（
2
） 

本
稿
で
は
、
主
と
し
て
、
国
会
図
書
館
所
蔵
の
穂
積
陳
重
講
述
『
羅
馬
法
講
義
筆
記
』
二
一
九
丁
（
美
濃
罫
紙
に
手
写
し
た
も
の
、
秋
山
定
輔

の
蔵
書
印
あ
り
、
出
版
年
不
明
、
請
求
記
号322.315-H

734r; info:ndljp/pid/1879760

）
を
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
穂
積

陳
重
の
ロ
ー
マ
法
講
義
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
学
生
に
よ
る
講
述
筆
記
録
、
謄
写
刷
の
も
の
が
知
ら
れ
て
い
る
。
注（
25
）所
掲
の
文
献
を
参
照
。

（
3
） 

矢
田
一
男
「
明
治
時
代
の
ロ
ー
マ
法
教
育
（
一
）（
二
・
完
）」『
法
学
新
報
』
第
四
四
巻
三
、
四
号
（
一
九
三
四
年
）、「
需
斯
知
尼
安
法
典
」

同
誌
四
八
巻
五
号
、「
明
治
以
来
ロ
ー
マ
法
源
邦
訳
事
歴
」
同
誌
四
九
巻
六
号
│
一
二
号
。
原
田
慶
吉
「
我
が
国
に
於
け
る
外
国
法
史
学
の
発
達
」

『
東
京
帝
国
大
学
学
術
大
観　

法
学
部
・
経
済
学
部
』（
一
九
四
二
年
）
二
九
四
頁
。
佐
藤
篤
士
「
日
本
に
お
け
る
ロ
ー
マ
法
学
の
役
割
│
日
本
に
お

け
る
ロ
ー
マ
法
研
究
の
歩
み
に
た
い
す
る
一
つ
の
反
省
│
」『
早
稲
田
法
学
』
第
四
〇
巻
第
一
号
（
昭
和
四
〇
年
一
月
二
〇
日
刊
）
五
三
│
九
九
頁
、

と
く
に
五
九
、
六
三
頁
、
同
『
古
代
ロ
ー
マ
法
の
研
究
』
敬
文
堂
出
版
部
、
昭
和
五
〇
年
四
月
二
五
日
刊
に
、
第
一
章
「
日
本
に
お
け
る
ロ
ー
マ
法

学
の
発
達
│
日
本
に
お
け
る
ロ
ー
マ
法
研
究
の
歩
み
に
た
い
す
る
一
反
省
│
」
と
改
題
し
て
再
録
、
一
│
四
六
頁
。
岩
野
英
夫
「
わ
が
国
に
お
け
る

法
史
学
の
歩
み
（
一
八
七
三
│
一
九
四
五
）
│
法
制
史
関
連
科
目
担
任
者
の
変
遷
│
」『
同
志
社
法
学
』
第
三
九
巻
一
・
二
号
（
一
九
八
七
年
）、

二
二
五
頁
以
下
も
参
照
。

（
4
） 

松
尾
敬
一
「
穂
積
陳
重
の
法
理
学
」『
神
戸
法
学
雑
誌
』
第
一
七
巻
三
号
（
一
九
六
七
年
）
一
頁
。

（
5
） 

西
賢
「
わ
が
国
に
お
け
る
比
較
法
学
の
発
展
」『
神
戸
法
学
雑
誌
』
第
二
〇
巻
三
・
四
号
（
一
九
七
一
）
年
。

（
6
） 

原
田
・
前
掲
注（
3
）、
二
九
五
│
六
頁
。

（
7
） 

グ
リ
グ
ズ
ビ
ー
に
関
し
て
は
、
林
智
良
に
よ
る
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
研
究
に
詳
し
い
、「W

.E
.G

rigsby

の
学
識
と
教
育
活
動

│
日

本
最
初
の
「
ロ
ー
マ
法
」
講
義
担
当
者
を
め
ぐ
っ
て

│
」『
阪
大
法
学
』
第
六
三
巻
（
二
〇
一
三
年
）
九
二
三
頁
を
参
照
。
な
お
、
矢
田
一
男

「
明
治
時
代
の
ロ
ー
マ
法
教
育
（
一
）」『
法
学
新
報
』
第
四
四
巻
三
号
（
一
九
三
四
年
）、
八
四
頁
以
下
も
参
照
。

（
8
） T

he C
alendar of the T

okio K
asei-G

akko, O
r Im

perial U
niversity of T

okio, for the Y
ear 1876, p.89-90.

グ
リ
グ
ズ
ビ
ー
に
よ

る
試
験
問
題
に
つ
い
て
、
林
・
前
掲
論
文
九
二
六
│
七
頁
に
詳
細
な
分
析
が
あ
る
。
林
教
授
は
、
グ
リ
グ
ズ
ビ
ー
の
ロ
ー
マ
法
講
義
に
つ
い
て
、

「
西
欧
系
の
法
知
識
を
有
す
る
法
曹
を
育
成
す
る
た
め
に
、
あ
え
て
選
択
科
目
と
し
て
「
ロ
ー
マ
法
」
を
開
講
し
、
更
に
近
代
の
ロ
ー
マ
法
体
系
書

（
三
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
一
号
（
二
〇
一
八
年
六
月
）

三
二

で
は
な
く
ユ
帝
『
法
学
提
要
』
と
い
う
法
文
に
直
接
基
づ
い
た
講
義
を
彼
が
行
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
後
の
近
代
日
本
法
学
の
方
向
性
を
定
め
る
貴
重

な
播
種
と
な
っ
た
」
と
評
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
受
講
生
が
ど
の
よ
う
な
成
績
を
修
め
た
か
に
つ
い
て
、
穂
積
重
行
『
明
治
一
法
学
者
の
出
発
』

岩
波
書
店
・
一
九
八
八
年
、
一
〇
九
頁
以
下
を
参
照
。
と
く
に
一
一
三
頁
掲
載
の
資
料
で
は
、
穂
積
陳
重
を
は
じ
め
と
す
る
五
名
のM

iddle L
aw

 

C
lass

の
成
績
一
覧
が
示
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
グ
リ
グ
ズ
ビ
ー
の
後
半
生
に
つ
い
て
、
葛
西
康
徳
「
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
法
（N

om
os

）
の

概
念
に
つ
い
て
：
と
く
に
立
法
お
よ
び
立
法
者
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
」『
国
際
哲
学
研
究
』
別
冊
二
（
二
〇
一
三
年
）、
二
頁
、
東
洋
大
学
学
術
情
報

リ
ポ
ジ
ト
リ U

R
L
 http://id.nii.ac.jp/1060/00006549/

を
参
照
。

（
9
） 

『
東
京
帝
国
大
学
五
十
年
史
』
二
九
九
頁
「
本
科
課
程　
法
学
第
一
年　
下
級　

列
国
交
際
法
﹇
平
時
交
際
法
﹈　

英
国
法
律
﹇
大
意　

憲
法
及
刑

法
﹈　

憲
法
史
記　

心
理
学
及
論
文　

拉
丁
語
／
第
二
年　
中
級　

列
国
交
際
法
﹇
戰
時
交
際
法
﹈
英
国
法
律
﹇
慣
用
法　

結
約
法
衡
平
法
及
其
主

旨
﹈　

羅
馬
法
律　

政
学　

修
身
学
及
論
文
法
蘭
西
語
／
第
三
年　
上
級　

列
国
交
際
法
﹇
交
際
私
法
﹈
英
国
法
律　
﹇
私
犯
法　

海
上
法
及
法
律
要

旨
﹈　

羅
馬
法
律　

法
国
法
律
﹇
那
侖
拿
法
律
要
旨
﹈
比
較
法
論　
證
據
法
及
理
説｣

（
傍
線
筆
者
）。

（
10
） 

『
東
京
大
学
一
覧
（
明
治
一
五
年
・
一
六
年
）』
学
科
細
目｢

第
四
章　

教
科
細
目
﹇
羅
馬
法
﹈。

（
11
） 

テ
リ
ー
（H

enry T
aylor T

erry, 1847-1936

）
は
、
一
八
七
二
年
コ
ネ
テ
ィ
カ
ッ
ト
州
で
法
曹
資
格
を
取
得
後
、
一
八
七
六
（
明
治
九
）
年

来
日
、
一
八
七
七
（
明
治
一
〇
）
年
ま
で
東
京
開
成
学
校
、
そ
の
後
一
八
七
七
（
明
治
一
〇
）
│
八
四
（
明
治
一
七
）
年
及
び
一
八
九
四
（
明
治

二
七
）
年
│
一
九
一
二
（
明
治
四
五
）
年
ま
で
東
京
大
学
、
帝
国
大
学
、
東
京
帝
国
大
学
法
科
大
学
教
師
を
務
め
た
。
主
著
の
「
法
の
基
本
原
理
」

T
he fi rst principles of law

 

（
一
八
七
八
年
）、「
英
米
法
の
指
導
原
理
」L

eading P
rinciples of A

nglo-A
m
erican L

aw

（
一
八
八
四
年
）、

「
英
米
法
入
門
」A
n elem

entary treatise on the com
m
on law

, for the use of students 

（
一
八
九
八
年
）
は
、
い
ず
れ
も
学
生
の
た
め
に
著

し
た
書
で
あ
る
。
高
柳
賢
三
「
ヘ
ン
リ
・
Ｔ
・
テ
リ
イ
先
生
の
追
想
」『
米
英
の
法
律
思
潮
』
海
口
書
店
、
一
九
四
八
年
、
三
一
五
頁
。

（
12
） 

『
東
京
大
学
年
報
』
六
五
│
六
六
頁｢

従
来
法
学
緒
論
ノ
講
義
ハ
第
二
年
級
ニ
授
ケ
ン
モ
ノ
唯
一
課
ナ
リ
シ
カ
之
ヲ
増
設
シ
テ
三
課
ト
為
ス
ニ
至

レ
リ
而
シ
テ
穂
積
教
授
ハ
法
学
通
論
ヲ
余
ハ
羅
馬
法
律
ヲ
第
一
年
級
ニ
講
授
シ
且
ツ
余
ハ
別
ニ
英
国
古
代
法
律
ヲ
第
二
年
級
ニ
講
授
セ
リ
／
羅
馬
法

律
ノ
講
義
ハ
サ
ン
ダ
ル
氏
ノ
飜
譯
ニ
係
ル
ジ
ヤ
ス
チ
ニ
ヤ
ン
法
典
ヲ
用
テ
教
科
書
と
為
シ
人
事
編
ノ
大
意
ヲ
普
通
一
般
ノ
方
法
ニ
依
リ
テ
授
ケ
タ
リ

特
ニ
学
生
ヲ
シ
テ
大
ニ
注
意
ヲ
喚
起
セ
シ
メ
シ
ハ
無
形
物
及
ヒ
義
務
ノ
條
目
ト
ス
蓋
シ
英
国
法
律
上
必
要
ナ
ル
関
係
ア
リ
セ
ハ
ナ
リ
…
。｣http://

（
三
二
）



穂
積
陳
重
の
ロ
ー
マ
法
講
義
に
つ
い
て
（
吉
原
）

三
三

dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/813149

を
参
照
。

（
13
） C

f. T
he Institutes of Justinian, w

ith E
nglish introduction, translation, and notes by T

hom
as C

ollett S
andars, L

ongm
ans, 

G
reen, 7th edition 1883. 

同
書
は
一
八
五
三
年
の
初
版
以
来
版
を
重
ね
て
お
り
、
時
期
的
に
は
第
七
版
の
頃
に
あ
た
る
。S

anders

（1825-1894

）

は
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学B

alliol C
ollege

の
出
身
、
古
典
学
、
ラ
テ
ン
語
で
優
等
の
成
績
を
修
め
た
。
一
八
五
一
年
以
来
実
務
家
と
し
て

主
に
商
事
事
件
を
扱
っ
た
、
と
さ
れ
る
。

（
14
） 

小
柳
春
一
郞
「
裁
判
所
構
成
法
原
案
起
草
者
オ
ッ
ト
ー
・
ル
ー
ド
ル
フ
に
つ
い
て
」
小
柳
春
一
郎
・
蕪
山
嚴
編
著
『
日
本
立
法
資
料
全
集
94　

裁
判
所
構
成
法
』
信
山
社
・
二
〇
一
〇
年
、
二
九
七
頁
以
下
所
収
（「
オ
ッ
ト
ー
・
ル
ー
ド
ル
フ
（1845-1922

）
に
つ
い
て

│
東
京
大
学
ド
イ
ツ

法
講
師
か
ら
司
法
省
顧
問
・
裁
判
所
構
成
法
原
案
起
草
者
へ
（
付
・
明
治
一
八
年
九
月
『
裁
判
所
組
織
及
裁
判
手
続
ニ
関
ス
ル
意
見
』）『
獨
協
法

学
』
七
三
号
（
二
〇
〇
七
年
）」
も
参
照
）、
こ
の
時
期
に
お
け
る
テ
リ
ー
の
帰
国
に
つ
い
て
、「
テ
リ
ー
と
の
契
約
の
期
限
切
れ
を
捉
え
て
、
新
た

に
ド
イ
ツ
人
教
師
を
採
用
し
た
い
と
い
う
の
が
当
時
の
法
学
部
の
意
向
で
あ
っ
た
」（
三
一
六
頁
）、
と
さ
れ
る
。

（
15
） 

オ
ッ
ト
ー
・
ル
ー
ド
ル
フ
の
来
日
の
経
緯
に
つ
い
て
、
小
柳
・
前
掲
、
三
一
三
頁
以
下
、
東
京
大
学
法
学
部
に
お
い
て
パ
ン
デ
ク
テ
ン
法
学
へ

の
期
待
が
高
ま
っ
た
こ
と
、
穂
積
陳
重
の
影
響
が
大
き
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ル
ー
ド
ル
フ
自
身
、
三
年
間
の
契
約
で
の
就
任
で
あ
っ

た
が
、
法
学
部
で
講
義
を
始
め
て
半
年
余
り
で
、
講
義
へ
の
情
熱
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
書
簡
に
よ
っ
て
も
う
か
が
え
る
、
小
柳
・
前

掲
・
三
二
八
頁
所
掲
の
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
司
法
大
臣
宛
の
書
簡
を
参
照
。
翌
一
八
八
五
（
明
治
一
八
）
年
八
月
に
は
司
法
省
に
雇
替
え
と
な
り
、
裁

判
所
構
成
法
原
案
の
作
成
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
一
八
九
〇
（
明
治
二
三
）
年
一
〇
月
離
日
。
一
九
二
二
年
没
。

（
16
） 

『
東
京
帝
国
大
学
五
十
年
史
』
五
九
四
頁
以
下
を
参
照
。
五
九
五
頁
以
下
に
「
東
京
大
学
法
学
部
内
ニ
別
課
設
立
ノ
儀
ニ
付
建
議
﹈
と
題
す
る

長
文
の
建
議
書
が
採
録
さ
れ
て
い
る
。
設
置
の
理
由
と
し
て
、
明
治
一
一
年
か
ら
一
五
年
に
か
け
て
の
東
京
大
学
法
学
部
の
卒
業
生
の
数
は
僅
か

三
八
名
に
留
ま
っ
た
。
ま
さ
に
「
需
用
ニ
応
ズ
ル
ニ
足
ル
ト
云
フ
ヘ
カ
ラ
ス
」
と
い
う
こ
と
に
あ
り
、
社
会
の
要
請
に
答
え
よ
う
と
す
る
と
趣
旨
で

設
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
結
局
二
年
で
新
規
募
集
が
停
止
さ
れ
、
一
八
八
六
（
明
治
一
九
）
年
の
帝
国
大
学
へ
の
移
行
に
あ
た
っ
て
、
当
該
学
科

は
文
部
省
か
ら
司
法
省
に
移
管
さ
れ
た
。
な
お
、
司
法
省
法
学
校
と
東
京
大
学
法
学
部
の
合
併
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
が
、
法
律
学
第
一
科
（
仏
語
）
と

第
二
科
（
英
語
）
と
な
り
、
翌
一
八
八
七
（
明
治
二
〇
）
年
九
月
に
「
独
逸
法
」
が
加
え
ら
れ
、
英
吉
利
部
、
仏
蘭
西
部
、
独
逸
部
の
三
部
体
制
と

（
三
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
一
号
（
二
〇
一
八
年
六
月
）

三
四

な
っ
て
い
る
。
こ
の
間
の
学
科
制
度
の
変
遷
に
つ
い
て
、
一
一
二
〇
頁
以
下
を
参
照
。
別
課
法
学
科
に
つ
い
て
、
矢
田
一
男
「
明
治
時
代
の
ロ
ー
マ

法
教
育
（
一
）」『
法
学
新
報
』
第
四
四
巻
三
号
、
九
一
頁
以
下
も
参
照
。

（
17
） 
別
課
法
学
科
の
授
業
科
目
は
、『
東
京
大
学
百
年
史
』
部
局
史
一
、
三
三
│
三
四
、
三
九
│
四
〇
頁
を
参
照
。
山
崎
利
夫
『
英
吉
利
法
律
学
校

覚
書　

明
治
前
期
の
イ
ギ
リ
ス
法
教
育
』
中
央
大
学
出
版
・
二
〇
一
〇
年
、
三
三
│
四
頁
。

（
18
） 

「
法
科
大
学
沿
革
談
」『
穂
積
陳
重
遺
文
集
第
三
冊
』
二
五
一
頁
以
下
、
二
五
三
│
四
頁
を
参
照
。
こ
の
「
邦
語
教
育
」
の
中
心
を
な
し
た
の
が
、

当
時
助
教
授
で
あ
っ
た
土
方
寧
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
当
初
講
義
を
担
当
し
た
の
は
外
国
人
で
あ
り
、
邦
人
の
教
師
も
原
書
に
基
づ
い
て
講
義
を
し

て
い
た
の
で
あ
る
が
、
邦
語
教
授
を
実
現
す
る
た
め
に
困
難
は
「
術
語
の
翻
訳
」
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

（
19
） 

渡
邉
安
積
は
、
岩
国
の
出
身
、
一
八
五
九
（
安
政
六
）
年
八
月
二
二
日
〜
一
八
八
七
（
明
治
二
〇
年
二
月
二
三
日
。
英
吉
利
法
律
学
校
（
中
央

大
学
）
創
設
者
の
一
人
と
し
て
も
知
ら
れ
る
。
一
八
七
四
（
明
治
七
）
年
三
月
東
京
に
出
て
東
京
英
語
学
校
、
開
成
学
校
を
経
て
、
東
京
大
学
で
法

律
学
を
専
攻
。
一
八
八
二
（
明
治
一
五
）
年
七
月
卒
業
し
、
法
学
士
。
日
報
社
員
、
農
商
務
権
少
書
記
官
、
参
事
院
の
員
外
議
官
補
お
よ
び
東
京
大

学
御
用
掛･

准
講
師
、
英
吉
利
法
律
学
校
創
立
に
参
画
し
そ
の
幹
事
を
務
め
た
が
、
一
八
八
七
（
明
治
二
〇
）
年
に
病
没
。
年
二
九
。
渡
邉
安
積
編

輯
『
羅
馬
法　
全
』
英
蘭
堂
・
一
八
八
六
（
明
治
一
九
）
年
、
復
刻
版
『
日
本
立
法
資
料
全
集
』
別
巻
一
一
一
一
、
信
山
社
出
版
・
二
〇
一
六
年
も

参
照
。
原
田
前
掲
二
五
一
頁
「M

ackeldey, H
unter, P

oste, S
andars, M

ackenzie

等
を
基
礎
と
し
た
帝
国
大
学
の
数
年
の
講
義
の
結
実
た
る

『
羅
馬
法
』
を
遺
し
て
い
る
」
と
評
し
て
い
る
。
た
だ
し
こ
の
「
帝
国
大
学
」
は
「
東
京
大
学
」
と
読
み
替
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

（
20
） 

こ
こ
に
登
場
す
る
「
マ
ッ
ケ
ル
デ
ヰ
」
即
ち
、
マ
ッ
ケ
ル
ダ
イ
（F

erdinand M
ackeldey, 1784-1834

）
は
、
一
八
一
七
年
以
来
新
設
の
ボ

ン
大
学
で
ロ
ー
マ
法
教
授
を
務
め
た
。L

ehrbuch der Institutionen des heutigen R
öm

ischen P
rivatrechts. 1814

、
そ
の
改
訂
版
で
あ
る

L
ehrbuch des heutigen R

öm
ischen R

echts. 1818.

な
ど
の
著
者
と
し
て
知
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
書
は
英
語
に
翻
訳
さ
れ
、
英
米
に
お
い
て
よ

く
読
ま
れ
て
、
渡
邉
安
積
は
お
そ
ら
く
英
語
版
を
参
照
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
後
注
も
参
照
。

（
21
） 

渡
邉
安
積
『
羅
馬
法
全
』
巻
頭
「
羅
馬
法
序
」
に
は
こ
う
記
さ
れ
て
い
る
。「
羅
馬
法
の
泰
西
諸
国
に
尊
信
せ
ら
る
る
こ
と
中
世
よ
り
現
今
に

至
る
ま
で
未
た
嘗
て
一
日
も
衰
へ
さ
る
な
り
而
し
て
近
来
我
国
に
於
て
英
仏
独
諸
法
の
法
律
書
の
梓
に
上
る
も
の
汗
牛
充
棟
も
啻
な
ら
ず
と
雖
も
羅

馬
法
に
至
り
て
は
寥
々
晨
星
の
如
き
者
世
の
学
者
未
た
之
を
攻
究
す
る
の
必
要
を
感
ぜ
ず
し
て
其
需
要
甚
た
鮮
き
に
由
る
か
今
夫
れ
欧
洲
に
於
て
成

（
三
四
）



穂
積
陳
重
の
ロ
ー
マ
法
講
義
に
つ
い
て
（
吉
原
）

三
五

典
の
完
備
を
以
て
鳴
る
者
仏
蘭
西
あ
り
慣
習
自
生
の
法
を
以
て
誇
る
英
吉
利
あ
り
法
理
の
精
緻
を
以
て
尚
る
者
独
乙
あ
り
然
り
而
し
て
此
諸
邦
の
能

く
其
名
声
を
博
し
た
る
所
以
の
者
は
職
と
し
て
模
範
を
羅
馬
法
に
取
り
た
る
に
源
由
せ
ず
ん
ば
あ
ら
ず
則
ち
羅
馬
法
は
今
日
文
明
諸
邦
の
法
律
の
淵

源
た
る
こ
と
は
欧
米
学
者
の
常
に
称
す
る
所
に
し
て
今
更
に
喋
々
す
る
を
待
た
ざ
る
な
り
」
と
し
て
、
穂
積
陳
重
の
「
万
法
帰
一
論
」
の
一
節
を
引

き
つ
つ
、
こ
れ
を
論
拠
と
し
て
、
さ
ら
に
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。「
然
る
に
我
邦
の
学
者
は
特
り
英
仏
独
の
法
律
を
講
す
へ
き
を
知
り
て
而

し
て
羅
馬
法
の
大
に
攻
め
ざ
る
へ
か
ら
ざ
る
を
知
ら
ざ
る
如
き
は
豈
痛
惜
す
へ
の
至
り
に
あ
ら
す
や
予
曽
て
大
学
の
嘱
托
を
受
け
羅
馬
法
を
講
す
る

に
方
り
マ
ッ
ケ
ル
デ
ヰ　

ハ
ン
タ
ー　

ポ
ス
ト　

サ
ン
ダ
ー　

マ
ク
ケ
ン
ジ
ー
諸
氏
の
羅
馬
法
書
に
拠
り
其
大
要
を
纂
述
し
た
る
者
漸
く
積
み
て
一

冊
子
を
成
す
頃
日
小
閑
を
得
た
る
に
由
り
修
正
補
綴
を
加
へ
以
て
世
に
問
ふ
。
回
顧
す
れ
ば
数
年
前
予
の
東
京
大
学
に
在
り
法
律
を
学
ぶ
の
日
科
程

中
未
た
羅
馬
法
の
設
な
か
り
し
と
雖
も
当
時
メ
イ
ン　

オ
ー
ス
チ
ン
氏
等
の
法
理
書
を
講
す
る
に
当
り
其
論
拠
た
る
羅
馬
法
に
出
つ
る
者
十
の
八
九

に
居
る
を
見
て
窃
に
羅
馬
法
を
講
究
せ
さ
る
へ
か
ら
さ
る
所
以
を
感
じ
た
り
し
が
其
後
幾
何
も
な
く
大
学
科
程
中
果
し
て
一
科
を
置
か
る
る
に
至
り

爾
来
諸
私
立
学
校
に
於
て
も
之
を
教
授
す
る
の
必
要
を
覚
り
現
に
此
科
程
を
設
く
る
も
の
少
し
と
せ
ず
。
知
る
べ
し
、
本
邦
人
が
一
般
に
羅
馬
法
の

価
格
を
知
る
は
其
期
決
し
て
遠
き
に
あ
ら
さ
る
こ
と
を
且
つ
方
今
洋
語
に
達
せ
ざ
る
の
士
適
ヽ
羅
馬
法
の
講
せ
さ
る
へ
か
ら
ざ
る
こ
と
を
知
る
も
而

か
も
世
間
羅
馬
法
書
の
邦
語
を
以
て
綴
り
た
る
者
甚
だ
希
な
る
を
以
て
講
す
る
の
便
を
得
ざ
る
者
あ
る
へ
し
。
是
れ
予
の

劣
を
顧
み
ず
此
書
を
公

に
す
る
庶
幾
く
は
万
一
に
裨
益
す
る
所
あ
ら
ん
か
。
然
れ
ト
モ
本
書
は
固
よ
り
書
生
科
程
の
為
め
に
著
述
し
た
る
者
に
し
て
沿
革
、
人
事
、
財
産
、

契
約
の
要
旨
を
簡
説
す
る
に
過
き
ず
。
若
夫
れ
深
く
其
蘊
奥
を
研
究
せ
ん
と
欲
す
る
者
は
他
日
羅
馬
法
の
世
に
尊
信
せ
ら
れ
良
書
続
々
上
梓
す
る
の

時
を
待
つ
へ
き
な
り
。
明
治
十
九
年
四
月
二
十
七
日
」（
序
一
〜
一
〇
頁
よ
り
抜
萃
、
漢
字
は
新
字
体
に
、
ひ
ら
か
な
読
み
に
替
え
た
）。
因
み
に
、

『
東
京
帝
国
大
学
五
十
年
史
』
五
九
四
頁
に
は
、
一
八
八
四
（
明
治
一
七
）
年
「
十
月
二
十
日
渡
邉
安
積
に
准
講
師
を
嘱
託
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
先
の
「
序
」
に
記
さ
れ
た
こ
と
と
符
合
す
る
と
思
わ
れ
る
。
別
課
法
学
科
に
つ
い
て
は
前
注
も
参
照
。

（
22
） 

渡
邉
安
積
に
つ
い
て
、
山
崎
・
前
掲
書
、
一
八
、
二
四
、
三
四
、
一
三
八
│
九
、
一
五
五
、
一
六
二
、
一
六
五
頁
。「
渡
辺
安
積　

英
吉
利
法

学
校
幹
事
」『
タ
イ
ム
ト
ラ
ベ
ル
中
大
125
』http://w

w
w
.chuo-u.ac.jp/aboutus/history/pdf/tim

etravel125_036.pdf?1519361039489

（
23
） 

以
下
『
東
京
帝
国
大
学
五
十
年
史
』
一
一
一
七
│
一
一
四
八
頁
を
参
照
。
ロ
ー
マ
法
に
関
わ
る
部
分
の
み
を
以
下
に
記
す
。
一
八
八
六
（
明
治

一
九
）
年
度
「
法
律
学
第
一
科
（
第
二
科
）　

第
二
年　

羅
馬
法
一
年
間
毎
週
三
時｣
、「
羅
馬
法　

法
理
学　

バ
リ
ス
ト
ル
・
ア
ト
・
ロ
ー
（
ミ
ツ

（
三
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
一
号
（
二
〇
一
八
年
六
月
）

三
六

ド
ル
・
テ
ン
プ
ル
）　

穂
積
陳
重　

東
京｣

。
一
八
八
七
（
明
治
二
〇
）
年
度　
「
法
律
学
科　

英
吉
利
部　

第
二
年　

羅
馬
法　

一
年
間
毎
週
三
時

／
仏
蘭
西
部　

第
二
年　

羅
馬
法　

一
年
間
毎
週
三
時
／
独
逸
部　

第
一
年　

羅
馬
法　

一
年
間
毎
週
六
時
／　

第
二
年　

羅
馬
法
演
習　

一
年
間

毎
週
三
時
」、「
羅
馬
法
、
法
理
学　

バ
リ
ス
ト
ル
・
ア
ト
・
ロ
ー
（
ミ
ツ
ド
ル
・
テ
ン
プ
ル
）　

穂
積
陳
重
／　

独
逸
法
学
、
羅
馬
法　
ド
ク
ト
ル

ユ
ー
リ
ス
（
イ
エ
ナ
大
学
）
バ
リ
ス
ト
ル
・
ア
ト
・
ロ
ー
（
カ
ツ
セ
ル
）
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ワ
イ
ペ
ル
ト｣

。
明
治
二
一
年
に
な
る
と
、「
明
治
二
十
一

年
十
月
法
律
学
科
及
政
治
学
科
の
学
科
課
程
を
改
正
し
、
英
吉
利
部
、
仏
蘭
西
部
及
独
逸
部
を
改
め
て
第
一
部
第
二
部
及
第
三
部
と
為
せ
り
。」
と

し
て
、「
第
一
部　

第
二
年　

羅
馬
法　

一
年
間
毎
週
三
時
／　

第
二
部　

第
二
年　

羅
馬
法　

一
年
間
毎
週
三
時
／　

第
三
部　

第
一
年　

羅
馬

法　

第
一
期
、
第
二
期　

毎
週
六
時
、
第
三
期　

同
四
時
／
第
一
年　

羅
馬
法
演
習　

一
年
間
毎
週
一
時
／
第
二
年　
羅
馬
法
演
習　
一
年
間
毎
週
三

時
」
と
さ
れ
、
と
く
に
第
三
部
に
お
け
る
ロ
ー
マ
法
の
比
重
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
以
上
の
『
五
十
年
史
』
の
記
事
か
ら
う
か
が
え
る
こ
と
は
、

そ
れ
ま
で
の
歴
史
的
な
事
情
も
加
わ
っ
て
、
学
科
目
編
成
が
非
常
に
複
雑
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
明
治
一
九
年
度
に
は
、

「
羅
馬
法
」
は
、
法
律
学
科
第
一
科
、
第
二
科
共
通
で
二
年
次
配
当
に
な
っ
て
い
る
が
、
当
該
の
年
度
は
実
際
穂
積
陳
重
自
身
に
よ
っ
て
講
義
が
行

わ
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
の
か
微
妙
な
問
題
が
残
る
。
さ
ら
に
、
明
治
二
〇
年
度
を
例
に
と
れ
ば
、
ロ
ー
マ
法
は
、
英
吉
利
部
と

仏
蘭
西
部
で
は
第
二
年
配
当
で
毎
週
三
時
と
さ
れ
る
一
方
、
独
逸
部
で
は
一
年
配
当
毎
週
六
時
と
さ
れ
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
ロ
ー
マ
法
講
義
が
併

行
し
て
行
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
形
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
二
年
時
に
は
演
習
も
科
目
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
を
い
か
に
調
和
さ
せ
て
い
た
の
か

疑
問
の
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
明
治
二
三
年
に
な
る
と
、「
明
治
二
十
三
年
に
至
り
、
…
…
法
典
編
纂
の
事
業
漸
次
進
歩
し
、
法
典

も
逐
次
発
布
せ
ら
れ
た
れ
ば
、
法
律
学
科
の
授
業
は
当
然
本
邦
法
典
を
主
と
し
、
外
国
法
は
参
考
に
資
す
る
に
止
む
べ
き
を
以
て
同
年
九
月
法
律
学

科
及
政
治
学
科
の
科
目
に
改
正
を
加
へ
、
法
律
学
科
を
従
来
の
如
く
三
部
に
分
け
て
組
織
す
る
制
を
廃
し
、
法
律
学
科
と
し
て
毎
年
本
邦
法
典
其
の

他
を
授
け
、
猶
別
に
参
考
科
と
し
て
外
国
法
を
授
く
る
こ
と
と
し
、
参
考
科
を
第
一
部
第
二
部
第
三
部
と
為
せ
り
。」（
前
掲
書
一
一
二
四
頁
）。
法

典
編
纂
事
業
の
進
展
と
共
に
、
英
法
、
仏
法
な
ど
外
国
法
の
授
業
が
各
部
の
参
考
科
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
相
対
的
に
比
重
が
減
じ
ら

れ
て
い
く
の
に
対
し
て
、
ロ
ー
マ
法
は
、「
本
邦
法
典
」
の
講
義
と
並
ん
で
、
中
心
的
な
科
目
と
し
て
の
位
置
を
示
し
続
け
て
い
る
。

（
24
） 

『
東
京
大
学
五
十
年
史
』
一
一
四
二
頁
掲
載
の
当
時
の
教
授
助
教
授
の
一
覧
を
参
照
。

（
25
） 

穂
積
陳
重
の
ロ
ー
マ
法
講
義
に
つ
い
て
も
、
講
述
筆
記
録
が
い
く
つ
か
知
ら
れ
て
い
る
。
森
征
一
・
岩
谷
十
郎
／
監
修　

法
文
化
研
究
会
「
帝

（
三
六
）



穂
積
陳
重
の
ロ
ー
マ
法
講
義
に
つ
い
て
（
吉
原
）

三
七

大
生
・
安
達
峰
一
郎
の
「
法
学
」
ノ
ー
ト　

│
『
法
律
講
義
案
集
』
の
伝
え
る
明
治
中
期
法
学
教
育

│
『
法
学
研
究
』
第
七
三
巻
一
〇
号

（
二
〇
〇
〇
年
）
七
三
│
一
二
〇
頁　
『
羅
馬
法
』（JR

19 654 13

）
清
水
裕
樹
筆　

一
〇
六
│
一
一
〇
頁
。
京
都
大
学
法
学
部
図
書
室
所
蔵
本

（319||H
o||

和
装
本714532

）、
同
吉
田
南
総
合
図
書
館
所
蔵
本
（
図316||||1||

三
高
和200021826680

）、
東
京
大
学
総
合
図
書
館
所
蔵
本

（L
11:1940005733191

）
な
ど
。
国
会
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
る
、
不
破
彦
蔵
手
写
『
穂
積
陳
重　
講
述
』
一
八
八
九
（
明
治
二
二
年
）、
冊
子
体
、

一
六
一
丁
（
請
求
記
号322.315-H

734r2　

国
立
国
会
図
書
館
書
誌
）。ID

000000904794:info:ndljp/pid/1880330

）
及
び
穂
積
陳
重
講
述
『
羅

馬
法
講
義
筆
記
』info:ndljp/pid/1879760

。
こ
こ
で
は
主
と
し
て
参
看
し
得
た
後
者
に
よ
り
つ
つ
、
穂
積
陳
重
の
羅
馬
法
講
義
の
内
容
を
検
討
す

る
に
と
ど
ま
る
。
講
述
筆
記
の
年
代
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
欄
外
メ
モ
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
日
付
か
ら
判
断
す
る
と
、
明
治
二
〇
年
九
月
か

ら
翌
二
一
年
六
月
に
か
け
て
の
講
述
ノ
ー
ト
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
縦
罫
線
の
ノ
ー
ト
に
毛
筆
で
記
さ
れ
、
二
一
一
葉
に
及
ぶ
。
筆
記
者
も
特
定

で
き
な
い
が
、
表
紙
見
開
き
に
「
秋
山
定
輔
図
書
之
印
」
が
押
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
筆
記
者
が
、
後
の
「
二
六
新
報
」
主
宰
者
で
あ
り
、

明
治
末
の
政
界
の
黒
幕
と
し
て
も
知
ら
れ
る
秋
山
定
輔
（1868-1950

）
そ
の
人
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
秋
山
は
明
治
二
三
年
に
帝
国
大
学
法
科

大
学
法
律
科
の
卒
業
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
二
〇
年
〜
二
一
年
に
か
け
て
穂
積
博
士
の
ロ
ー
マ
法
を
聴
講
し
た
と
考
え
て
お
き
た
い
。
こ
の
秋
山

定
輔
所
蔵
印
本
の
穂
積
『
羅
馬
法
講
義
筆
記
』
か
ら
う
か
が
え
る
こ
と
を
幾
つ
か
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
当
時
学
年
暦
は
毎
年
九
月
一
一
日
に
始
ま

り
、
翌
年
七
月
一
〇
日
ま
で
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
年
の
始
業
日
の
九
月
一
一
日
が
日
曜
日
で
あ
る
の
で
、
一
二
日
か
ら
実
際
の
学
年
は
始
ま
っ
た
。

講
義
筆
記
に
は
講
義
日
が
す
べ
て
完
全
に
記
録
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
明
治
二
〇
年
〜
二
一
年
の
カ
レ
ン
ダ
ー
の
曜
日
に
当
て
は
め
て
み

る
と
、
第
二
回
が
「
十
五
日
」（
五
丁
）
と
あ
り
、
そ
の
日
は
木
曜
日
に
あ
た
る
。
あ
と
の
曜
日
の
と
の
関
連
で
、
初
回
は
一
二
日
か
、
一
三
日
の

い
ず
れ
か
で
あ
る
。
第
四
回
（
一
二
丁
）、
第
五
回
（
一
七
丁
）
の
あ
と
、
次
に
日
付
と
し
て
出
て
く
る
九
月
二
九
日
（
二
〇
丁
）
木
曜
日
は
一
回

の
講
義
の
分
量
か
ら
第
六
回
目
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。
九
月
末
ま
で
に
お
そ
ら
く
六
回
の
講
義
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
九
月
は
は
っ
き

り
と
は
し
な
い
が
、
一
〇
月
以
後
、
曜
日
の
と
の
対
応
を
見
て
み
る
と
、
授
業
自
体
は
毎
週
月
、
火
、
木
曜
日
の
三
日
に
わ
た
る
が
、
実
際
は
毎
週

二
回
の
こ
と
が
多
く
、
第
一
学
期
は
一
二
月
六
日
の
火
曜
日
で
終
わ
っ
て
い
る
。
因
み
に
当
時
三
期
制
が
採
用
さ
れ
て
お
り
、
第
一
学
期
は
一
二
月

二
四
日
ま
で
、
二
五
日
か
ら
翌
一
月
七
日
ま
で
が
冬
期
休
業
と
な
り
、
九
日
か
ら
第
二
学
期
の
授
業
が
再
開
さ
れ
て
い
る
。
第
二
学
期
は
三
月
三
一

日
ま
で
、
四
月
一
日
か
ら
七
日
ま
で
が
春
期
休
業
で
、
四
月
は
一
二
日
以
後
火
曜
日
乃
至
金
曜
日
に
週
一
回
が
三
週
と
、
回
数
が
少
な
く
、
五
月
は

（
三
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
一
号
（
二
〇
一
八
年
六
月
）

三
八

ほ
ぼ
毎
週
二
回
の
授
業
が
行
わ
れ
、
最
後
の
日
付
が
六
月
五
日
と
な
っ
て
い
る
。
六
月
中
旬
以
後
に
学
年
末
試
験
が
行
わ
れ
た
。
テ
キ
ス
ト
入
力
し

て
み
る
と
、
ほ
ぼ
一
二
万
字
を
数
え
る
。
記
載
の
日
付
か
ら
知
ら
れ
る
授
業
回
数
の
合
計
が
四
八
回
で
あ
る
。
回
に
よ
っ
て
分
量
の
増
減
が
あ
る
が
、

単
純
に
割
っ
て
み
る
と
、
一
回
の
講
義
の
分
量
は
二
、四
〇
〇
字
ほ
ど
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
当
時
の
学
年
暦
、
学
期
に
つ
い
て
は
、『
東
京

帝
国
大
学
五
十
年
史
』
一
〇
〇
三
頁
所
収
、
分
科
大
学
通
則
中
、
学
年
学
期
休
業
に
関
す
る
規
定
を
参
照
。
実
際
こ
の
よ
う
な
講
義
が
ど
の
よ
う
な

形
式
で
行
わ
れ
て
い
た
か
、
陳
重
の
長
男
、
穂
積
重
遠
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
講
義
の
態
度
方
法
は
各
教
授
一
人
一
様
で
あ
り
得
る
。
筆

者
の
学
生
時
代
（
明
治
三
七
年
│
明
治
四
一
年
）
に
は
筆
記
式
の
講
義
が
多
か
っ
た
が
、
そ
れ
に
も
い
ろ
い
ろ
な
遣
り
方
が
あ
る
。
例
へ
ば
穂
積
八

束
教
授
の
憲
法
は
一
言
一
句
を
其
儘
筆
記
さ
せ
る
意
図
の
「
口
を
開
け
ば
文
を
成
す
」
式
講
義
で
あ
っ
た
。
…
…
こ
れ
に
反
し
て
穂
積
陳
重
教
授
の

法
理
学
は
一
く
ぎ
り
書
か
せ
て
は
挿
話
が
は
い
る
の
で
、
学
生
は
時
間
中
に
ノ
ー
ト
を
整
理
し
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
を
引
き
見
出
し
ま
で
附
け
る
こ
と

が
出
来
た
。」「
穂
積
八
束
教
授
の
講
義
は
自
ら
信
ず
る
所
人
を
し
て
信
ぜ
し
ず
ん
ば
已
ま
ざ
る
の
意
気
込
で
、
正
に
「
権
威
を
有
る
者
の
如
く
」
で

あ
っ
た
。
穂
積
陳
重
教
授
は
兄
弟
な
が
ら
全
然
対
蹠
的
で
、
疑
ふ
に
勇
に
し
て
断
ず
る
に
怯
な
る
「
学
者
の
如
き
」
講
義
で
あ
っ
た
。
現
在
に
於
て

も
或
は
こ
の
二
つ
の
傾
向
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
…
…
大
学
の
講
義
と
し
て
は
二
つ
の
態
度
は
そ
れ
ぞ
れ
に
正
し
い
。
一
は
学
生
を
感
奮
興
起
せ
し

め
、
他
は
学
生
を
内
容
思
索
せ
し
め
る
。」
穂
積
重
遠
『
東
京
帝
国
大
学
学
術
大
観　

法
学
部　

経
済
学
部
』
法
学
部
総
論
六
│
七
頁
。
重
遠
先
生

は
、
陳
重
・
八
束
兄
弟
の
講
義
ぶ
り
を
こ
の
よ
う
に
振
り
返
っ
て
い
る
。
穂
積
陳
重
の
羅
馬
法
講
義
も
法
理
学
講
義
と
同
様
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
穂
積
陳
重
が
担
当
し
た
科
目
は
、
羅
馬
法
と
法
理
学
の
講
義
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
勿
論
年
度
に
よ
り
差
異
は
あ
る
が
、

そ
の
カ
バ
ー
し
た
範
囲
は
き
わ
め
て
広
く
、
実
際
の
講
義
負
担
も
か
な
り
の
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。「
当
初
は
教
授
の
数

極
め
て
少
な
か
り
し
を
以
て
、
一
人
に
て
担
任
す
る
学
科
目
甚
だ
多
く
、
余
の
如
き
も
法
学
通
論
、
法
理
学
、
英
法
各
部
、
海
法
、
羅
馬
法
、
民
法

原
理
、
刑
法
原
理
、
国
際
法
、
監
獄
法
の
多
き
に
当
た
ら
ざ
る
を
得
ざ
り
き
。
随
っ
て
其
講
義
の
粗
略
不
完
全
は
免
る
べ
か
ら
ざ
る
所
な
り
き
。
然

る
に
、
其
後
教
授
の
数
も
次
第
に
増
加
し
た
る
に
よ
り
、
二
十
六
年
よ
り
講
座
制
を
採
る
こ
と
ヽ
と
な
り
、
各
教
授
其
の
専
門
に
就
き
、
研
究
講
義

共
に
完
備
の
域
に
進
め
り
」
と
当
時
を
回
顧
し
て
い
る
、「
法
科
大
学
沿
革
談
」『
遺
文
集
第
三
冊
』
二
五
六
頁
以
下
を
参
照
。
穂
積
陳
重
の
民
法
原

理
に
つ
い
て
、
小
柳
春
一
郎
「
穂
積
陳
重
と
舊
民
法
│
「
民
法
原
理
」
講
義
を
中
心
に
│
」『
法
制
史
研
究
』
三
一
（
一
九
八
一
年
）、
一
〇
五
頁
以

下
を
参
照
。

（
三
八
）



穂
積
陳
重
の
ロ
ー
マ
法
講
義
に
つ
い
て
（
吉
原
）

三
九

（
26
） 

ヴ
ァ
イ
ペ
ル
ト
に
関
し
て
、
武
内
博
「
東
京
大
学
傭
外
国
人
教
師
・
講
師
履
歴
書
収
録
一
覧
」http://rainichi20072.blog106.fc2.com

/

blog-entry-17.htm
l　

149 

ワ
イ
ペ
ル
ト
。
Ｏ
Ａ
Ｇ
（
オ
ー
ア
ー
ゲ
ー
・
ド
イ
ツ
東
洋
文
化
研
究
協
会
、
ド
イ
ツ
文
化
会
館
内
）
＝D

eutsche 

G
esellschaft für N

atur- und V
ölkerkunde O

stasiens 

のhttps://oag.jp/people/heinrich-w
eipert/

に
よ
れ
ば
、
ヴ
ァ
イ
ペ
ル
ト
は
、

帝
国
大
学
法
科
大
学
法
学
教
師
と
し
て
、
一
八
八
六
│
一
八
八
九
年
ま
で
在
籍
、
そ
の
後S

üdkorea

、B
ordeaux

で
領
事
を
務
め
た
。
一
八
八
八

年
以
後
Ｏ
Ａ
Ｇ
の
正
会
員
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
の
比
較
法
学
者
コ
ー
ラ
ー
な
ど
と
も
関
係
が
あ
り
、
日
本
や
ア
ジ
ア
に
関
す
る
レ
ポ
ー
ト
や
翻
訳
を

行
っ
て
い
た
。
な
お
、
ヴ
ァ
イ
ペ
ル
ト
に
つ
い
て
は
、
石
部
雅
亮
「
穂
積
陳
重
と
比
較
法
学
」『
比
較
法
学
の
課
題
と
展
望
』（
滝
沢
正
編
集
代
表
・

大
木
雅
夫
先
生
古
稀
記
念
）
信
山
社
・
二
〇
〇
二
（
平
成
一
四
）
年
・
一
〇
七
頁
、
と
く
に
一
二
一
頁
を
参
照
。

（
27
） 

ワ
イ
ペ
ル
ト
「
羅
馬
法
及
法
典
編
纂
論
」『
法
学
協
会
雑
誌
』
第
五
巻
通
号
四
一
号
（
一
八
八
七
（
明
治
二
〇
）
年
）
一
七
│
四
一
頁
。「
法
科

大
学
教
師
独
乙
法
律
博
士　

ワ
イ
ペ
ル
ト
氏
演
述
、
法
科
大
学
助
教
授　

法
学
士　

植
村
俊
平
通
訳
」
と
あ
る
。
植
村
俊
平
は
、
一
八
六
三
（
文
久

三
）
年
生
ま
れ
、）
一
八
八
六
（
明
治
一
九
）
年
東
京
大
学
法
学
部
を
卒
業
、
一
八
八
七
（
明
治
二
〇
）
年
に
東
京
大
学
法
学
部
助
教
授
と
な
っ
て

い
る
。
の
ち
代
言
人
と
な
り
、
そ
の
日
本
銀
行
、
住
友
本
店
支
配
人
な
ど
を
経
て
、
大
阪
市
長
を
務
め
た
。
一
九
四
一
（
昭
和
一
六
）
年
没
。

（
28
） 

ワ
イ
ペ
ル
ト
前
掲
三
二
│
三
三
頁
。

（
29
） 

前
掲
三
七
│
三
八
頁
。

（
30
） 

原
田
「
我
が
国
に
於
け
る
外
国
法
史
学
の
発
達
」
前
掲
書
二
九
六
頁
、「
帝
国
大
学
、
東
京
帝
国
大
学
【
明
治
三
〇
年
六
月
以
来
】
に
於
て
羅

馬
法
を
講
じ
た
宮
崎
道
三
郎
【
担
任
明
治
二
二
年
│
二
七
年
】
は
、
法
制
史
学
者
と
し
て
羅
馬
法
を
講
じ
た
最
初
の
学
者
で
あ
ら
う
が
、
彼
は
羅
馬

法
の
専
門
家
で
は
な
い
。
遺
し
た
羅
馬
法
に
関
す
る
研
究
も
、「
羅
馬
法
の
独
逸
に
伝
来
し
た
る
始
末
を
述
」
べ
た
一
篇
【
法
協
五
九
号
六
〇
号

六
一
号
（
明
治
二
一
年
・
二
二
年
）】
の
外
ア
イ
ヒ
ホ
ル
ン
伝
【
法
協
七
三
号
七
五
号
（
明
治
二
三
年
）】
に
於
て
註
釈
学
派
と
後
期
註
釈
学
派
を
語

り
、「
古
代
売
買
ノ
方
法
」【
法
協
一
二
巻
（
明
治
二
七
年
）
九
号
】
に
於
て
マ
ン
キ
パ
チ
オ
、
人
身
売
買
に
触
れ
て
ゐ
る
位
に
過
ぎ
な
い
。」。
明
治

二
三
年
、
二
四
年
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
矢
田
教
授
に
よ
れ
ば
、｢
明
治
二
十
三
年
度　
第
一
年　
羅
馬
法　
一
年
間
毎
週
三
時｣

「
明
治
二
十
四

年
度　
第
一
年　
羅
馬
法　
一
年
間
毎
週
四
時
（
？
）」
と
さ
れ
、
明
治
二
三
年
度
、
二
四
年
度
の
担
当
者
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
教
授　
法
制
沿
革
、

羅
馬
法　
法
学
士　
宮
崎
道
三
郎　
三
重
」、「
教
授　
法
制
沿
革
、
羅
馬
法
、
独
逸
法
律
史　
法
学
博
士
法
学
士　
宮
崎
道
三
郎　
三
重｣

と
し
て
、
宮
崎

（
三
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
一
号
（
二
〇
一
八
年
六
月
）

四
〇

博
士
の
名
前
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
、
矢
田
前
掲
（
一
）
九
六
頁
を
参
照
。
な
お
、
石
井
良
助
博
士
に
よ
れ
ば
、
宮
崎
博
士
が
明
治
二
一
年
に
帰
朝
後

「
二
十
二
年
以
来
「
日
本
法
制
沿
革
」（
後
に
「
本
邦
法
制
沿
革
と
改
む
」）
の
講
義
を
担
任
し
た
」
と
さ
れ
て
お
ら
れ
る
、
石
井
「
日
本
法
制
史
研

究
の
発
達
」
前
掲
書
二
八
一
頁
を
参
照
。『
宮
崎
先
生
法
制
史
論
集
』
中
田
薫
編
、
岩
波
書
店
、
一
九
二
九
年
。
日
本
法
制
史
の
講
義
に
つ
い
て
は
、

故
沼
義
雄
先
生
の
東
大
学
生
時
代
の
ノ
ー
ト
が
、「
日
本
法
制
史　

宮
崎
法
学
博
士
述
」
と
し
て
、
日
本
大
学
図
書
館
法
学
部
分
館
に
所
蔵
さ
れ
て

お
り
、
貴
重
な
記
録
と
な
っ
て
い
る
。

（
31
） 

宮
崎
道
三
郎
『
比
較
法
制
史
』
上
・
下
巻　

日
本
大
学
総
合
学
術
情
報
セ
ン
タ
ー
所
蔵
、
登
録
番
号:nucin.1000100883

。

（
32
） 

宮
崎
の
比
較
法
制
史
の
講
義
録
は
い
く
つ
か
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
摂
南
大
学
所
蔵
本
は
、
日
本
大
学
所
蔵
本
が
謄
写
刷
で
あ
る
の
に

対
し
て
、
筆
記
者
は
不
明
で
あ
る
が
、
イ
ン
ク
に
よ
る
筆
記
ノ
ー
ト
を
製
本
し
た
も
の
で
あ
り
、
冒
頭
に
「
教
授
法
学
博
士　

宮
崎
道
三
郎
口
授　

比
較
法
制
史　

完　

於
東
京
法
科
大
学　

乃
卅
四
年
九
月
至
卅
五
年
五
月
」
と
手
書
さ
れ
て
お
り
、
明
治
三
四
年
乃
至
三
五
年
の
年
度
の
筆
記
録
で

あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

（
33
） 

穂
積
陳
重
『
羅
馬
法
講
義
筆
記
』（
秋
山
定
輔
蔵
書
印
本
）
冒
頭
に
記
さ
れ
た
﹇
筆
記
者
に
よ
る
目
次
記
載
事
項
を
原
則
と
し
て
残
し
、
仮
名

送
り
を
平
仮
名
と
し
、
漢
字
は
新
漢
字
と
し
て
、
明
白
な
誤
記
の
訂
正
を
施
し
、
欠
け
て
い
る
箇
所
及
び
該
当
頁
数
を
補
っ
て
い
る
。
同
史
料
の
書

誌
に
つ
い
て
は
、
前
注
を
参
照
。
こ
の
秋
山
定
輔
所
蔵
印
本
の
穂
積
『
羅
馬
法
講
義
筆
記
』
か
ら
う
か
が
え
る
こ
と
を
幾
つ
か
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

当
時
の
学
年
暦
は
毎
年
九
月
一
一
日
に
始
ま
り
、
翌
年
七
月
一
〇
日
ま
で
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
年
の
始
業
日
の
九
月
一
一
日
が
日
曜
日
で
あ
る
の

で
、
一
二
日
か
ら
実
際
の
学
年
は
始
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。
講
義
筆
記
に
は
講
義
日
が
す
べ
て
完
全
に
記
録
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
明
治

二
〇
年
│
二
一
年
の
カ
レ
ン
ダ
ー
の
曜
日
に
当
て
は
め
て
み
る
と
、
第
二
回
が
「
十
五
日
」﹇
五
丁
﹈
と
あ
り
、
そ
の
日
は
木
曜
日
に
あ
た
る
。
あ

と
の
曜
日
の
と
の
関
連
で
、
初
回
は
一
二
日
か
、
一
三
日
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
第
四
回
﹇
一
二
丁
﹈、
第
五
回
﹇
一
七
丁
﹈
の
あ
と
、
次
に
日
付

と
し
て
出
て
く
る
九
月
二
九
日
﹇
二
〇
丁
﹈
木
曜
日
は
一
回
の
講
義
の
分
量
か
ら
第
六
回
目
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。
九
月
末
ま
で
に
お
そ
ら
く

六
回
の
講
義
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
九
月
は
は
っ
き
り
と
は
し
な
い
が
、
一
〇
月
以
後
、
曜
日
の
と
の
対
応
を
見
て
み
る
と
、
授
業
自
体
は

毎
週
月
、
火
、
木
曜
日
の
三
日
に
わ
た
る
が
、
実
際
は
毎
週
二
回
の
こ
と
が
多
く
、
第
一
学
期
は
一
二
月
六
日
の
火
曜
日
で
終
わ
っ
て
い
る
。
因
み

に
当
時
三
期
制
が
採
用
さ
れ
て
お
り
、
第
一
学
期
は
一
二
月
二
四
日
ま
で
、
二
五
日
か
ら
翌
一
月
七
日
ま
で
が
冬
期
休
業
と
な
り
、
九
日
か
ら
第
二

（
四
〇
）



穂
積
陳
重
の
ロ
ー
マ
法
講
義
に
つ
い
て
（
吉
原
）

四
一

学
期
の
授
業
が
再
開
さ
れ
て
い
る
。
第
二
学
期
は
三
月
三
一
日
ま
で
、
四
月
一
日
か
ら
七
日
ま
で
が
春
期
休
業
で
、
四
月
は
一
二
日
以
後
火
曜
日
乃

至
金
曜
日
に
週
一
回
が
三
週
と
、
回
数
が
少
な
く
、
五
月
は
ほ
ぼ
毎
週
二
回
の
授
業
が
行
わ
れ
、
最
後
の
日
付
が
六
月
五
日
と
な
っ
て
い
る
。
六
月

中
旬
以
後
に
学
年
末
試
験
が
行
わ
れ
た
。
テ
キ
ス
ト
入
力
し
て
み
る
と
、
ほ
ぼ
一
二
万
字
を
数
え
る
。
記
載
の
日
付
か
ら
知
ら
れ
る
授
業
回
数
の
合

計
が
四
八
回
で
あ
る
。
回
に
よ
っ
て
分
量
の
増
減
が
あ
る
が
、
単
純
に
割
っ
て
み
る
と
、
一
回
の
講
義
の
分
量
は
二
、四
〇
〇
字
ほ
ど
に
な
る
と
考

え
ら
れ
る
。
な
お
当
時
の
学
年
暦
、
学
期
に
つ
い
て
は
、『
東
京
帝
国
大
学
五
十
年
史
』
一
〇
〇
三
頁
所
収
、
分
科
大
学
通
則
中
、
学
年
学
期
休
業

に
関
す
る
規
定
を
、「
試
業
規
定
」
に
関
し
て
は
一
一
〇
七
頁
参
照
。
実
際
こ
の
よ
う
な
講
義
が
ど
の
よ
う
な
形
式
で
行
わ
れ
て
い
た
か
、
陳
重
の

長
男
、
穂
積
重
遠
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
講
義
の
態
度
方
法
は
各
教
授
一
人
一
様
で
あ
り
得
る
。
筆
者
の
学
生
時
代
（
明
治
三
七
年
│
明

治
四
一
年
）
に
は
筆
記
式
の
講
義
が
多
か
っ
た
が
、
そ
れ
に
も
い
ろ
い
ろ
な
遣
り
方
が
あ
る
。
例
へ
ば
穂
積
八
束
教
授
の
憲
法
は
一
言
一
句
を
其
儘

筆
記
さ
せ
る
意
図
の
「
口
を
開
け
ば
文
を
成
す
」
式
講
義
で
あ
っ
た
。
…
…
こ
れ
に
反
し
て
穂
積
陳
重
教
授
の
法
理
学
は
一
く
ぎ
り
書
か
せ
て
は
挿

話
が
は
い
る
の
で
、
学
生
は
時
間
中
に
ノ
ー
ト
を
整
理
し
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
を
引
き
見
出
し
ま
で
附
け
る
こ
と
が
出
来
た
。」「
穂
積
八
束
教
授
の
講

義
は
自
ら
信
ず
る
所
人
を
し
て
信
ぜ
し
ず
ん
ば
已
ま
ざ
る
の
意
気
込
で
、
正
に
「
権
威
を
有も

て

る
者
の
如
く
」
で
あ
っ
た
。
穂
積
陳
重
教
授
は
兄
弟
な

が
ら
全
然
対
蹠
的
で
、
疑
ふ
に
勇
に
し
て
断
ず
る
に
怯
な
る
「
学
者
の
如
き
」
講
義
で
あ
っ
た
。
現
在
に
於
て
も
或
は
こ
の
二
つ
の
傾
向
が
あ
る
で

あ
ろ
う
か
。
…
…
大
学
の
講
義
と
し
て
は
二
つ
の
態
度
は
そ
れ
ぞ
れ
に
正
し
い
。
一
は
学
生
を
感
奮
興
起
せ
し
め
、
他
は
学
生
を
内
容
思
索
せ
し
め

る
。」
穂
積
重
遠
『
東
京
帝
国
大
学
学
術
大
観　

法
学
部　

経
済
学
部
』
法
学
部
総
論
六
│
七
頁
。
重
遠
先
生
は
、
陳
重
・
八
束
兄
弟
の
講
義
ぶ
り

を
こ
の
よ
う
に
振
り
返
っ
て
い
る
。
穂
積
陳
重
の
羅
馬
法
講
義
も
法
理
学
講
義
と
同
様
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
穂
積
陳
重

が
担
当
し
た
科
目
は
、
羅
馬
法
と
法
理
学
の
講
義
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
勿
論
年
度
に
よ
り
差
異
は
あ
る
が
、
そ
の
カ
バ
ー
し
た
範
囲
は
き
わ
め
て

広
く
、
実
際
の
講
義
負
担
も
か
な
り
の
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。「
当
初
は
教
授
の
数
極
め
て
少
な
か
り
し
を
以
て
、
一
人

に
て
担
任
す
る
学
科
目
甚
だ
多
く
、
余
の
如
き
も
法
学
通
論
、
法
理
学
、
英
法
各
部
、
海
法
、
羅
馬
法
、
民
法
原
理
、
刑
法
原
理
、
国
際
法
、
監
獄

法
の
多
き
に
当
た
ら
ざ
る
を
得
ざ
り
き
。
随
っ
て
其
講
義
の
粗
略
不
完
全
は
免
る
べ
か
ら
ざ
る
所
な
り
き
。
然
る
に
、
其
後
教
授
の
数
も
次
第
に
増

加
し
た
る
に
よ
り
、
二
十
六
年
よ
り
講
座
制
を
採
る
こ
と
ヽ
と
な
り
、
各
教
授
其
の
専
門
に
就
き
、
研
究
講
義
共
に
完
備
の
域
に
進
め
り
」
と
当
時

を
回
顧
し
て
い
る
、「
法
科
大
学
沿
革
談
」『
遺
文
集
第
三
冊
』
二
五
六
頁
以
下
を
参
照
。
穂
積
陳
重
の
民
法
原
理
に
つ
い
て
、
小
柳
春
一
郎
「
穂
積

（
四
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
一
号
（
二
〇
一
八
年
六
月
）

四
二

陳
重
と
舊
民
法
│
「
民
法
原
理
」
講
義
を
中
心
に
│
」『
法
制
史
研
究
』
三
一
（
一
九
八
一
年
）、
一
〇
五
頁
以
下
を
参
照
。

（
34
） 

以
下
講
義
筆
記
か
ら
抜
萃
し
て
お
く
。
な
お
、
漢
字
は
新
字
体
、
仮
名
は
平
仮
名
送
り
と
し
、
一
部
句
読
点
を
補
っ
た
。「
彼
の
有
名
な
る
独

逸
「
イ
エ
リ
ン
グ
」
がS

pirit of R
om

an L
aw

の
冒
頭
に
書
し
て
因
り
羅
馬
は
三
度
世
界
に
号
令
し
三
度
万
国
を
統
一
せ
り
。
第
一
は
羅
馬
の
隆

盛
の
時
に
当
り
兵
力
を
以
て
万
国
制
伏
せ
し
め
た
り
し
（B

y force of A
rm

s

）。
以
て
邦
国
の
統
一
を
為
せ
り
。
第
二
回
は
帝
国
破
壊
の
後
に
於

て
猶
ほ
教
法
の
権
柄
を
握
り
宗
教
の
統
一
を
為
せ
り
。
第
三
回
は
中
世
以
後
欧
州
の
諸
国
を
し
て
相
率
ひ
て
羅
馬
法
を
継
受
せ
し
め
以
て
法
律
の
統

一
を
為
せ
り
（R

eception of R
om

an L
aw

）　

此
「
イ
エ
リ
ン
グ
」
は
今
に
ゲ
ッ
チ
ン
ゲ
ン
に
て
羅
馬
法
を
講
義
せ
る
人
に
て
此
書
は
只
に
羅
馬

法
の
精
神
の
み
な
ら
ず
一
般
法
律
の
精
心
と
も
云
ふ
可
き
な
り
。
／
此
の
如
く
羅
馬
法
は
近
世
法
律
世
界
を
統
一
せ
し
を
以
て
我
々
が
法
律
を
研
究

す
る
の
材
料
と
し
て
尤
も
大
切
な
る
コ
ト
は
云
ふ
迠
も
な
く
且
羅
馬
法
の
勢
力
は
未
だ
消
ず
し
て
猶
漸
く
将
来
世
界
に
及
ぶ
の
勢
力
な
り
。
予
は
万

法
帰
一
論
を
書
き
し
中
に
云
ひ
し
如
く
此
後
開
明
諸
国
の
法
律
は
羅
馬
法
の
子
孫
な
る
可
し
。」﹇
一
丁
﹈
こ
こ
で
は
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
『
ロ
ー
マ
法

の
精
神
』
の
冒
頭
を
引
用
し
つ
つ
、「
万
法
帰
一
論
」
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。「
予
は
羅
馬
法
を
研
究
す
る
に
当
り
現
今
欧
法
の
淵
源
を
探
ぐ
り

且
つ
羅
馬
法
の
実
績
に
由
り
法
理
学
を
研
究
す
る
の
材
料
と
な
す
積
り
に
て
之
を
研
究
す
る
な
り
。
左
れ
ば
羅
馬
法
を
研
究
す
る
の
理
由
二
あ
り
一

は
立
法
上
の
必
用
な
り
。
二
は
法
理
学
上
の
必
要
な
り
。」

（
35
） 

「
立
法
上
の
必
要
」
と
し
て
、「
羅
馬
法
は
欧
州
諸
国
現
行
法
の
淵
源
な
り
。
其
故
に
苟
も
欧
州
諸
国
現
行
法
を
理
解
せ
ん
と
な
れ
ば
、
其
淵
源

に
遡
り
て
羅
馬
法
を
学
ば
ざ
る
を
得
ず
。」
…
…
「
羅
馬
法
を
欧
州
に
継
受
し
た
る
ト
キ
は
羅
馬
尚
ほ
盛
ん
な
る
時
に
限
ら
ず
し
て
其
国
亡
び
て
後

数
百
年
を
歴
て
諸
国
之
を
受
け
た
る
な
り
。」
ロ
ー
マ
法
が
武
力
に
よ
る
の
で
は
な
く
、「
只
其
法
の
精
神
発
達
の
整
の
羅
馬
法
は
性
質
上
余
程
優
等

な
る
所
あ
る
を
以
て
帝
国
亡
た
る
後
に
至
り
て
世
に
出
で
し
」「
羅
馬
法
の
価
値
あ
る
コ
ト
は
亡
び
た
る
後
に
世
界
に
広
が
り
た
り
と
の
事
実
が
之

れ
羅
馬
法
の
美
な
る
一
証
な
り
。」
と
す
る
。﹇
四
丁
﹈

（
36
） 

「
羅
馬
法
は
国
際
法
の
基
礎
と
な
り
」
と
し
て
、
グ
ロ
チ
ウ
ス
『
戦
争
と
平
和
の
法
』
に
言
及
し
つ
つ
、「
諸
国
交
通
の
条
規
を
論
究
す
る
に
悉

く
羅
馬
法
を
参
考
せ
し
な
り
。
…
何
故
に
羅
馬
法
は
万
国
公
法
の
基
礎
と
な
り
し
や
之
れ
如
何
と
な
れ
ば
昔
日
羅
馬
の
版
図
は
欧
米
諸
国
に
跨
が
り

し
か
ば
従
て
羅
馬
国
と
羅
馬
国
属
隷
の
諸
国
と
の
交
通
最
も
繁
忙
な
り
し
。
之
れ
数
国
の
法
律
を
規
定
す
べ
き
元
﹇
原
﹈
則
に
富
め
る
を
以
て
な

り
。」﹇
五
丁
﹈

（
四
二
）



穂
積
陳
重
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ロ
ー
マ
法
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義
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（
吉
原
）

四
三

（
37
） 

「
法
学
上
の
必
要
」
に
つ
い
て
、
ま
ず
当
時
の
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
歴
史
法
学
、
メ
イ
ン
の
歴
史
法
学
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
分
析
法
学
の
方
法
論
を

対
比
し
つ
つ
、
三
者
に
共
通
す
る
ロ
ー
マ
法
と
の
関
係
に
言
及
す
る
。「
此
の
如
く
欧
州
諸
国
に
於
て
は
独
り
羅
馬
法
を
継
受
し
た
る
の
み
な
ら
ず

其
学
を
も
継
受
せ
る
な
り
。
其
後
羅
馬
法
研
究
の
力
を
三
変
し
て
其
研
究
法
は
一
方
に
於
て
は
羅
馬
法
を
材
料
と
し
て
法
律
に
関
す
る
諸
観
念
を
研

究
し
一
方
に
於
て
は
其
法
を
材
料
と
し
て
法
律
沿
革
の
道
理
を
究
政
す
る
の
学
派
を
生
ぜ
り
。
近
世
歴
史
法
学
派
の
初
祖
な
る
独
立
国
の
「
ザ
ビ

ニ
ー
」
氏
の
如
き
は
羅
馬
法
を
以
て
其
材
料
と
為
せ
り
又
近
世
歴
史
法
学
派
の
「
メ
ー
ン
」
氏
の
如
き
も
此
法
を
以
て
立
論
の
基
礎
と
せ
り
。
／
又

分
析
法
理
学
を
盛
大
に
起
し
た
り
し
ジ
ヨ
ン　

オ
ー
ス
チ
ン
氏
の
如
き
も
其
材
料
は
悉
く
羅
馬
法
に
採
れ
り
只
法
律
学
派
の
中
に
於
て
究
理
を
論
ず

る
自
然
法
学
派
の
み
羅
馬
法
の
実
歴
を
頼
ま
ざ
る
の
み
。
／
之
に
依
り
て
見
れ
ば
羅
馬
法
の
研
究
は
独
り
近
世
諸
国
の
法
律
羅
馬
よ
り
傅
来
せ
り
と

の
過
去
の
理
由
の
み
に
在
ら
ず
し
て
羅
馬
法
は
過
去
に
於
け
る
も
時
来
に
於
け
る
も
法
律
学
と
称
す
る
建
物
を
建
築
す
る
に
は
欠
く
可
か
ら
ざ
る
の

材
料
な
り
と
謂
ふ
べ
し
。」﹇
五
丁
﹈

（
38
） 

ロ
ー
マ
法
を
必
要
と
す
る
理
由
は
以
下
の
四
点
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。「（
甲
）
羅
馬
法
は
之
と
哲
学
者
に
し
て
実
際
家
を
兼
ね
た
る
者
の
手

に
成
り
し
も
の
に
し
て
（C

ato, C
icero, G

reek S
toic S

chool

）、
其
用
語
甚
だ
厳
正
な
り
。
又
其
編
纂
批
判
の
方
法
も
亦
能
く
整
へ
り
且
つ
原

則
に
余
程
富
み
た
る
が
上
に
実
用
も
疎
か
ら
ず
故
に
分
析
法
理
学
に
取
り
て
は
甚
だ
貴
重
な
る
材
料
な
り
。（
乙
）
羅
馬
法
は
近
世
文
明
諸
国
の
法

律
の
基
礎
た
る
を
以
て
一
度
之
を
学
び
た
る
後
は
真
に
究
易
く
諸
国
の
法
律
を
学
ぶ
を
得
べ
し
故
に
之
を
基
と
し
て
諸
国
法
律
を
比
較
す
る
に
得
る

な
り
。
然
れ
ば
羅
馬
法
は
比
較
法
学
に
も
亦
考
重
な
る
材
料
と
云
ふ
可
し
。（
丙
）
羅
馬
法
は
其
発
生
の
年
よ
り
発
達
死
亡
に
至
る
迄
一
代
記
を
為

す
も
の
な
り
故
に
歴
史
法
学
研
究
に
は
他
に
比
類
な
き
良
材
料
な
り
。（
丁
）
羅
馬
法
は
前
述
の
如
く
国
際
法
の
材
料
と
為
り
し
も
の
な
れ
ば
国
際

法
を
究
た
る
も
の
に
も
貴
重
な
る
参
考
な
り
。」﹇
七
│
八
丁
﹈。「
以
上
述
べ
た
る
所
は
立
法
上
学
理
と
羅
馬
法
研
究
の
大
切
な
る
コ
ト
の
最
な
る
も

の
な
り
。
予
曽
て
世
界
中
の
法
律
を
分
別
し
て
五
大
法
と
為
せ
リ
コ
ト
あ
り
。
即
ち
印
度
法
族
、
支
那
法
族
、
回
々
法
族
、（
ペ
ル
シ
ヤ
、
イ
ン
ド
、

ト
ル
ク
）
英
国
法
及
び
羅
馬
法
族
之
れ
な
り
。
而
し
て
此
五
大
族
の
内
自
然
の
淘
汰
あ
り
て
或
は
基
法
律
の
範
圍
の
縮
小
す
る
あ
り
拡
張
す
る
あ
り

て
遂
に
世
界
の
法
族
は
羅
馬
法
族
に
一
統
す
る
な
ら
ん
と
の
コ
ト
を
述
論
せ
り
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
独
自
の
「
法
律
五
大
族
」
の
考
え
方
が
こ
こ

で
も
示
さ
れ
て
い
る
。「
法
律
五
大
族
之
説
」『
法
学
協
会
雑
誌
』
第
一
巻
一
号
、
五
号
、『
遺
文
集
第
一
冊
』
二
九
二
頁
以
下
。
松
尾
敬
一
「
穂
積

陳
重
の
法
理
学
」『
神
戸
法
学
雑
誌
』
第
一
七
巻
三
号
（
一
九
六
七
年
）
一
頁
以
下
、
法
律
五
大
法
族
説
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
四
頁
以
下
。
法
律

（
四
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
一
号
（
二
〇
一
八
年
六
月
）

四
四

も
進
化
の
法
則
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
の
で
あ
れ
ば
、
五
大
法
族
間
で
も
「
自
然
の
淘
汰
」
が
行
わ
れ
、
ま
ず
滅
亡
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
「
支
那

法
族
」、
次
い
で
「
印
度
法
族
」「
回
々
法
族
」
で
あ
り
、「
英
国
法
族
」
は
そ
の
中
で
「
頗
る
広
大
な
る
者
」
と
さ
れ
、「
他
日
編
典
の
挙
」
が
あ
れ

ば
必
ず
「
ロ
ー
マ
法
族
」
に
帰
す
べ
き
と
の
予
言
も
一
概
に
否
定
で
き
な
い
と
し
て
、「
英
国
法
」
を
高
く
評
価
し
て
い
る
こ
と
は
、
当
該
講
義
の

趣
旨
に
も
通
じ
て
い
る
。
松
尾
教
授
は
、「
万
法
帰
一
論
」（『
法
学
協
会
雑
誌
』
一
二
号
、『
遺
文
集
第
一
冊
』
三
五
九
頁
を
参
照
）
は
、
こ
う
し
た

議
論
の
展
開
の
背
景
に
、
時
代
へ
の
「
危
機
感
」
を
指
摘
さ
れ
、「
劣
者
の
位
置
に
あ
る
こ
と
の
自
覚
の
上
に
、
い
か
に
し
て
劣
敗
を
免
る
る
か
が

考
察
さ
れ
る
」
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
。

（
39
） 

穂
積
陳
重
「
羅
馬
法
を
講
ず
る
の
必
要
」『
穂
積
陳
重
遺
文
集
第
二
冊
』
九
〇
頁
、
九
一
頁
。
初
出
『
日
本
之
法
律
』
第
拾
四
号
、
一
八
八
九

（
明
治
二
二
年
）
三
月
掲
載
。『
日
本
之
法
律
』
に
つ
い
て
は
、
村
上
一
博
「『
日
本
之
法
律
』
に
み
る
法
典
論
争
関
係
記
事
（
一
）」『
法
律
論
叢
』

第
八
〇
巻
四
・
五
号
二
六
七
頁
以
下
、
解
説
を
参
照
。
同
誌
は
一
八
八
八
（
明
治
二
一
）
年
二
月
二
九
日
創
刊
、
発
行
元
は
当
時
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
の

P
rojet

、『
法
学
協
会
雑
誌
』
を
刊
行
し
て
い
た
博
文
館
で
あ
る
。『
羅
馬
法
講
義
』
に
は
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。「「
メ
ー
ン
」
氏
古
代
法

理
学
に
曰
く
我
輩
の
羅
馬
法
の
研
究
を
必
要
と
為
す
所
以
は
独
り
英
国
の
之
を
継
受
し
た
る
が
故
な
り
の
み
に
あ
ら
ず
、
他
日
両
国
の
法
律
は
遂
に

一
と
帰
す
べ
き
者
な
れ
ば
な
り
独
り
両
国
の
法
律
一
途
に
帰
す
べ
き
が
故
の
み
に
在
ら
ず
万
国
法
律
幼
稚
の
時
に
在
り
て
如
何
程
其
性
質
を
異
と
す

る
と
も
其
発
達
す
る
に
従
ひ
漸
く
其
規
を
一
に
す
べ
き
を
以
て
な
り
と
。
之
を
要
す
る
に
羅
馬
法
は
一
方
よ
り
見
れ
ば
過
去
の
法
律
に
し
て
一
方
よ

り
見
れ
ば
現
在
の
法
と
云
ふ
可
く
又
之
を
未
来
の
法
律
と
云
ふ
も
過
言
に
あ
ら
ざ
る
べ
き
な
り
。
／
今
日
よ
り
見
れ
ば
羅
馬
法
は
一
時
法
典
と
し
て

貴
重
の
み
な
ら
ず
其
歴
史
頗
る
貴
重
な
り
。
故
に
予
は
中
頃
歴
史
を
述
び
中
頃
よ
り
規
則
正
し
く
羅
馬
法
を
研
究
す
可
し
。」、
と
。﹇
八
│
九
丁
﹈

（
40
） F

erdinand M
ackldey, L

ehrbuch der Institutionen des heutigen R
öm

ischen P
rivatrechts. 1814; L

ehrbuch des heutigen 

R
öm

ischen R
echts. 1818.

こ
の
よ
う
に
一
九
世
紀
前
半
ド
イ
ツ
法
学
文
献
が
イ
ギ
リ
ス
で
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
に
は
、
メ
イ
ン
の

「
ロ
ー
マ
法
と
法
学
教
育
」
に
語
ら
れ
た
時
代
の
精
神
と
呼
応
し
た
も
の
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。
分
析
法
学
で
知
ら
れ
る
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
は
、

一
八
二
六
年
に
ロ
ン
ド
ン
の
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
シ
テ
ィ
・
カ
レ
ッ
ジ
の
法
学
教
授
に
就
任
す
る
以
前
に
ド
イ
ツ
に
留
学
し
、
当
時
の
現
代
ロ
ー
マ
法
学
、

パ
ン
デ
ク
テ
ン
法
学
を
踏
ま
え
て
、
分
析
法
学
の
枠
組
み
を
構
想
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
法
学
の
イ
ギ
リ
ス
へ
の
影
響
は
、
そ

れ
以
前
か
ら
、
テ
ィ
ボ
ー
（A

nton F
.J.T

hibaut

）
や
マ
ッ
ケ
ル
ダ
イ
等
教
科
書
が
翻
訳
さ
れ
い
た
。
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
『
現
代
ロ
ー
マ
法
体
系
』

（
四
四
）



穂
積
陳
重
の
ロ
ー
マ
法
講
義
に
つ
い
て
（
吉
原
）

四
五

第
一
巻
（
一
八
四
一
年
）
が
翻
訳
さ
れ
る
の
も
一
八
六
七
年
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
他
の
巻
も
継
続
し
て
刊
行
さ
れ
た
。L

ord M
ackenzie, 

S
tudies in R

om
an law

 w
ith com

parative view
s of the law

s of F
rance, E

ngland, and S
cotland, 3rd ed by, B

lackw
ood, 1870

松
野
貞

一
郎
／
伊
藤
悌
治
訳
『
羅
英
佛
蘇
各
國
比
較
法
理
論
』
一
八
九
一
年
（
原
著 9th ed., 1879

に
基
づ
く
）、
ロ
ー
マ
法
研
究
の
成
果
を
踏
ま
え
つ
つ
、

イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
・
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
法
を
対
照
比
較
し
た
も
の
。W

illiam
 A

. H
unter, Introduction to R

om
an law

, 4th ed., L
ondon 

S
w
eet &

 M
axw

ell; 9th ed. rev. by F
.H

. L
aw

son, 1934.

西
川
鉄
次
郎
「
羅
馬
法
入
門
」『
明
法
志
林
』
一
一
〇
号
（
一
八
八
六
年
）。P

eter 

S
tein, L

egal T
heory and the R

eform
 of L

egal E
ducation

（1979

）, in: T
he C

haracter and Infl uence of the R
om

an C
ivil L

aw
, 

1988.p.234sqq.; C
ontinental Infl uences on E

nglish L
egal T

hought, 1600-1900, in: op.cit.p.224.

こ
の
ほ
か
に
も
、
イ
ギ
リ
ス
人
が
パ
ン

デ
ク
テ
ン
法
学
に
基
づ
い
て
著
し
た
最
初
期
の
イ
ギ
リ
ス
法
の
書
物
と
さ
れ
る
マ
ー
ク
ビ
ー
の
著
書
も
日
本
に
紹
介
さ
れ
て
い
た
。W

illiam
 

M
arkby,E

lem
ents of law

:considered w
ith reference to principles of general jurisprudence, 2nd ed,.1874 O

xford

安
藤
一
太
郎
・
小

野
徳
太
郎
訳
『
法
理
原
論
』
巻
之
一
・
巻
之
ニ
／
巻
之
三
日
本
立
法
資
料
全
集
別
巻 323, 324　

信
山
社
・
二
〇
〇
四
年
。
原
著
は
、
一
八
七
〇
年

カ
ル
カ
ッ
タ
で
の
講
義
を
も
と
に
し
た
も
の
で
、
万
国
共
通
の
法
理
の
論
究
が
そ
の
目
的
で
あ
る
と
さ
れ
、
英
吉
利
法
律
学
校
の
テ
キ
ス
ト
に
も

な
っ
て
い
た
。
マ
ー
ク
ビ
ー
は
、
ス
タ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
熱
烈
な
支
持
者
で
あ
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
り
（S

tein, op.cit.241,224

）

イ
ギ
リ
ス
の
法
学
教
育
に
欠
け
て
い
た
、
法
を
原
理
の
体
系
の
論
理
的
連
関
と
す
る
考
え
方
を
補
充
す
る
役
割
が
パ
ン
デ
ク
テ
ン
法
学
に
期
待
さ
れ

て
い
た
。
ロ
ー
マ
法
は
一
般
法
学
の
一
部
を
な
す
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
法
的
概
念
、
定
義
と
分
類
、
思
考
形
式
、
内
的
連
関
な
い
し
体
系
が
重

要
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
法
学
の
あ
り
方
が
、
穂
積
陳
重
の
法
理
学
講
義
は
も
と
よ
り
、
ロ
ー
マ
法
講
義
の

バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
を
形
成
し
て
い
た
。
石
部
雅
亮
「
穂
積
陳
重
と
比
較
法
学
」『
比
較
法
学
の
課
題
と
展
望
』（
滝
沢
正
編
集
代
表
・
大
木
雅
夫
先
生
古

稀
記
念
）
信
山
社
・
二
〇
〇
二
（
平
成
一
四
）
年
、
一
一
四
頁
以
下
を
参
照
。
穂
積
陳
重
は
も
と
よ
り
、
渡
邉
安
積
を
は
じ
め
と
す
る
所
謂
英
法
派

の
人
び
と
に
と
っ
て
こ
う
し
た
イ
ギ
リ
ス
法
学
の
あ
り
方
は
共
通
の
前
提
と
な
っ
て
い
た
。

（
41
） 

英
語
訳
と
し
て
は
、F

erdinand M
ackeldey, C

om
pendium

 of M
odern C

ivil L
aw

, edited by P
hilip Ignatius K

aufm
ann, 2 vols. 

N
ew

 Y
ork 1845

（
原
書
一
二
版
に
基
づ
く
）; H

andbook of the R
om

an L
aw

, 2 vols., translated by M
oses A

. D
ropsie, P

hiladelphia, 

T
. &

 J. W
. Johnson, 1883.

（
原
書
一
四
版
に
基
づ
く
）
が
知
ら
れ
る
。

（
四
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
一
号
（
二
〇
一
八
年
六
月
）

四
六

（
42
） 

穂
積
陳
重
が
一
二
表
法
に
大
き
な
関
心
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
、
メ
イ
ン
『
古
代
法
』
か
ら
の
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
大

正
三
年
に
末
松
謙
澄
に
よ
る
『
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
法
範
』
の
刊
行
に
当
た
っ
て
、
同
書
に
附
録
と
し
て
採
録
さ
れ
た
「
十
二
表
法
全
文
竝
英
佛
獨
等
諸

説
対
照
」
に
つ
い
て
後
序
を
寄
せ
て
い
る
。「「
メ
イ
ン
」
は
「
古
代
法
論
」
の
冒
頭
に
題
し
て
曰
く
「
世
界
に
於
て
最
も
長
命
な
る
法
制
は
法
典
に

始
ま
り
法
典
に
終
は
れ
り
」
と
、
是
れ
蓋
し
「
ロ
ー
マ
」
の
立
法
は
十
二
表
法
に
其
洪
源
を
発
し
、「
ユ
ス
チ
ー
ニ
ア
ー
ヌ
ス
」
帝
の
「
ロ
ー
マ
」

全
法
典
に
完
成
し
た
る
を
謂
ふ
も
の
な
り
。」
と
い
う
言
に
も
う
か
が
え
る
。

（
43
） 

一
二
表
法
を
講
ず
る
に
あ
た
り
、
実
際
い
か
な
る
文
献
が
参
照
さ
れ
た
か
、
い
く
つ
か
の
手
が
か
り
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
一
二
表
法
の
復

元
研
究
は
も
と
よ
り
ゴ
ド
フ
レ
ド
ゥ
スJacques G

odefroy 

（G
odofredus, 1587‒1652

）
に
遡
る
。F

ontes quatuor juris civilis in unum
 

collecti, puta : L
egis X

II. tabularum
 fragm

enta quae supersunt, una cum
 ejus historia... notis et glossario ; L

egis Juliae et 

P
apiae fragm

enta; E
dicti perpetui ; ut et S

abinianorum
 ordo seriesque... auctore Jacobo G

othofredo,... 

﹇E
saia C

olladone 

edente.

﹈ E
dition : G

enevae : sum
ptib. J. A

. et S
. de T

ournes, 1653.

講
義
の
中
に
も
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
本
格
的
な
復
元
研
究
は
一
九
世

紀
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
い
う
「
独
逸
学
者
」
と
し
て
は
、
ま
ず
、
デ
ィ
ル
ク
ゼ
ンH

einrich E
duard D

irksen, U
ebersicht 

der bisherigen V
ersuche zur K

ritik und H
erstellung des T

extes der Z
w
ölf-T

afel-F
ragm

ente, von H
einrich E

duard D
irksen, 

J.C
. H

inrich, 1824; R
. S

chölle, L
egis D

uodecim
T
abularum

 R
eluqiae, L

eipzig, 1866; M
.V

oigt, D
ie X

II T
afeln-G

eschichte und 

S
ystem

 des C
ivil-und C

rim
inal-R

echtes, w
ie P

rozesses, der X
II T

afeln nebst deres F
ragm

enten, L
eipzig 1883

な
ど
が
想
起
さ
れ

る
。
実
際
、
各
表
の
説
明
す
る
に
あ
た
り
、
例
え
ば
第
一
表
で
は
冒
頭
に
「
現
今
迄
に
遺
存
す
る
も
の
九
ヶ
条
」
の
よ
う
な
復
元
さ
れ
た
法
文
の
数

を
挙
げ
て
い
る
。
各
表
の
復
元
法
文
数
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
文
の
配
列
に
近
い
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
オ
ル
ト
ラ
ンJoseph-L

ouis-E
lzé ar 

O
rtolan 

（1802-1873

）, H
istoire de la lé gislation rom

aine, depuis son origine jusqu ’à  la lé gislation m
oderne; suivie d ’une 

gé né ralisation du droit rom
ain, et de l ’explication historique des Instituts de Justinien, d ’aprè s les textes anciennem

ent connus, 

ou plus ré cem
m
ent dé couverts.

で
あ
る
。
こ
れ
に
は
英
語
訳
と
し
てT

he history of R
om

an law
 : from

 the text of O
rtolan ’s histoire 

de la législation rom
aine et généralisation du droit 

（edition of 1870

） : translated w
ith the author ’s perm

ission and 

supplem
ented by a chronom

etrical chart of R
om

an history, by Iltudus T
. P

richard and D
avid N

asm
ith, 1871, W

illiam
 S

. H
ein, 

（
四
六
）



穂
積
陳
重
の
ロ
ー
マ
法
講
義
に
つ
い
て
（
吉
原
）

四
七

2008

（reprint

）
も
あ
り
、
末
松
訳
の
配
列
は
、
オ
ル
ト
ラ
ン
の
そ
れ
に
原
則
と
し
て
準
じ
て
お
り
、
各
法
文
の
注
釈
に
あ
た
る
「
諸
説
対
照
」

に
用
い
た
い
わ
ゆ
る
「
オ
本
」
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。
も
と
よ
り
『
羅
馬
法
講
義
』
に
お
け
る
一
二
表
法
の
講
述
内
容
に
は
、
独
自
の
ア
レ
ン
ジ
が

ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
。

（
44
） 
穂
積
陳
重
「
沿
革
法
理
一
班　

法
律
の
発
達
は
助
法
に
始
ま
り
主
法
に
成
る
を
論
す
」『
明
法
志
林
』
第
八
冊
第
八
七
号
（
一
八
八
四
（
明
治

一
七
）
年
一
一
月
一
五
日
発
行
）、
百
三
十
九
頁
以
下
、『
遺
文
集
第
二
冊
』
九
頁
以
下
所
収
。「
古
代
は
訴
訟
法
を
以
て
法
典
の
冒
頭
に
置
き
助
法

を
主
と
し
て
主
法
を
客
と
せ
る
は
既
に
上
に
陳
へ
た
る
如
し
。
碩
学
「
メ
イ
ン
」
氏
其
理
由
を
論
し
て
曰
く
古
代
の
未
開
社
会
に
あ
り
て
は
人
民
互

に
腕
力
を
以
て
自
己
の
利
益
を
保
護
し
苟
も
他
人
に
害
を
為
す
者
あ
る
ト
キ
は
或
は
生
血
を
以
て
其
損
害
を
償
は
し
め
或
は
腕
力
闘
争
に
よ
り
て
之

が
賠
償
を
強
迫
す
。
而
て
一
た
び
法
廷
の
設
あ
る
や
人
民
一
切
の
紛
議
を
裁
判
す
へ
き
一
大
制
度
を
生
し
た
る
を
以
て
苟
も
一
の
争
議
あ
る
毎
に
直

ち
に
之
を
法
廷
に
告
訴
す
。
而
て
未
開
の
人
民
は
争
議
常
に
風
を
成
し
闘
争
息
む
時
な
し
。
此
の
如
き
時
代
に
は
人
民
法
廷
の
必
用
を
感
ず
る
コ
ト

最
も
深
し
。
而
て
人
民
稍
や
進
歩
し
て
紛
﹇
百
五
十
四
頁
﹈
争
の
風
減
少
す
る
に
隨
ひ
法
廷
の
要
稍
く
減
少
し
人
民
高
等
の
開
化
に
達
し
人
民
法
律

を
遵
奉
し
秩
序
を
尚
ぶ
の
風
生
す
る
時
は
法
廷
の
価
直
一
層
減
却
し
竟
に
制
裁
に
関
す
る
法
を
法
典
の
終
尾
に
付
く
る
に
至
る
な
り
。
是
れ
羅
馬

十
二
銅
表
に
於
て
は
法
典
の
首
部
を
占
め
た
る
訴
訟
法
も
「
ジ
ヤ
ス
チ
ニ
ヤ
ン
」
帝
の
「
イ
ン
ス
チ
チ
ユ
ー
ト
」
法
典
に
は
巻
尾
に
位
せ
る
所
由
な

り
と
。
此
説
頗
る
精
確
な
る
は
論
を
竢
た
ず
然
り
と
雖
ト
モ
古
代
の
法
典
中
の
助
法
が
主
法
の
前
に
出
た
る
の
理
由
は
主
と
し
て
助
法
の
主
法
に
先

て
起
り
た
る
沿
革
上
の
原
因
に
よ
る
も
の
の
如
し
。」（
仮
名
送
り
を
変
更
し
て
あ
る
）。

（
45
） 

穂
積
陳
重
の
一
二
表
法
へ
の
大
き
な
関
心
は
、
メ
イ
ン
『
古
代
法
』
に
想
を
得
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。『
古
代
法
』
第
一
章
「
古
代
法
典
」

で
は
、
原
始
社
会
に
現
れ
る
法
及
び
法
観
念
の
原
型
か
ら
慣
習
が
生
ま
れ
、
文
字
の
発
明
に
よ
り
古
代
法
典
に
結
晶
化
す
る
の
で
あ
り
、
一
二
表
法

は
そ
の
典
型
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。
そ
れ
に
続
く
章
で
、
法
典
の
形
式
に
固
定
さ
れ
た
古
代
法
が
社
会
の
進
歩
と
と
も
に
変
化
発
展
を
遂
げ
る
た
め

の
手
段
は
、
法
的
擬
制
、
自
然
法
及
び
衡
平
、
立
法
と
三
種
あ
る
が
、
メ
イ
ン
の
関
心
は
と
く
に
成
文
法
の
問
題
に
向
け
ら
れ
、
古
代
法
典
の
典
型

と
し
て
の
一
二
表
法
が
随
所
で
そ
の
立
論
の
基
礎
と
さ
れ
て
い
る
。S

ir H
enry M

aine, A
ncient L

aw
, 1861, introduction by P

rof.

J.H
.M

ogan, E
verym

an ’s L
ibrary, 1965

を
参
照
。『
羅
馬
法
講
義
』
の
「
十
二
銅
表
」
の
解
説
は
、
当
時
一
二
表
法
研
究
の
動
向
も
踏
ま
え
な

が
ら
、
独
自
の
解
釈
を
試
み
よ
う
と
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
穂
積
陳
重
の
一
二
表
法
へ
の
関
心
は
、
末
松
謙
澄
訳
『
ウ
ル
ピ
ア
ー
ヌ
ス
羅
馬
法

（
四
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
一
号
（
二
〇
一
八
年
六
月
）

四
八

範
』
帝
国
学
士
院
、
一
九
一
七
（
大
正
六
）
年
の
後
序
に
も
う
か
が
え
る
。

（
46
） S

avigny, F
riedrich C

arl von

、V
om

 B
eruf unsrer Z

eit für G
esetzgebung und R

echtsw
issenschaft, H

eidelberg, 1814; 

T
hibaut und S

avigny. Ihre P
rogram

m
atischen S

chriften, hg. von H
attenhauer

，1. A
ufl .,1973; 2. A

ufl ., 2002.

守
矢
健
一
訳
「
Ｆ
．Ｃ
．

サ
ヴ
ィ
ニ
『
立
法
と
法
学
と
に
寄
せ
る
わ
れ
わ
れ
の
時
代
の
使
命
に
つ
い
て
』（
そ
の
一
）『
法
学
雑
誌
』
第
五
九
巻
二
号
（
二
〇
一
二
）
一
頁
、

（
そ
の
二
）
第
六
〇
巻
一
号
五
九
頁
、
と
く
に
六
〇
頁
以
下
を
参
照
。
穂
積
陳
重
「
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
、
テ
ィ
ボ
ー
の
法
典
争
議
」『
法
窓
夜
話
』
岩
波
文

庫
、
三
四
四
頁
以
下
。

（
47
） 

穂
積
陳
重
『
祖
先
祭
祀
と
日
本
法
律
』
有
斐
閣
、
一
九
一
七
（
大
正
六
）
年
を
参
照
。
同
書
は
一
八
九
九
年
に
ロ
ー
マ
で
開
催
さ
れ
た
万
国
東

洋
学
会
で
の
英
語
に
よ
る
講
演
を
邦
訳
し
た
も
の
。
メ
イ
ン
、
ク
ー
ラ
ン
ジ
ュ
に
も
言
及
さ
れ
て
い
る
、
四
四
頁
。
問
芝
志
保
「
祖
先
祭
祀
の
「
文

明
化
」：
穂
積
陳
重
を
事
例
と
し
て
」『
宗
教
研
究
』
第
八
八
巻
一
号
（
二
〇
一
四
年
）、
二
五
│
四
七
頁
。

（
48
） G

lück, C
hristian F

riedrich A
usführliche E

rläuterung der P
andekten nach H

ellfeld : ein C
om

m
entar für m

eine Z
uhörer, 

J.J. P
alm

, E
rster T

heil,1797,S
.1ff .

な
お
、G

lück

の
注
釈
本
は
現
在 D

as M
ax-P

lanck-Institut für europäische R
echtsgeschichte, 

D
egitale B

ibliotek, http://dlib-pr.m
pier.m

pg.de/

に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
49
） 

『
羅
馬
法
講
義
』
九
九
│
一
〇
〇
丁
。「
古
代
の
法
律
は
未
だ
宗
教
と
分
化
せ
ず
し
て
法
律
の
禁
令
は
屢
々
宗
教
の
教
文
中
に
掲
げ
た
る
な
り
。

又
立
法
権
を
直
接
間
接
に
神
に
帰
せ
し
時
代
あ
り
。
ヌ
マ　

ラ
イ
カ
ー
ガ
ス
﹇
リ
ュ
ク
ル
ゴ
ス
﹈　

メ
ニ
ュ
ー
﹇
マ
ヌ
﹈　

モ
ゼ
ス
﹇
モ
ー
セ
﹈
法
典

等
の
如
し
。
又
法
律
の
学
識
も
中
世
迄
は
僧
侶
に
帰
せ
り
。
加
之
な
ら
ず
古
代
の
法
律
は
祖
先
の
﹇
九
九
丁
裏
﹈
祭
り
の
制
度
に
基
き
之
を
作
り
し

も
の
に
し
て
家
長
婚
姻
等
の
制
度
た
り
と
も
皆
祖
先
の
祭
祀
を
絶
た
ざ
る
が
為
め
な
り
。
／
羅
馬
に
て
も
十
二
銅
表
発
布
の
時
迄
は
法
律
の
智
識
は

貴
族
の
占
有
す
る
所
た
り
。
而
し
て
貴
族
な
る
も
の
は
宗
教
儀
式
等
に
尤
も
通
ぜ
し
も
の
な
り
。
羅
馬
の
公
法
私
法
は
皆
祖
先
を
祭
る
と
云
ふ
コ
ト

よ
り
出
で
し
な
り
。
／
斯
の
如
き
有
様
な
り
し
が
故
に
ウ
ル
ピ
ヤ
ン
の
時
代
に
於
て
も
宗
教
法
律
の
区
別
未
だ
全
く
立
た
ざ
り
し
な
り
。
之
れ
法
律

学
の
学
者
の
罪
に
あ
ら
ず
し
て
法
律
其
れ
自
身
の
然
る
に
由
れ
り
。
故
に
此
時
代
の
法
律
学
は
必
要
上
神
事
及
び
人
事
の
智
識
と
な
る
所
以
な
り
。

左
れ
ト
モ
只
神
事
人
人
事
と
云
ふ
の
み
に
て
は
広
き
に
失
す
る
が
故
に
定
義
の
下
半
に
於
て
正
不
正
の
学
即
ち
適
法
不
適
法
を
知
る
の
智
識
と
せ
る

は
頗
る
穏
当
な
り
。
独
逸
学
者G

lück

（P
andekten

I

）
の
説
に
由
れ
ば
ウ
ル
ピ
ヤ
ン
﹇
一
〇
〇
丁
表
﹈
の
神
事
と
云
へ
る
は
即
ち
宗
教
法
を
指
せ

（
四
八
）



穂
積
陳
重
の
ロ
ー
マ
法
講
義
に
つ
い
て
（
吉
原
）

四
九

る
も
の
な
り
と
。
而
し
て
人
事
と
云
へ
る
は
通
常
の
法
律
（com

m
on law

）
を
指
せ
り
と
云
へ
り
。
之
れ
或
は
然
ら
ん
。
左
れ
ト
モ
余
は
ウ
ル
ピ

ヤ
ン
の
説
を
解
し
て
前
述
の
如
く
之
を
見
ん
と
欲
す
る
な
り
。
／
前
の
ウ
ル
ピ
ヤ
ン
の
定
義
は
非
常
に
有
名
な
る
も
の
な
り
。
／
ウ
ル
ピ
ヤ
ン
﹇
の
﹈

定
義
の
弁
護
人
中
に
笑
ふ
可
き
は
ポ
ロ
ッ
ク
の
説
な
り
。
氏
は
む
り
や
り
に
之
を
弁
護
し
て
曰
く
此
定
義
中
の
第
二
段
は
正
と
不
正
と
を
見
分
る
学

問
な
り
と
の
意
に
し
て
上
段
はconnect

に
あ
ら
ず
し
てdiscrim

inate

に
し
て
神
事
と
人
事
と
を
区
別
す
る
の
学
問
な
り
と
大
に
無
理
な
る
弁
護

を
為
せ
り
。」

（
50
） 

穂
積
陳
重
「
婚
姻
法
論
綱
」『
明
法
志
林
』
第
一
四
、
一
五
号
（
明
治
一
四
年
）、
二
〇
、
二
三
号
（
明
治
一
五
年
）、『
遺
文
集
第
一
冊
』
九
六

頁
。

（
51
） 

穂
積
「
婚
姻
法
論
綱
」『
遺
文
集
第
一
冊
』
一
〇
〇
頁
に
も
同
趣
旨
の
こ
と
が
語
ら
れ
る
。

（
52
） 

穂
積
「
婚
姻
法
論
綱
」『
遺
文
集
第
一
冊
』
一
〇
六
頁
。

（
53
） 

一
五
二
丁
「
右
の
四
段
を
経
る
も
の
な
り
。
抑
も
原
社
会
に
於
て
は
人
々
自
立
の
力
に
乏
し
く
故
に
水
草
を
逐
ひ
漸
く
生
を
繋
ぐ
の
時
代
に
は

女
の
数
は
必
定
減
少
な
り
し
。
之
に
於
て
か
数
夫
一
妻
の
制
と
為
り
た
る
な
り
。
之
れ
の
制
は
余
程
広
く
行
は
れ
し
に
は
相
違
な
し
。
其
後
稍
進
ん

で
秀
で
た
る
人
々
は
一
夫
数
妻
の
制
を
経
り
た
る
等
の
事
も
あ
り
た
る
可
し
。
然
れ
ト
モ
之
れ
少
数
の
富
強
者
の
間
に
の
み
行
は
る
る
可
き
筈
な
り
。

其
れ
よ
り
一
夫
一
婦
の
制
と
為
る
コ
ト
に
て
之
れ
尤
も
進
歩
発
達
せ
る
ト
キ
に
起
る
な
り
。」

（
54
） J.J.B

achofen, D
as M

utterrecht : eine U
ntersuchung über die G

ynaikokratie der altén W
elt nach ihrer religiösen und 

rechtlichen N
atur, S

tuttgart : K
rais &

 H
off m

ann, 1861.

吉
原
達
也
・
平
田
公
夫
・
春
山
清
純
訳
『『
母
権
制
』』
上
・
下
巻
、
白
水
社
、

一
九
九
二
│
一
九
九
三
年
。
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
、
マ
ク
レ
ナ
ン
、
モ
ル
ガ
ン
等
の
当
時
の
家
族
史
研
究
の
状
況
に
つ
い
て
、
差
し
当
た
り
、
中
川
善

之
助｢

婚
姻
と
家
族
の
理
論
│
そ
の
起
源
に
関
す
る
学
説
史
│｣
穂
積
先
生
追
悼
論
文
集
『
家
族
法
の
諸
問
題
』
有
斐
閣
（
東
京
）、
一
九
五
二
年
、

一
│
三
一
頁
、
青
山
道
夫
『
近
代
家
族
法
の
研
究
』
有
斐
閣
、
一
九
五
二
年
、
清
水
盛
光
『
家
族
』
岩
波
全
書
、
一
九
五
三
年
、
青
山
道
夫｢

家
族

学
説
の
諸
問
題｣

『
家
族　

家
族
問
題
と
家
族
法
Ｉ
』
酒
井
書
店
、
一
九
五
七
年
、
一
三
│
五
五
頁
、『
続
近
代
家
族
法
の
研
究
』
有
斐
閣
、

一
九
七
一
年
に
収
録
。
江
守
五
夫
『
歴
史
の
な
か
の
女
性
』
彩
流
社
、
一
九
五
五
年
。

（
55
） 

「
母
法M

utterrecht

」「
子
法T

ochterrecht

」
を
め
ぐ
っ
て
、
穂
積
陳
重
『
法
窓
夜
話
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
〇
年
、
跋
、
三
六
六
頁
、

（
四
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
一
号
（
二
〇
一
八
年
六
月
）

五
〇

「
六
三　

舶
来
学
説
」
二
一
六
頁
、
二
一
九
頁
及
び
所
掲
の
注
記
、
三
八
八
頁
。
中
田
薫
「
母
法
、
子
法
な
る
熟
語
に
就
て
」『
法
制
史
論
集
』
第
四

巻
、
一
九
六
四
年
、
二
九
八
頁
を
参
照
。

（
56
） John F

erguson M
clennan, P

rim
itive M

arriage, E
dinburgh A

dam
 &

 C
harles B

lack, 1865. 

（
57
） L

.H
.M

organ, A
ncient S

ociety O
r R

esearches in the L
ines of H

um
an P

rogress from
 S

avagery through B
arbarism

 to 

C
ivilization, M

acM
illan &

 C
om

pany, L
ondon,1877.  

青
山
道
夫
訳
『
古
代
社
会
』
上
下
巻
、
岩
波
文
庫
、
一
九
五
八
年
。

（
58
） L

 N
um

a D
enis F

ustel de C
oulanges, T

he A
ncient C

ity : A
 S

tudy on the R
eligion, L

aw
s, and Institutions of G

reece and 

R
om

e, B
oston/N

ew
 Y

ork, 1877;. L
a cité antique

（C
ham

ps, 131

）F
lam

m
arion, 1984.

田
辺
貞
之
助
『
古
代
都
市
』
白
水
社
、
一
九
六
一

年
、
新
装
復
刻
版
二
〇
一
一
年
。

（
59
） M

aine, A
ncient L

aw
, p.128-129.

（
60
） 

ワ
イ
ペ
ル
ト
前
掲
三
三
│
三
四
頁
、「
又
立
法
ノ
業
ハ
至
難
ニ
シ
テ
如
何
ニ
意
ヲ
用
ヰ
テ
作
リ
タ
ル
法
典
ト
雖
ト
モ
誤
謬
欠
点
ナ
キ
ヲ
得
ザ
ル

ハ
殆
ン
ド
疑
フ
可
ラ
ズ
請
フ
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
ヲ
見
ヨ
。
該
法
典
中
ニ
ハ
物
権
人
権
ノ
差
異
ニ
関
ス
ル
定
義
解
説
ヲ
全
ク
欠
ケ
リ
。
然
ル
ニ
該
法
典

中
ニ
採
用
シ
タ
ル
羅
馬
法
ノ
規
則
ハ
右
二
種
ノ
権
利
ノ
区
別
ニ
基
ケ
リ
。
又
一
千
一
百
十
七
条
ニ
当
然
無
効
ノ
契
約
ノ
事
并
ニ
契
約
取
消
ノ
訴
訟
ヲ

記
載
セ
ル
ハ
明
ニ
羅
馬
法
ニ
在
ルIpso jure
及
ヒO

pe excetpionis

ノ
区
別
ニ
従
ヒ
タ
ル
エ
ナ
リ
ト
雖
ト
モ
仏
法
典
ニ
ハ
此
区
別
の
結
果
ニ
関
ス

ル
ハ
一
モ
規
定
ス
ル
所
ナ
シ
。
然
ニ
羅
馬
法
ニ
テ
ハ
二
者
ノ
区
別
ヨ
リ
生
ズ
ル
効
果
ハ
甚
タ
多
シ
斯
ノ
如
キ
場
合
ニ
ハ
羅
馬
法
ニ
就
テ
研
究
ス
ル
ノ

外
ハ
他
ニ
拠
ル
所
ヲ
発
見
ス
ル
ヲ
得
ズ
。
又
実
ニ
仏
法
典
ノ
起
草
者
プ
ー
レ
ー
ユ
及
ビ
マ
ン
ビ
ー
ユ
ハ
自
ラ
其
草
案
中
ニ
誤
謬
欠
点
ノ
多
カ
ル
ベ
キ

ヲ
知
リ
テ
之
ヲ
研
究
ス
ル
者
ハ
須
ク
普
通
法
性
法
法
律
言
論
ヲ
参
照
ス
ベ
キ
コ
ト
ヲ
勧
メ
タ
ル
モ
其
真
意
ヲ
探
グ
ル
ニ
必
竟
羅
馬
法
ヲ
参
考
ス
ベ
シ

云
フ
ニ
過
ギ
ザ
ル
ナ
リ
。」

（
61
） 

穂
積
重
行
『
明
治
一
法
学
者
の
出
発
』
一
五
一
│
二
頁
。
ミ
ド
ル
・
テ
ン
プ
ル
法
曹
院
で
、
穂
積
陳
重
は
「
ブ
ラ
ヰ
ス
氏
」
に
よ
る
「
羅
馬
法

沿
革
史
」
を
聴
講
し
た
。「
ブ
ラ
ヰ
ス
」
と
は
、
穂
積
重
行
氏
は
、『
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
』（
一
八
六
四
年
）
の
著
者
と
し
て
も
知
ら
れ
る
、
オ
ッ
ク

ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
欽
定
ロ
ー
マ
講
座
教
授Jam

es B
ryce

（1838-1922

）
と
さ
れ
て
い
る
。

（
62
） P

. S
tein, M

aine and legal education, in: A
llan D

iam
ond, T

he V
ictorian A

chievem
ent of S

ir H
enry M

aine: A
 C

entennial 

（
五
〇
）



穂
積
陳
重
の
ロ
ー
マ
法
講
義
に
つ
い
て
（
吉
原
）

五
一

R
eappraisal, C

am
bridge U

niversity P
ress, 1991, p.200.

山
崎
利
夫
『
英
吉
利
法
律
学
校
覚
書
』
一
四
五
頁
注
24
を
参
照
。

（
63
） S

ir H
. S

. M
aine, V

illage C
om

m
unities in the E

ast and W
est, N

ew
 Y

ork, 1876 3rd. ed., p.330 sqq. 

初
出
は
、C

am
bridge　

E
ssays for 1856

と
記
さ
れ
て
い
る
。
メ
イ
ン
の
「
ロ
ー
マ
法
と
法
学
教
育
」
に
つ
い
て
は
、
内
田
力
蔵
『
法
改
革
論
』『
内
田
力
蔵
著
著
作
集
』

第
二
巻
、
一
五
五
頁
以
下
（「
4　

サ
ー
・
ヘ
ン
リ
ー
・
メ
ー
ン
と
イ
ギ
リ
ス
法
の
「
法
典
化
」」）、
と
く
に
一
六
八
頁
以
下
を
参
照
。

（
64
） M

aine, op. cit., p.332.

（
五
一
）
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